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はじめに  

本市では、平成 20 年（2008 年）３月に策定した匝瑳市総合

計画に基づき、本市の将来都市像である「海・みどり・ひとが

はぐくむ 活力あるまち 匝瑳市」を目指して、様々な施策の

推進を図ってまいりました。 

計画策定から 12 年が経過し、先例のない人口減少と少子化・

超高齢化が進む現状は、本市を取り巻く環境を一段と厳しいも

のにしています。 

このような状況の中、匝瑳市総合計画が令和元年度（2019 年

度）で終了することから、これまでの成果を検証するとともに、現状の課題を把握・整理

し、次世代へつなぐ第２次匝瑳市総合計画（基本構想・前期基本計画）を策定いたしまし

た。 

新たな総合計画では、匝瑳市総合計画に定めた将来都市像「海・みどり・ひとがはぐく

む 活力あるまち 匝瑳市」をメインフレーズといたしました。 

本市のこれまでの歩みを踏まえつつ、さらなる飛躍を図るものとして、引き続き、まち

づくりの方向性を示したものであります。 

そして、大きな課題である人口減少を最小限に抑え、持続可能な地域社会をつくるため

には、「匝瑳市に住みたい」「いつまでも住み続けたい」「関わりを持ちたい」と思える

まちづくりを推進し、多くの人が集まり、交流し、多様な主体が協働することによって、

新たな活力を生み出すことが重要であると考え、「～匝
めぐ

り集う人々と瑳
あざ

やかな自然のある

ふるさと～」を、新たにサブフレーズとして設定いたしました。 

 今後は、本計画に定めた施策を積極的に推進するとともに、マニフェストに掲げた「安

心・安全のまちづくり」「産業振興のまちづくり」「市民参加のまちづくり」の基本方針

に基づき、「匝瑳市に住みたい」「住み続けたい」と感じていただける活力と魅力あふれ

るまちづくりに全力で取り組んでまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました市民の皆様を

はじめ、市議会議員の皆様、並びに関係各位に対しまして、心から厚くお礼を申し上げま

すとともに、今後とも市政運営に対し、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

 令和２年３月 

 

匝瑳市長  



 

匝 瑳 市 市 民 憲 章 

 

豊かな自然と文化にめぐまれた匝瑳市の発展と市民の幸せを願い、

市民憲章をさだめます。 

 

１ 笑顔とあいさつの輪が広がるまち、匝瑳 

１ 美しい自然を大切にするまち、匝瑳 

１ 奉仕の心と思いやりのあるまち、匝瑳 

１ 教養と文化を高め、伝統を守るまち、匝瑳 

１ 元気で働き、活気に満ちたまち、匝瑳 

平成２１年４月１日 制定 

 

 

 

都 市 宣 言 

 

匝瑳市は、７つの都市宣言をしています。 

 

平和都市宣言（平成１８年６月２日 宣言） 

青色申告都市宣言（平成１８年６月２日 宣言） 

産業廃棄物最終処分場の設置反対都市宣言（平成１８年６月２日 宣言） 

健康都市宣言（平成１８年６月２日 宣言） 

米の輸入自由化阻止都市宣言（平成１８年６月２日 宣言） 

農作業安全都市宣言（平成１８年６月２日 宣言） 

地産地消・食の安全と自給率向上都市宣言（平成１８年６月２日 宣言） 
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第１章 総合計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

本市は、平成 18 年（2006 年）１月 23 日に旧八日市場市と旧野栄町の合併により誕

生し、平成 20 年（2008 年）３月に策定した「匝瑳市総合計画」に基づき、合併新市

の将来都市像である『海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち 匝瑳市』を実現

するため、数多くの施策に取り組んできました。 

計画策定から 10 年以上が経過し、先例のない人口減少と少子化・超高齢化が進む現

状は、本市を取り巻く環境を一段と厳しいものにしています。 

このような状況の中、「匝瑳市総合計画」が令和元年度（2019 年度）で終了するこ

とから、次世代へつなぐ「第２次匝瑳市総合計画（以下「総合計画」という。）」を策

定します。 

 

２ 総合計画の構成と計画期間 

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成されます。 

（１）基本構想 

本市が目指すべき将来都市像及びそれを実現するための施策の大綱を明らかにする

ものです。令和 13 年度（2031 年度）を目標年度とする 12 か年計画とします。 

（２）基本計画 

基本構想に示した施策の大綱の具体化に必要な施策及び事業を総合的かつ体系的に

明らかにするものです。計画期間は４か年とし、「前期」、「中期」、「後期」に分けて策

定します。 

前期基本計画：令和２年度（2020 年度）～令和５年度（2023 年度） 

中期基本計画：令和６年度（2024 年度）～令和９年度（2027 年度） 

後期基本計画：令和 10 年度（2028 年度）～令和 13 年度（2031 年度） 

（３）実施計画 

基本計画に定めた施策について、具体的な事業内容と実施時期を定めるものです。

計画期間は３か年とし、毎年度見直しを行うローリング方式※によって策定します。 

 

◆総合計画 

 

 

 

 

 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

令和２-13 年度（2020-2031 年度） 

前期（4か年） 中期（4か年） 後期（4か年） 

令和２-５年度 

（2020-2023 年度） 
令和６-９年度 

（2024-2027 年度） 

令和 10-13 年度 

（2028-2031 年度） 

３か年（ローリング方式） 

基本構想（12 か年） 
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３ 総合計画と総合戦略の関係性 

総合計画は、「匝瑳市人口ビジョン」と「匝瑳市総合戦略」から成る「匝瑳市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」に示された人口の将来展望や、人口減少の歯止めと地域

の活性化を図るための基本的な考え方を踏まえ策定します。 
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第２章 本市を取り巻く状況 

１ 時代の潮流 

（１）人口減少社会と少子高齢化  

わが国は、これまでの人口が増加する社会から人口が減少する社会となり、少子高

齢化に伴う人口減少対策が最重要課題となっています。 

人口減少は、労働力人口の減少をもたらし、生産と消費といった経済面の影響はも

とより、地域コミュニティ機能の弱体化、年金・医療・介護等の社会保障制度の不安

定化、税財源の減少による公共サービスの縮小等、市民生活全般に大きく影響を及ぼ

しつつあります。 

こうした状況に対応するため、若い世代が安心して働き、子どもを産み育てやすい

社会経済環境の実現が必要となります。 

 

（２）住み慣れた地域での暮らしの実現 

わが国では、高齢化が進む中、令和７年（2025 年）までに「団塊の世代」がすべて

75 歳以上となる超高齢社会を迎えます。加えて、国立社会保障・人口問題研究所「日

本の世帯数の将来推計 (平成 30 年（2018 年）推計) 」では、平成 27 年（2015 年）の

65 歳以上の独居率は、男性で 14.0％、女性で 21.8％ですが、令和 22 年（2040 年）に

は男性で 20.8％、女性で 24.5％に上昇すると推計されています。 

そのような状況の中、平成 26 年（2014 年）に成立した「医療介護総合確保推進法」

のもと医療・介護サービスの一体的、総合的な確保に向けた改革が進められており、

その方向性は、「医療から介護へ」「病院・施設から地域・在宅へ」という流れです。

住み慣れた地域で生活し続けることができるような医療・介護の実現が求められてい

ます。 

地域の特性に応じた医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が

高齢者に包括的に提供される地域包括ケアシステム※の構築が必要となります。 

 

（３）地方創生への取組 

国においては、人口減少問題に対処し、地方創生を図るため、平成 26 年（2014 年）

に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定し、総合的な取組を進めています。 

地方創生への取組は、地方が成長する力を取り戻し、地域の所得を向上させること

で地域を元気にするとともに、人口の東京一極集中を是正し、急速に進む人口減少を

克服することを目指しています。 

しかしながら、依然として東京一極集中という高い壁は立ちはだかったままであり、

６年目に入った地方創生は、仕切り直しを迫られています。 
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（４）安心・安全な環境づくり 

近年、激甚化する風水害や土砂災害、今後 30 年以内の発生確率が 70％と予想され

る首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模自然災害への対応が大きな課題となって

います。特に、雨の降り方は局地化、集中化しており、極端な降水がより頻繁となる

可能性が高まっています。 

また、高度成長期以降に集中整備したインフラは、今後、老朽化が急速に進むと見

込まれており、長寿命化や計画的な更新により機能を適切に維持していくことが求め

られています。 

 

（５）地方分権と協働 

国では、平成 12 年（2000 年）に地方分権一括法を施行し、平成 22 年（2010 年）６

月には「地域主権戦略大綱」を閣議決定しています。「地域主権戦略大綱」では、「地

域主権改革」を「住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担う

ようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組む

ことができるようにするための改革」であるとしています。 

地域が自主性、自立性を高め、自らの判断と責任により自ら権限を行使する「地域

主権」の確立に向け、個性豊かな地域独自のまちづくりを推進していく必要がありま

す。 

一方、これまで行政が担ってきた公共サービスに対し、行政だけではなく自治会や

住民団体、ＮＰＯ※、ボランティア、企業等がそれぞれの役割を分担して力を合わせる

参加と協働の考え方が広がりつつあります。高齢者の見守り、子育ての支援、子ども

の健全育成、防犯等の地域コミュニティを主体とした対応や、地域住民が連携して価

値ある資源を掘り起こし、それらを活かして魅力的な地域づくりに取り組む活動も見

られます。 

これからのまちづくりは、官と民という枠を越えて、地域住民の力の結集を図りな

がら協働・連携に取り組んでいくことが重要となります。 

 

（６）情報通信技術（ＩＣＴ※）の飛躍的な進展  

情報通信技術（ＩＣＴ※）の飛躍的な進展に伴い、人、モノ、組織等のあらゆるもの

がネットワークにより結びつき、大量の情報（ビッグデータ）の生成・収集・蓄積・

分析が可能となることで、これらのデータをビジネス資源として有効に活用した新産

業の創出が期待されています。 

ＩＣＴ※は、企業活動における新たな価値の創出と効率化、コミュニケーションの拡

大に寄与するとともに、公共サービスの効率化・高度化等、市民生活に大きな影響を

与えています。 

こうしたＩＣＴ※の進展を背景に、ロボットや人工知能（ＡＩ※）が産業や身近な商

品・サービス等生活の様々な場面に使われ、今後の人口減少時代の課題等を解決する

ための活用が期待されています。 
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（７）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への取組  

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」とは、平成 27 年（2015 年）９月の国連サミッ

トで採択された国際指標で、基本理念として、地球上の「誰一人として取り残さない」

社会の実現を目指すものです。持続可能な社会を実現するため、経済、社会及び環境

をめぐる広範囲な課題に対する統合的な取組が示されています。 

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、発展途上国のみならず、先進国自身が取り

組む普遍的なものとして、国も積極的に推進していることから、その基本理念を踏ま

え、施策の展開を図ることが求められています。 
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２ 匝瑳市の現状 

（１）位置・地勢 

本市は、千葉県北東部に位置し、東京都心から約 70km 圏内、千葉市から約 40km、

成田空港からは約 20km の距離にあります。北は香取市と香取郡多古町、東は旭市、西

は山武郡横芝光町に接しています。東西が約 12.5km、南北が約 15km で、総面積は約

101.52km2です。 

南部には九十九里海岸があり、市の主要部分は平坦地で土地改良により整地された

広大な田園地帯となっています。北部は下総台地の緩やかな丘陵地帯となっています。 

気候は、夏涼しく冬暖かい海洋性気候で、年平均気温は 15 度、ほとんど降雪は見ら

れず、とても過ごしやすい土地柄です。 

図表-1 本市の位置・地勢 
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（２）人口・世帯 

【人口】 

国勢調査をもとに本市の人口の推移を見ると、平成７年（1995 年）から減少を続け、

平成７年（1995 年）と平成 27 年（2015 年）を比較すると 6,096 人減少しています。 

年齢３区分別に見ると、年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未

満）は減少し続けています。一方、老年人口（65 歳以上）は増加し続けており、平成

27 年（2015 年）には高齢化率が 30％を超え、千葉県や全国と比べてもその割合が高

くなっています。 

図表-2 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-3 年齢３区分別人口構成比（平成 27 年（2015 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯】 

本市の世帯数は、平成７年（1995 年）から平成 17 年（2005 年）まで増加を続けて

いましたが、平成 22 年（2010 年）から減少に転じました。 

１世帯当たりの人員は減少し続け、平成 27 年（2015 年）には１世帯当たり 2.93 人

となりましたが、千葉県や全国を上回っています。 

数値は四捨五入のため合計が 100 にならないことがある。 
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               図表-4 世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）産業構造 

【就業人口】 

本市の就業人口は、人口減少に伴い平成７年（1995 年）から減少し続けています。 

平成 27 年（2015 年）では、第１次産業が 15.2％、第２次産業が 24.3％、第３次産

業が 58.8％となっています。千葉県や全国と比べると、主要な産業である第１次産業

の割合が高くなっています。 

図表-6 産業３区分別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-7 産業３区分別就業者構成比（平成 27 年（2015 年）） 

 

 

 

 

 

図表-5 １世帯当たり人員 

（平成 27 年（2015 年）） 

数値は四捨五入のため合計が 100 にならないことがある。 
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【事業所数】 

本市の産業別事業所数は、平成 28 年（2016 年）では、卸売業・小売業の 439 事業

所が最も多く、次いで建設業の 276 事業所、生活関連サービス・娯楽業の 176 事業所、

宿泊業・飲食サービス業の 155 事業所の順になっています。 

平成 24 年（2012 年）から平成 28 年（2016 年）にかけ１割近くの事業所が減少して

いますが、その事業所の多くは卸売業・小売業となっています。 

図表-8 産業別事業所数の推移（民営事業所） 
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（４）土地利用 

土地利用の構成は、平成 29 年（2017 年）では、田 34.6％、畑 21.0％、宅地 10.4％、

山林 9.8％となっています。千葉県や県内市部と比べて田や畑の割合が高く、宅地や

山林の割合が低くなっています。 

平成 24 年（2012 年）と比較して、ほとんど変化はなく、土地利用は固定化しつつ

あります。 

 

図表-9 土地利用の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 34.6 

畑 21.0 

宅地 10.4 

池沼 0.0 

山林 9.8 

原野 1.0 

雑種地 3.2 

その他 19.9 
単位：％

平成29年
（2017年）

単位：ha、％

田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他

面　 積（平成29年（2017年）・匝瑳市） 3,508.3 2,133.3 1,060.5 4.5 991.3 105.4 328.4 2,020.3

構成比（平成29年（2017年）・匝瑳市） 34.6 21.0 10.4 0.0 9.8 1.0 3.2 19.9

構成比（平成24年（2012年）・匝瑳市） 34.6 21.3 10.4 0.0 9.9 1.1 2.7 20.1

構成比（平成29年（2017年）・千葉県） 16.4 11.9 15.6 0.2 19.8 2.6 7.6 25.9

構成比（平成29年（2017年）・県市部） 15.5 11.9 16.8 0.2 19.3 2.4 7.6 26.3

資料：統計そうさ、千葉県統計年鑑
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（５）財政状況 

【歳入・歳出】 

平成 29 年度（2017 年度）の一般会計の歳入は、市税等の自主財源の割合が 36.2％、

地方交付税や国・県支出金、市債等の依存財源が 63.8％となっており、自主財源の割

合は低い状況が続いています。 

また、歳出では、人件費や扶助費、公債費等の義務的経費が 49.5％、投資的経費が

9.9％、その他の経費が 40.6％となっています。 

図表-10 歳入・歳出の構成（平成 29 年度（2017 年度）） 

 

 

 

 

 

図表-11 歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財政指標】 

財政の状況を示す財政指標を見ると、経常収支比率は平成 27 年度（2015 年度）に

86.0％まで改善しましたが、平成 28 年度（2016 年度）以降は上昇しています。また、

実質公債費比率についても年々改善していましたが、平成 29 年度（2017 年度）は上

昇しています。財政の強さを示す財政力指数は 0.48～0.49 で推移し、市債残高は平成

27 年度（2015 年度）まで増加が続いていましたが、平成 28 年度（2016 年度）からは

減少に転じています。 

図表-12 財政指標の推移 
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（６）地域資源 

【海と緑の豊かな自然】 

北部の美しい里山の緑や南部の九十九里海岸等、本市には豊かな自然が広がってい

ます。心和ませる美しい景観や、市の天然記念物に指定されている「安久山の大シイ

の木」等の巨木に出会える里山では、季節の美しい花々ともふれあうことができます。 

九十九里海岸ではサーフィンやバーベキュー、キャンプといった海辺のレジャーや

新鮮な魚介を楽しむことができ、初日の出スポットとしても人気があります。 

また、比較的自然災害が少ないことも特長です。 

 

【街並みや祭り、飯高檀林跡】 

古くは市場町として栄えた旧国道１２６号沿いに黒漆喰塗りの土蔵造り等の古い建

物が見られ、歴史を感じさせる街並みが残されています。また、八重垣神社祇園祭を

はじめとする地域に根ざした祭りや数多くの有形・無形の文化財があり、なかでも日

蓮宗最古・最大・最高の学問所であった飯高檀林跡は、深い森に包まれ、歴史の重み

を感じることができます。 

 

【農業と日本有数の植木のまち】 

農業が盛んな地域で、水稲を中心に施設野菜や露地野菜等の多様な農業が展開され

ています。特に「植木」の生産は本市農業の一翼を担い、「千葉県植木伝統樹芸士」や

「千葉県植木銘木 100 選」の大半を本市の職人・植木が占めていることに加え、市内

各所で手入れの行き届いた「造形木」や「マキ塀」が多く見られる等、「日本有数の植

木のまち」として知られています。 

また、都市と農村の総合交流ターミナルである「ふれあいパーク八日市場」は、本

市の豊かな自然ではぐくまれた新鮮な野菜や手作り加工品等の地元特産品が並び、多

くの市民や市外の人々に利用されています。 

 

【匝瑳市らしい暮らしと子育てしやすいまち】 

身近なところに豊かな自然や田園風景が広がり、新鮮な野菜・魚介を味わい、自然

の豊かさを享受することができる匝瑳市らしい暮らしは、心身を癒してくれます。 

子ども達は自然の中で自由に遊び、体験できる環境にあり、市では高校生世代まで

の子どもの医療費の無料化、子育て世代包括支援センターやつどいの広場の開設等、

子どもを地域全体の宝として支えていく取組を進めており、子育てしやすいまちとの

評価を得ています。 
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３ 匝瑳市の主要課題 

（１）住み続けられるまちづくり 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加していく中で、高齢者が地域で暮ら

し続けていけるよう、医療と介護の連携や関係機関との連携強化を図るとともに、生

活支援体制の充実・強化を行い、地域包括ケアシステム※の構築を推進する必要があり

ます。 

また、ライフスタイルの多様化等に伴い、子どもや子育てを取り巻く環境が変化し

ている現状を踏まえ、子育て世代のニーズを把握し、安心して子どもを産み、育てる

ことができる環境づくりを推進していく必要があります。 

さらに、平成 30 年（2018 年）７月に実施した「第２次匝瑳市総合計画策定のため

の市民意識調査（以下「市民意識調査」という。）」では、現在の医療体制に「不安を

感じる」との回答が８割を超えており、市民病院の機能強化及び救急医療体制の充実

等、安心できる医療体制が求められています。 

 

（２）地域産業の振興 

人口減少や少子高齢化に伴い、生産年齢人口が減少しており、特に基幹産業である

農業では、担い手の確保が課題となっています。 

産業のグローバル化や情報技術の革新等による産業構造の変化に伴い、事業所数・

従業者数の減少が進む等、本市を取り巻く社会経済状況は厳しさを増しています。 

このような状況に対し、自己の能力が発揮でき、自身の生活や価値観を大事にした

働きがいのある職場環境や、まちの資源を活かした地域産業の振興が求められていま

す。 

また、魅力と活力のあるまちづくりを推進していくためには、中心市街地の活性化

や道路網の整備、公共交通機関の利便性の向上を図り、さらには、観光業の活性化や

各種イベント等を通じて、地域内外の交流人口を増加させることも重要な課題です。 

 

（３）豊かな自然の保全と安心・安全の確保 

美しい里山の緑や九十九里海岸等、本市には豊かな自然が広がっています。市民意

識調査でも、自然環境保全活動への関心は高く、ごみの減量化・再資源化、産業廃棄

物不法投棄の監視のほか、生活排水の浄化や循環型社会を目指した環境にやさしい取

組を推進していく必要があります。 

また、快適で安全な生活を営むためには、公園や生活道路等の計画的な都市基盤の

整備を推進するとともに、増加傾向にある管理不全な空き家に対する対策が求められ

ています。 

さらに、近年の異常気象等による自然災害の甚大化や首都直下地震・南海トラフ地

震の切迫性が危惧され、安心・安全への関心は、さらに高まっています。防災や減災

に向けた対策や、交通事故の発生や複雑・多様化する悪質犯罪等、これらの危険から

市民を守る安心・安全な地域づくりが求められています。 
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（４）市民一人ひとりの能力の発揮 

次代を担う子ども達の「郷土を誇りに思う心」をはぐくみ、地域の中で伸び伸びと

成長する、また、人々が探究心や向上心を持ち続けることは活気あるまちづくりに欠

かすことはできません。 

そのためにも、年齢にかかわらず、それぞれの関心に合わせて、生涯にわたって主

体的に学び、その能力や技術を向上させることのできる環境づくりのほか、これまで

継承されてきた地域文化の一層の保存・継承等も、活気あるまちづくりにつながる取

組として必要です。また、男女が互いの人権を尊重し、あらゆる分野において自らの

個性と能力を十分に発揮できる社会の実現がこれまで以上に求められています。 

 

（５）市民協働と持続可能な行財政運営 

行政ニーズが多様化し、また、地域社会を取り巻く環境が変化する中で、地域の様々

な課題解決に向けて、市民との協働を円滑に進めるための仕組みづくりや、まちづく

りを担う人材及び組織の育成が求められています。 

人口減少により市税収入の伸びが見込めない等、今後、さらに厳しい財政状況が想

定されることから、的確な財政見通しと経営的な視点を持ち、今まで以上に歳入の確

保、経費の削減、事業の重点的・効率的な実施等を図る必要があります。 

また、市民の生活圏が拡大するにつれて、市域を越えた広域的な取組が一層重要に

なっています。このため、近隣自治体及び国・県との協力関係をより深めながら、共

通の課題や広域的な行政需要に取り組むことが大切です。 

 

（６）市民意識調査からの課題 

【人口減少を抑制する取組】 

人口減少を抑制する取組の強化については、市民意識調査においても「増加するよ

う努力すべき」との回答が 37.8％と最も高く、そのために注力すべき施策として「若

者の働く場の確保と雇用の創出」が 71.7％と最も高くなっています。 

市民の暮らしに元気と活力をもたらすのは地域産業であり、若者の働く場や雇用に

重点を置き、新たな価値を創造していく取組や仕組みづくりが求められています。 

また、千葉県総合計画では、「くらし満足度日本一」を掲げ、県内にずっと住み続け

たい県民の割合を、令和２年度（2020 年度）において 85％を超えることを目指してい

ます。市民意識調査では、定住意向は 74.6％であり、子育て支援対策のさらなる充実

等、若い世代が「匝瑳市に住みたい」「住んで良かった」「住み続けたい」と思えるよ

う、まちの魅力向上に取り組み、さらに定住意向を高めていく必要があります。 

 

【施策の満足度と重要度の関係】 

施策の満足度と重要度の関係を見ると、満足度が高く、かつ、重要度の高い施策は、

図表-13 の②に示されています。「健康・生きがいづくりの推進」「学校教育の充実」「安

心・安全な地域づくりの推進」「高齢者福祉の充実」「子育て・子育ち支援の充実」「障
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がい者福祉の充実」の施策について、引き続き推進が求められています。 

これに対し、重要度が高いにもかかわらず満足度の低い施策は図表-13 の④に示さ

れています。「医療体制の充実」「市街地の活性化と交通網の整備」「住環境の整備」「自

然環境の保護と循環型社会の形成」「広域行政の推進」の施策があげられます。 

市民病院の診療体制の充実と病院事業の安定した運営、まちの資源を最大限活かし

た魅力的な空間づくりとにぎわいのあるまちづくり、海と里山のある匝瑳の風土を肌

で感じられる環境づくり等の施策は、市民の満足度の向上につながるとともに、本市

の強みの発揮にもなることから、施策の拡充や事業手法の再検討を図る必要がありま

す。 
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図表-13 施策の満足度と重要度の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表-13 の見方】 

縦軸は満足度、横軸は重要度を示し、交点はそれぞれの平均である満足度-0.16、重

要度 0.98 となっています。 
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第１章 まちづくりの基本的視点 

まちづくりに対する基本的な考え方として、以下の４つの視点に立ったまちづくり

を推進していきます。 

 

 

視点１ 市民の暮らしを重視したまちづくり 

まちづくりの基本は、その主体である市民一人ひとりが幸せ・豊かさ・安らぎを実

感しながら暮らし続けることができる環境をつくることであり、そうした取組がまち

の持続的発展につながると考え、平和で安心・安全、心の豊かさと暮らしやすさを大

切に考えたまちづくりを進めます。 

 

視点２ 地域資源を活かしたまちづくり 

地域資源を最大限に活用し、産業の振興と雇用の場の確保を図ることが人口減少の

抑制や地域の活性化に効果的であると考え、特に若い世代が「匝瑳市に住みたい」、「住

み続けたい」と感じる魅力にあふれた活力あるまちづくりを進めます。 

 

視点３ 市民との協働によるまちづくり 

市民、地域活動団体、行政をはじめとする多様な主体が積極的にまちづくりに携わ

ることで、様々な活力がまちづくりに活かされ、行政だけでは対応が困難な課題を解

決に導いていくものと考え、これまで以上に連携を深め、互いの立場を尊重し合いな

がら、得意分野で力を出し合い、地域の特性を活かした協働によるまちづくりを進め

ます。 

 

視点４ 総合的施策によるまちづくり 

市民の暮らしは様々な要素によって形成されており、多面的な視点から分野横断的

に施策を組み合わせながら展開していくことが目標達成への近道であると考え、個々

の目的を見据えながら、総合的施策による効果的かつ効率的なまちづくりを進めます。 
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第２章 目指す将来像 

１ 将来都市像 

本基本構想では、本市のこれまでの歩みを踏まえつつ、さらなる飛躍を図るため、

まちづくりの方向性を示す将来都市像を次のように定めます。 

 

『海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち 匝瑳市』 

～匝
めぐ

り集う人々と瑳
あざ

やかな自然のあるふるさと～ 

 

※ 「匝」は、訓読みで「匝
めぐ

る」と読み、一巡りして帰るという意味があり、「瑳」は、訓読みで

「瑳
あざ

やか」あるいは「瑳
みが

く」と読み、あざやかで美しいという意味があります。 

本市は、先人から脈々と引き継がれてきた祭り等の伝統文化と歴史が地域に息づき、

里山等の豊かな自然に恵まれています。今後も、このすばらしい文化や自然と共生し

ながら、市民が快適に安心して暮らせる元気なまちづくりを進めるため、「匝瑳市総合

計画」の将来都市像を引き続きメインフレーズとします。 

そして、大きな課題である人口減少を最小限に抑え、持続可能な地域社会をつくる

ためには、匝瑳市に住みたい、いつまでも住み続けたい、関わりを持ちたいと思える

まちづくりを推進し、市内外から多くの人が集まり交流することに加え、多様な主体

が協働することによって、新たな活力を生み出すことが重要であることから、「～匝り

集う人々と瑳やかな自然のあるふるさと～」をサブフレーズとします。 

 

「海・みどり」は、雄大な太平洋、下総台地の広大な丘陵の緑、市街地を包み込む

田園風景、世界に誇ることができる「植木」をはじめとした基幹産業の農業、それら

が与える安らぎと恵みと誇りを表します。 

 

「ひと」は、地域で生まれ育った人、他地域から移り住んできた人、さらには地域

を離れた人、本市に関わるすべての人を表すとともに、日々の営みや生産活動、交流

（ふれあい）、そこから生まれる温もりを表します。 

 

「はぐくむ」は、さんさんとした陽光の中、海・みどり・ひとが一体となって豊か

な歴史・文化を融合・調和させながら、伝統産業と新しい産業を連携させて活性化を

図り、さらに、生活環境や福祉の充実を図る等、多彩な魅力をもつ「活力あるまち」

づくりを推進することを表します。 
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２ 人口の将来展望 

平成 27 年（2015 年）国勢調査において、本市の人口は 37,261 人となっています。 

「匝瑳市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の「匝瑳市人口ビジョン（平成 28 年（2016

年）３月策定）」の独自推計では、総合計画の目標年次となる令和 13 年（2031 年）の

直近の令和 12 年（2030 年）には 32,200 人と見込まれています。 

令和 12 年（2030 年）の年齢３区分別人口では、年少人口（15 歳未満）と生産年齢

人口（15 歳以上 65 歳未満）は減少し、老年人口（65 歳以上）は増加し、令和 12 年（2030

年）の高齢化率は 37％程度になることが想定されています。 

図表-14 人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年
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令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

総人口 39,814 37,261 35,886 33,992 32,200 30,475 28,703

0-14歳 4,632 4,114 3,704 3,523 3,510 3,550 3,605

15-64歳 24,177 21,180 19,782 18,147 16,651 15,371 13,850

65歳以上 10,952 11,873 12,400 12,322 12,039 11,554 11,248

年齢不詳 53 94
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注）平成22年（2010年）の総人口には年齢不詳53人、平成27年（2015年）の総人口には年齢不詳94人を含む。
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３ 土地利用の基本方針 

（１）土地利用の基本的な考え方 

土地利用においては、自然環境との共生、公共の福祉の優先、まちの安全性と快適

性、機能性の向上を基本とし、長期的展望に基づき、適正かつ合理的な土地利用に努

めることとします。 

 

（２）市域整備の方向性 

本市では、地理的な特性やまちづくりの展開の可能性から、市域に３つのゾーンと、

３つの軸を設け振興方策を定めます。 

ア ゾーンの整備方針 

市域を「市街地居住ゾーン」、「里山・歴史交流ゾーン」、「田園生産ゾーン」の３つ

のゾーンと位置づけ、存在する地域資源を活用したまちづくりを目指します。 

（ア）市街地居住ゾーン 

国道１２６号沿線に広がった用途地域内及び周辺の住宅地、野栄総合支所周辺の住

宅地、海岸沿いの住宅地を「市街地居住ゾーン」として、都市機能の集積や基盤整備

を進め、市民がいつまでも安心・安全に住み続けることができる、良好な市街地形成

を図ります。 

（イ）里山・歴史交流ゾーン 

里山の美しい自然と、飯高寺や飯高神社をはじめとする歴史的な文化遺産が多く点

在する北部の丘陵地帯を「里山・歴史交流ゾーン」として、里山の自然環境の保護を

図りつつ、人々の安らぎの場、交流の場としてその活用を図ります。 

（ウ）田園生産ゾーン 

九十九里平野に広がる田園と農村集落を「田園生産ゾーン」として、本市の基幹産

業である農業の発展のため、農地の集約化と優良農地の保全及び適正な管理を進め、

良好な農業生産環境の整備を図ります。 
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イ 軸の整備方針 

市域発展の中心軸として「都市活動軸」、「地域連携軸」、「海洋リゾート軸」の３つ

の軸を設け、広域的・地域的な連携交流を図ります。 

（ア）都市活動軸 

ＪＲ総武本線、国道１２６号、銚子連絡道路の計画路線、国道２９６号を「都市活

動軸」として位置づけ、周辺市町との経済・文化・観光等の連携を強化し、交流人口

の増大を図ります。 

（イ）地域連携軸 

九十九里海岸から野栄総合支所周辺、みどり平工業団地、ＪＲ八日市場駅周辺及び

飯高寺周辺までを南北に結ぶ、主要地方道八日市場野栄線、主要地方道佐原八日市場

線及び整備が進む南北連絡道路を「地域連携軸」として位置づけ、一体的な都市とし

ての発展を目指し、地域間の連携強化を図ります。 

（ウ）海洋リゾート軸 

九十九里海岸一帯を「海洋リゾート軸」として位置づけ、市内の歴史的観光資源や

スポーツ施設等との連携を進めます。また、海岸及び海浜景観の保全、観光と商業の

連携を促進し、海洋リゾート軸の形成を図ります。 

図表-15 市域の整備方針図 
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４ 基本目標 

本市の将来都市像を実現するための基本的な目標を以下のとおり定め、「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）」の基本理念を踏まえ、すべての人々が輝く、市民が主役のまち

づくりに取り組んでいきます。 

 

基本目標１：生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる 

（健康・福祉・医療・介護分野） 

すべての市民が健康で生きがいに満ち、元気で笑顔があふれるまちをつくります。

健康・福祉・医療・介護の各分野が連携しながら、地域全体で一人ひとりの状況に応

じたきめ細かな支援ができる環境づくりに努め、生涯にわたって健康や生きがいを感

じ、安心して暮らすことのできるまちづくりを推進します。 

また、温暖な気候や豊かな自然、充実した健康・福祉施設、元気な高齢者、地域の

連帯感等、本市の強みである地域資源を十分活用し、あたたかなふれあいと交流の中

で高齢者や障害者が安心して生活でき、地域で子どもを育てるまちづくりを進めます。 

 

基本目標２：活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる 

（産業・経済分野） 

活気に満ち、はつらつとしたまちづくりを進めるために、各種産業の生産・経営基

盤の強化支援を図ります。 

農林水産業と商工業、観光業の連携を促進しながら、それぞれの産業が個性ある地

域産業として育成・発展していくための支援の充実に努めるとともに、首都圏や海外

への好アクセス条件を活かした企業誘致等を図ります。 

また、魅力ある雇用・消費の場の創出と働きやすい職場環境を促進することで、労

働力の確保と消費活動の活性化につなげる等、女性や若者、高齢者をはじめすべての

市民がいきいきと労働や生産活動等に参加し続けることのできるまちづくりを進めま

す。 
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基本目標３：自然と共生し、快適で安全なまちをつくる 

（生活環境・都市建設分野） 

里山等の豊かな自然と共生し、かつ、快適で安全なまちをつくるために、ごみ処理

や生活排水のための基盤整備を継続的に推進するとともに、市民一人ひとりがリサイ

クル活動や不法投棄の防止等に積極的に取り組むための意識の醸成及び市民活動の支

援の充実を図ります。 

また、中心市街地の活性化や交通網の整備といった都市機能の強化及び都市基盤の

計画的な整備により、誰もが快適で暮らしやすく利便性の高い環境づくりを推進しま

す。 

災害や交通事故、犯罪等から市民の生命と財産、子ども達の安全を守るため、関係

機関の連携強化及び情報共有の促進、自主活動組織の活性化を図る等、地域ぐるみで

取り組むまちづくりを進めます。 

 

基本目標４：個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる 

（教育・交流・移住・定住分野） 

個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくるために、学校・地域・家庭がそれぞれの

役割の中で連携し合いながら、様々な交流や体験を通して子ども達の個性をはぐくむ

教育環境づくりに努めます。 

本市が持つ豊かな自然環境や活動拠点施設、経験豊かな地域の人材等を十分活用し

ながら、生涯を通じて学習する意欲の向上と機会の提供を図ります。 

また、地域の歴史や伝統文化の継承及び新たな文化の創造に向けた活動を積極的に

支援します。 

すべての市民が年齢や性別等にかかわらず、互いの個性と人権を尊重し、理解し合

い、その人の能力や意欲が十分発揮される環境づくりを進めます。 

移住・定住に対する支援の充実を図るとともに、国内外を問わず幅広い世代の交流

の促進による本市への人の流れをつくります。 

 

基本目標５：市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる 

（市民協働・行財政分野） 

市民が主役となるまちづくりを推進していくために、市民と行政が様々な媒体や機

会を通じて情報を共有し、一体となり共に考え、共に行動する体制を強化します。 

また、ボランティア活動の促進や地域活動団体への支援の充実等、市民一人ひとり

が地域活動に積極的に参加できるまちづくりを推進します。 

市の財政状況に応じた効果的かつ効率的な行財政運営を進めるとともに、職員の資

質向上、行財政改革、広域連携等を推進し、市民サービスの向上を図ります。 



28 

５ 施策の大綱 

 

基本目標１：生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる 

（健康・福祉・医療・介護分野） 

 

施策１－１ 健康づくりの推進 

市民一人ひとりが自らの健康状態を知り、健康づくりに取り組むことができるよう、

健康づくりに関する意識の向上と正しい知識の普及を推進します。 

また、生涯にわたって健康づくり活動が自主的に行われるよう、活動の支援体制の

充実を図り、すべての市民が自分に合った取組を実践し、心身ともに充実した暮らし

を営むことができる環境づくりを進めます。 

 

施策１－２ 高齢者支援の充実 

高齢者が地域でいきいきと元気に暮らしていくことができるよう、地域包括ケアシ

ステム※の構築や介護保険サービスの充実に努めるとともに、高齢者の自立支援、要介

護状態の軽減・悪化防止を図り、高齢者が安心して暮らせる環境づくりを推進します。 

また、高齢者が自らの体力や志向に応じて自主的に活動できる場や、これまで培っ

てきた技術、経験を活かすことのできる場の充実を図ります。 

 

施策１－３ 障害者支援の充実 

障害のある人が家庭や地域で自立した生活を送るために、専門的人材の確保・育成

を図りながら、障害者（児）への福祉サービス提供基盤の充実と就労の拡大を図りま

す。 

また、障害に対する正しい知識と理解を促す普及啓発や、様々な人との交流機会づ

くり等により障害のある人の社会参加を促進します。 

 

施策１－４ 子育て支援の充実 

子育て世代の経済的負担軽減を図り、すべての親が安心して子どもを産み育て、子

どもが健やかに成長できるまちづくりを推進します。地域全体に子育てに関する相互

支援の輪を広げ、共に助け合い、子育て家庭が気軽に集まり相談できる拠点の充実を

図ります。 

また、妊娠・出産・子育てに関する相談体制の充実を図る等、地域の関係機関による

切れ目のない支援を提供するとともに、ひとり親家庭への支援等の実施を図ります。さ

らに、子育て世代が仕事と家庭の両立を図れるよう環境づくりを推進します。 
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施策１－５ 医療体制の充実 

地域の中核病院である国保匝瑳市民病院について、医師や看護師等の医療従事者の

確保・育成、施設や設備の充実と質の向上を図ります。 

また、広域的な医療連携を図るとともに、身近な医療体制として在宅医療の充実、

病院と地域の開業医の連携促進及び救急医療体制を充実させ、市民がいつでも安心し

て医療が受けられる医療体制の強化を図ります。 

 

施策１－６ 地域福祉の推進 

民生委員・児童委員、地域包括支援センターと社会福祉協議会をはじめとした関係

機関等と連携し、地域福祉を推進するためのネットワークの強化を図るとともに、地

域福祉を支えるボランティア等の人材の確保・育成を推進します。 

また、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々な人々が交流できる機

会及び福祉教育の充実を図り、地域全体で支え合う意識の醸成と相互理解の促進に取

り組みます。 

 



30 

基本目標２：活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる 

（産業・経済分野） 

 

施策２－１ 農林水産業の活性化 

農林水産業の生産性の向上及び安定した経営基盤の確立に向け、生産基盤の整備や

経営規模の拡大、担い手となる経営体の育成及び新規就業者の確保に対する支援等を

進めます。 

首都圏に向けた供給地としての積極的なＰＲや地産地消※の推進、販路の拡大に努め

ます。特に、「日本有数の植木のまち」を内外にアピールするとともに、植木産業の発

展を推進します。 

また、環境にやさしい農林水産業の推進や都市住民との交流、農村環境の保全に市

民全体で取り組み、農林水産業の社会的役割の拡充と理解の促進を図ります。 

 

施策２－２ 商工業の活性化 

商工会や金融機関、各支援機関と連携を強化しながら、地元企業・商店の経営力強

化や設備投資、異業種間連携による新商品開発等、新たな事業展開に対する支援を図

ります。また、集客力のある特徴的な商店街の形成と活性化を進めます。 

成田空港に近接する優位性と銚子連絡道路の整備進展による利便性の向上等を活か

し、地域活性化に貢献する企業の誘致、雇用の場の創出を図ります。 

 

施策２－３ 観光の活性化 

地域の魅力ある観光資源を活用し、年間を通じた日帰り型観光を推進するとともに、

宿泊施設及び他産業との連携を強化し、海とみどりを活用した滞在型観光を促進します。 

また、八重垣神社祇園祭等多くの祭りや伝統行事、歴史的建造物、ふれあいパーク

八日市場、そうさ観光物産センター匝りの里等の地域の貴重な資源を最大限に利活用

し、都市住民との交流の活性化を図ります。 

 

施策２－４ 雇用・就労・消費者対策の充実 

ハローワーク等の関係機関と連携し、地域の魅力ある企業を市民やＵＩＪターン※

を考えている人に幅広く周知し、地域への就労を促進します。 

また、働く意欲のある高齢者、女性、さらには外国人材の就労機会の拡大に努めま

す。 

消費に対する正しい知識を身につけて、詐欺やトラブルに巻き込まれないように消

費生活相談等の支援を充実させます。 
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基本目標３：自然と共生し、快適で安全なまちをつくる 

（生活環境・都市建設分野） 

 

施策３－１ 自然環境の保護と循環型社会の形成 

自然環境の大切さや問題意識を市全体で共有しながら、ごみの減量化、再資源化に

向けた取組の推進と美化活動の促進、環境への負荷を抑制する処理体制の強化を図り

ます。 

また、廃棄物の不法投棄に対する監視体制の強化、公害の防止に向けた取組等を推

進します。 

 

施策３－２ 市街地の活性化と交通網の整備 

関係機関、団体、企業等と連携しながら、国道１２６号沿線に商業・業務施設の集

積促進と、都市計画マスタープランに基づく市街地の活性化を推進します。 

また、銚子連絡道路を核とした広域交通網及び市内幹線道路等の整備を計画的に推

進するとともに、これらのネットワーク化を図ります。 

公共交通機関の利便性の向上を図り、人々が行き交い、にぎわいのある都市の形成

を推進します。 

 

施策３－３ 住環境の整備 

公園や生活道路等の都市基盤の整備を推進するとともに、歴史的建造物及び豊かな

自然環境を保全し、利便性と安らぎを兼ね備えた快適な住環境づくりを進めます。 

また、誰もが安心・安全に暮らしていくことのできる公共空間及び居住空間の整備

を図るとともに、空き家対策を推進します。 

 

施策３－４ 安心・安全な地域づくりの推進 

地震、津波、豪雨等の自然災害等から市民の生命、身体及び財産を守るため、防災

体制の強化を図ります。必要な情報を的確に提供する情報伝達体制の充実及び急傾斜

地等の防災対策を推進します。 

また、犯罪のない安心・安全なまちづくりを進めるため、様々な機会を通じ防犯・交

通安全意識の向上を図り、市民、行政、警察等が連携して防犯・交通安全対策を進めて

いきます。 

 



32 

基本目標４：個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる 

（教育・交流・移住・定住分野） 

 

施策４－１ 学校教育の充実 

子ども達の学ぶ意欲を育て、「生きる力」としての「確かな学力」「豊かな心」「健や

かな体」を育成するとともに、「郷土を誇りに思う心」をはぐくみます。 

また、情報化・グローバル化に対応した教育、特色ある学校づくりと一人ひとりの

状況に応じたきめ細かな指導及び支援を図ります。 

家庭や地域との連携を強化するとともに、子ども達が安全で安心して学ぶことがで

きる環境づくりを推進します。 

 

施策４－２ 生涯学習・生涯スポーツの推進と青少年の健全育成 

市民のニーズを踏まえた多様な生涯学習・生涯スポーツ活動の機会を提供するとと

もに、その成果を適切に活かすことのできる環境の充実を図ります。 

また、青少年の健全育成に携わる活動組織の自主的な活動を支援するとともに、家

庭、学校、地域等と連携して青少年の健全育成を図ります。 

 

施策４－３ 地域文化の振興 

心の豊かさや暮らしに潤いをもたらす芸術文化にふれあう機会を提供するとともに、

各種団体による自主的な芸術文化活動を支援します。 

また、地域の歴史と風土に根ざした文化資源を地域文化の振興に活用しつつ後世に

伝えていくため、各種団体と連携しながら有形・無形の貴重な歴史文化遺産の保護・

活用に努めます。 

 

施策４－４ 男女共同参画の促進 

家庭、学校、地域等のあらゆる場において、男女がその個性と能力を十分に発揮す

ることができる地域社会の実現に向けた取組を推進します。 

また、男女が共に、仕事と家庭生活や地域活動を両立できるワーク・ライフ・バラ

ンス※の推進を図ります。 

 

施策４－５ 移住・定住及び多様な交流の促進 

豊かな自然と住み良い生活環境が広がる本市の良さを知ってもらい、魅力を感じて

もらえるよう、シティプロモーション活動を推進するとともに、移住・定住につなが

る支援や、きめ細かな情報の発信、相談体制の充実、多様な交流の促進を図ります。 
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基本目標５：市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる 

（市民協働・行財政分野） 

 

施策５－１ コミュニティの育成と市民との協働によるまちづくりの推進 

地域社会の連帯感のさらなる醸成と地域づくり活動の活性化を図るため、コミュニ

ティの育成や施設の整備、地域活動団体の活動支援の充実を図ります。 

また、市民、地域活動団体及び企業等の多様な主体が協働への理解を深め、積極的

にまちづくりに携わることができる環境づくりを進めます。 

 

施策５－２ 市民にわかりやすいまちづくりの推進 

効果的な手段により行政の有する情報を積極的に公開・発信するとともに、市民の

意見を聴く機会の充実を図り、市政の方向性や地域課題を市全体で共有して、市民に

わかりやすいまちづくりを推進します。 

 

施策５－３ 持続可能な行財政運営の推進 

行政を取り巻く社会経済環境が変化する中で、新たな行政課題に対応し、将来にわ

たって持続可能な行財政運営を図るため、行財政改革に取り組み、真に必要な公共サ

ービスを効果的かつ効率的に行う行財政運営を推進します。 

また、情報通信技術（ＩＣＴ※）を活用した電子自治体※を推進し、様々な分野で市

民サービスの向上に取り組みます。 

 

施策５－４ 広域行政の推進 

日常生活圏の拡大や経済活動の広域化に伴う様々な行政需要や課題に対し、近隣自

治体及び国・県と連携・協力しながら、その解決に向けて取り組みます。 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 前期基本計画 
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第１章 リーディングプランの位置づけ 

先例のない人口減少と少子化・超高齢化が進む現状は、本市を取り巻く環境を一段

と厳しいものにしています。 

このような状況に対応し、目指す将来都市像である「海・みどり・ひとがはぐくむ 

活力あるまち 匝瑳市 ～匝
めぐ

り集う人々と瑳
あざ

やかな自然のあるふるさと～」の実現に 

向けて、優先的に取り組むべき施策を「リーディングプラン」として設定し、「まち

づくりの基本的視点」を踏まえた分野横断的な取組による効果的な施策の推進を目指

します。 

加えて、「匝瑳市まち・ひと・しごと創生総合戦略」による地方創生に向けた取組

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち 匝瑳市 

～匝
めぐ

り集う人々と瑳
あざ

やかな自然のあるふるさと～ 

本市の主要課題 

１ 住み続けられるまちづくり ２ 地域産業の振興 ３ 豊かな自然の保全と安心・安全の確保 

４ 市民一人ひとりの能力の発揮 ５ 市民協働と持続可能な行財政運営 

６ 市民意識調査からの課題 

⑴ 人口減少を抑制する取組 

⑵ 市民病院の診療体制の充実と病院事業の安定した運営 

⑶ まちの資源を最大限活かした魅力的な空間づくりとにぎわいのあるまちづくり 

⑷ 海と里山のある匝瑳の風土を肌で感じられる環境づくり 

リリーーデディィンンググププラランン  

まちづくりの基本的視点 

 １ 市民の暮らしを重視 

 ２ 地域資源を活かす 

 ３ 市民との協働 

 ４ 総合的施策の展開 

【基本目標１】 

生きがいに満ち、 

笑顔があふれるまち 

（健康・福祉・医療・介護分野） 

【基本目標２】 

活気に満ち、 

はつらつとしたまち 

 （産業・経済分野） 
【基本目標３】 

自然と共生し、 

快適で安全なまち 

（生活環境・都市建設分野） 

【基本目標４】 

個性豊かに学び、 

人々が輝くまち 

（教育・交流・移住・定住分野） 

【基本目標５】   

市民と行政が協働し、 

市民が主役のまち 

（市民協働・行財政分野） 
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  子育てしやすい環境づくりと移住・定住促進プラン 

 

○若い世代が安心して結婚、妊娠、出産、子育てを行えるように、出会いの機会の提

供、経済的負担の軽減、相談体制の充実を図るとともに、多様な保育ニーズに対応

する等、切れ目のない支援を提供することにより、子どもを地域全体の宝として支

え、子育てしやすい環境づくりを推進します。 

○子ども達の望ましい学習環境を整え、情報化・グローバル化に対応した教育、特色

ある学校づくり等、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな指導及び支援を図ります。 

○子どもを犯罪等の被害から守るための活動や、子どもを交通事故から守るための交

通安全教育を推進し、安心・安全な環境づくりを進めます。 

○ハローワーク等の関係機関と連携し、地域の魅力ある企業を市民やＵＩＪターン※

を考えている人に幅広く周知し、地域への就労を促進します。また、雇用の場の確

保を図るため、企業誘致条例等を活用するとともに、空き店舗を活用した起業者の

支援に取り組みます。 

○豊かな自然と住み良い生活環境が広がる本市の良さを知ってもらい、魅力を感じて

もらえるよう、シティプロモーション活動を推進するとともに、空き家バンクや転

入者奨励金の充実を図る等、幅広い年代の移住を促進します。 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
プラン 

≪健康・福祉・医療・介護分野≫ 

○１-４-１ 子育て家庭への支援の充実 

○１-４-２ 地域全体で子育てを支える環境づくり 

○１-４-３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

○１-４-４ 母子の健康づくり支援の充実と 

       児童虐待の防止 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪産業・経済分野≫ 

○２-２-２ 企業立地の促進 

○２-２-３ 経営基盤の強化及び起業等に向けた 

       支援の充実 

○２-４-１ 雇用・就労支援の充実 

個性豊かに学び、人々が輝くまち 

≪教育・交流・移住・定住分野≫ 

○４-１-１ 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の 

       充実 

○４-１-２ きめ細かな指導体制と相談支援の充実 

○４-２-３ 青少年の健全育成 

○４-５-１ 移住・定住に対する支援の充実 

自然と共生し、快適で安全なまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 

○３-３-４ 子育てしやすい住環境の整備 

○３-４-３ 防犯体制の強化 

○３-４-４ 交通安全対策の充実 

生きがいに満ち、笑顔があふれるまち 
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  活気にあふれたにぎわい創出プラン 

 

○人口減少が進む中、まちの活気を維持するために「ひと」の交流と、「しごと」の

機会の拡充を図ります。 

○本市の基幹産業である農業を軸として、地産地消※の促進や６次産業化※、多様な地

元産品のブランド化を進め、異業種間連携による産業の振興を図ります。 

○サーフィンやバーベキュー、キャンプといった海辺のレジャーや新鮮な魚介を楽し

むことができる九十九里浜をはじめ、深い森に包まれ、歴史の重みを感じる飯高檀

林跡や各種文化財のほか、各地域に存在する観光資源を活かしたまちづくりを推進

します。また、それらの観光資源を散歩コースに組み込み、“散歩のまちづくり” 

の充実を図ります。さらに、「そうさ観光物産センター匝
めぐ

りの里」等を活用し、本 

市の認知度を高めるとともに、魅力ある観光情報をわかりやすく発信します。 

○市内外から気軽に訪れることができるよう、銚子連絡道路を核とした道路網の整備

を推進し、市内全域のネットワーク化を進めるほか、公共交通機関の利便性の向上

を図り、活気にあふれたにぎわいあるまちづくりを推進します。 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
プラン 

≪産業・経済分野≫ 

○２-１-１ 生産基盤の整備と経営体制の強化 ○２-３-１ 観光資源の整備と掘り起こし 

○２-１-２ 販路の拡大と消費者ニーズへの対応 ○２-３-２ 体験・交流プログラムの充実 

○２-１-４ 「日本有数の植木のまち」の推進 ○２-３-３ 効果的な観光情報の発信 

○２-２-１ 特色ある商店街の形成 ○２-４-１ 雇用・就労支援の充実 

○２-２-３ 経営基盤の強化及び起業等に向けた 

       支援の充実 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 

○３-２-１ 地域特性に応じた拠点の育成・整備 

○３-２-２ 幹線道路の整備 

○３-２-３ 公共交通機関の利便性の向上 

自然と共生し、快適で安全なまち 

≪教育・交流・移住・定住分野≫ 

○４-３-２ 歴史的建造物・文化財の保全とＰＲ 

個性豊かに学び、人々が輝くまち 
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  豊かな自然を守る環境保全推進プラン 

 

○市民の生活と密接に関係しながら形成されてきた水田や畑、里山の自然を守るため、

環境保全に向けた共同活動と先進的な営農活動を図ります。 

○侵食が進む九十九里海岸の環境保全のため、国・県等の関係機関への働きかけを行

います。 

○生活と歴史に密着したみどりの保全は、自然環境の保全としての観点はもちろん、

市の良好な風景を構成する要素として、また、うるおいのある快適環境の観点から

も重要です。市の特徴的な風景を活用した地域性あふれる景観づくりを行い、市民

が親しみを持てるまちづくりを推進します。また、環境美化の観点からごみのポイ

捨てや不法投棄がないようマナー・モラルの向上を図り、清潔で美しいまちづくり

を推進します。 

○歴史ある環境資源を次世代へ残していくため、ごみの発生抑制やリサイクルの推進、

再生可能エネルギーの普及等による自然や環境への負荷の少ない、質の高い循環型

社会を構築していきます。 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
プラン 

≪産業・経済分野≫ 

○２-１-５ 自然環境に配慮した農林水産業の推進 

○２-３-１ 観光資源の整備と掘り起こし 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 

○３-１-１ 循環型社会に向けた取組の推進 ○３-１-４ 環境教育・学習の推進 

○３-１-２ 環境汚染及び不法投棄の防止 ○３-３-２ 自然・文化と調和した住環境づくりの推進 

○３-１-３ 自然環境保護・環境美化活動の促進 

自然と共生し、快適で安全なまち 
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≪生活環境・都市建設分野≫ 

○３-３-１ 快適で安全な都市環境の整備 

○３-３-３ 安心して暮らせる住環境づくりの推進 

○３-４-１ 防災対策の充実 

○３-４-３ 防犯体制の強化 

自然と共生し、快適で安全なまち 

≪教育・交流・移住・定住分野≫ 

○４-１-４ 学校内外の安全の確保 

個性豊かに学び、人々が輝くまち 

  いざというときの安心・安全プラン 

 

○災害時における市民の迅速かつ安全な避難を促すため、ハザードマップ※等を活用し

た避難に関する情報の周知徹底と防災意識の向上に努めるとともに、災害発生時に

市民と行政との連携による、地域防災力の強化を図ります。 

○高齢者や障害者、子どもを地域ぐるみで守るために、関係機関との連携により、災

害時の援護体制や、虐待等の早期発見のための体制強化を図ります。 

○高齢者の総合相談や権利擁護、介護予防の支援等、地域包括支援センターの総合相

談業務の充実を図るとともに、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくことが

できる地域包括ケアシステム※の構築を推進します。 

○市民病院の医療従事者の確保及び診療機能拡充に努めるとともに、診療所や周辺中

核病院との機能分担と連携強化を図る等、安心できる医療体制の充実に努めます。 

○通学路等への防犯灯の設置を推進し、日常生活圏における安全性の向上を図ります。

また、通過交通の適正誘導や狭あい道路の解消、道路施設の適正な維持管理、さら

には低・未利用地の適正管理を通して、交通事故や犯罪の未然防止に努めます。 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
プラン 

≪健康・福祉・医療・介護分野≫ 

○１-２-１ 地域包括ケアシステムの充実 ○１-５-１ 匝瑳市民病院の機能強化と情報発信 

○１-２-５ 高齢者の虐待防止と権利擁護 ○１-５-３ 広域医療圏における連携強化 

○１-３-１ 生活支援サービスの充実 ○１-６-３ 避難行動要支援者の避難支援体制の 

○１-４-４ 母子の健康づくり支援の充実と        構築 

       児童虐待の防止 

生きがいに満ち、笑顔があふれるまち 
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  課題解決に取り組む「地域力」向上プラン 

 

○地域コミュニティの担い手として、町内会・自治会等、伝統的なコミュニティのほ

か、ボランティア・市民活動団体やＮＰＯ※法人等の自主的な活動の活性化を図り、

地域が一丸となって地域課題に取り組むネットワークの形成を推進します。 

○農林水産業、商工業、観光業の連携強化を図り、地域の持つ魅力と発展の可能性を

見出し、新しい商品の開発等、産業振興へとつなげていく体制づくりを推進します。 

○自主防災活動を支える人材の育成や、自主防災組織と地域の様々な団体との連携を

促進することにより地域防災力の強化を図ります。また、消防団及び消防組合の活

動支援の充実に努め、地域の消防・救急体制の強化を図ります。さらに、関係機関

と連携し、地域全体での防犯活動を促進します。 

○地域に開かれた学校を推進し、地域の人材や意見を学校教育の場に活用するととも

に、ＰＴＡ活動の活性化を図り、家庭・地域との連携体制の強化に努めます。 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
プラン 

≪健康・福祉・医療・介護分野≫ 

○１-６-４ 地域福祉活動の活性化 

生きがいに満ち、笑顔があふれるまち 

≪産業・経済分野≫ 

○２-１-１ 生産基盤の整備と経営体制の強化 

○２-２-３ 経営基盤の強化及び起業等に 

       向けた支援の充実 

活気に満ち、はつらつとしたまち 

≪生活環境・都市建設分野≫ 

○３-４-１ 防災対策の充実 

○３-４-２ 消防・救急体制の強化 

○３-４-３ 防犯体制の強化 

自然と共生し、 
快適で安全なまち 

≪教育・交流・移住・定住分野≫ 

○４-１-３ 家庭・地域との連携強化 

個性豊かに学び、 
人々が輝くまち 

≪市民協働・行財政分野≫ 

○５-１-１ 地域づくり活動の活性化支援 

○５-１-２ コミュニティの育成及び施設の整備・活用 

市民と行政が協働し、市民が主役のまち 
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  市民協働と持続可能な行財政運営プラン 

 

○地域で活動する様々な組織との連携を図り、市民、地域活動団体及び企業等の多様

な主体が積極的にまちづくり活動に参加する市民協働のまちづくりを推進します。 

○市政に関する情報をわかりやすく提供し、市民との情報の共有化を図るとともに、

市民誰もが市政に参加し、意見交換ができる場を充実させ、透明性の高い市政運営

を図ります。 

○第４次行政改革大綱に基づき、財政基盤強化のための自主財源等の確保に努めると

ともに、効率的かつ柔軟な行財政運営体制の強化、事務事業の見直しによる事業の

重点化・効率化、職員の資質向上等を図ることにより、持続可能な行財政運営を推

進します。 

○日常生活圏の拡大や経済活動の広域化に伴う様々な行政需要や課題に対し、近隣自

治体との連携・協力による適切かつ効果的な事業の推進を図ります。 

 

 

重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
プラン 

≪市民協働・行財政分野≫ 

○５-１-３ 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

○５-２-１ 市民に役立つ情報提供の推進 

○５-３-１ 歳入確保対策の推進 

○５-３-２ 事務事業の合理化・効率化と経費節減 

○５-３-３ 効率的かつ柔軟な運営体制の強化 

○５-３-４ 職員の資質向上の推進 

○５-４-１ 近隣自治体との連携強化 

市民と行政が協働し、市民が主役のまち 
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第２章 施策の体系 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる 

（健康・福祉・医療・介護分野） 

施策 1-1 健康づくりの推進 
1-1-1 健康意識の啓発と健康づくり活動の促進 

1-1-2 相談支援体制の充実 

1-1-3 予防医療の推進 

1-1-4 「食育」の推進 

施策 1-2 高齢者支援の充実 
1-2-1 地域包括ケアシステムの充実 

1-2-2 認知症対策の推進 

1-2-3 介護保険サービスの充実 

1-2-4 介護予防の推進 

1-2-5 高齢者の虐待防止と権利擁護 

1-2-6 活躍の場と生きがいの創出 

施策 1-3 障害者支援の充実 
1-3-1 生活支援サービスの充実 

1-3-2 広報・啓発の充実 

1-3-3 保健・医療との連携 

1-3-4 療育・教育体制の充実 

1-3-5 就労支援・社会参加の促進 

施策 1-4 子育て支援の充実 
1-4-1 子育て家庭への支援の充実 

1-4-2 地域全体で子育てを支える環境づくり 

1-4-3 ワーク・ライフ・バランスの推進 

1-4-4 母子の健康づくり支援の充実と児童虐待の防止 

施策 1-5 医療体制の充実 
1-5-1 匝瑳市民病院の機能強化と情報発信 

1-5-2 身近な医療体制の充実 

1-5-3 広域医療圏における連携強化 

基本目標２ 活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる 

（産業・経済分野） 

施策 1-6 地域福祉の推進 
1-6-1 福祉意識の醸成 

1-6-2 地域の福祉課題の把握と共有  

1-6-3 避難行動要支援者の避難支援体制の構築 

1-6-4 地域福祉活動の活性化  

1-6-5 低所得者等に対する支援の充実 

施策 2-1 農林水産業の活性化 
2-1-1 生産基盤の整備と経営体制の強化 

2-1-2 販路の拡大と消費者ニーズへの対応 

2-1-3 農業を通じた都市住民との交流促進 

2-1-4 「日本有数の植木のまち」の推進 

2-1-5 自然環境に配慮した農林水産業の推進 

施策 2-2 商工業の活性化 
2-2-1 特色ある商店街の形成 

2-2-2 企業立地の促進 

2-2-3 経営基盤の強化及び起業等に向けた支援の充実 

施策 2-3 観光の活性化 
2-3-1 観光資源の整備と掘り起こし 

2-3-2 体験・交流プログラムの充実 

2-3-3 効果的な観光情報の発信 

2-4-1 雇用・就労支援の充実 

2-4-2 安心・安全な消費生活支援 
施策 2-4 雇用・就労・消費者対策の充実 
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施策 3-2 市街地の活性化と交通網の整備 
3-2-1 地域特性に応じた拠点の育成・整備  

3-2-2 幹線道路の整備  

3-2-3 公共交通機関の利便性の向上 

施策 3-3 住環境の整備 
3-3-1 快適で安全な都市環境の整備 

3-3-2 自然・文化と調和した住環境づくりの推進  

3-3-3 安心して暮らせる住環境づくりの推進  

3-3-4 子育てしやすい住環境の整備 

施策 3-4 安心・安全な地域づくりの推進 
3-4-1 防災対策の充実 

3-4-2 消防・救急体制の強化 

3-4-3 防犯体制の強化 

3-4-4 交通安全対策の充実 

基本目標４ 個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる 

（教育・交流・移住・定住分野） 

施策 4-1 学校教育の充実 
4-1-1 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の充実 

4-1-2 きめ細かな指導体制と相談支援の充実 

4-1-3 家庭・地域との連携強化 

4-1-4 学校内外の安全の確保 

施策 4-2 生涯学習・生涯スポーツの推進と 

青少年の健全育成 

4-2-1 生涯学習の推進 

4-2-2 生涯スポーツの振興  

4-2-3 青少年の健全育成 

施策 4-3 地域文化の振興 
4-3-1 芸術文化にふれあう機会の充実 

4-3-2 歴史的建造物・文化財の保全とＰＲ  

4-3-3 伝統文化の継承促進 

施策 4-4 男女共同参画の促進 
4-4-1 男女共同参画意識の醸成と推進体制の充実 

4-4-2 誰もが能力を発揮できる地域社会づくりの推進 

基本目標３ 自然と共生し、快適で安全なまちをつくる 

（生活環境・都市建設分野） 

施策 3-1 自然環境の保護と循環型社会の形成 
3-1-1 循環型社会に向けた取組の推進 

3-1-2 環境汚染及び不法投棄の防止  

3-1-3 自然環境保護・環境美化活動の促進 

3-1-4 環境教育・学習の推進 

施策 4-5 移住・定住及び多様な交流の促進 
4-5-1 移住・定住に対する支援の充実 

4-5-2 多様な交流の促進  

基本目標５ 市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる 

（市民協働・行財政分野） 

施策 5-1 コミュニティの育成と 

市民との協働によるまちづくりの推進 

5-1-1 地域づくり活動の活性化支援 

5-1-2 コミュニティの育成及び施設の整備・活用 

5-1-3 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

施策 5-3 持続可能な行財政運営の推進 
5-3-1 歳入確保対策の推進 

5-3-2 事務事業の合理化・効率化と経費節減 

5-3-3 効率的かつ柔軟な運営体制の強化 

5-3-4 職員の資質向上の推進 

5-3-5 電子自治体の推進 

施策 5-4 広域行政の推進 
5-4-1 近隣自治体との連携強化 

5-4-2 国・県との連携強化 

施策 5-2 市民にわかりやすいまちづくりの推進 
5-2-1 市民に役立つ情報提供の推進 

5-2-2 議会の活性化 
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基本目標１ 生きがいに満ち、笑顔があふれるまちをつくる 

     （健康・福祉・医療・介護分野） 
 

施策１－１ 健康づくりの推進 
 

 

市民一人ひとりが自らの健康状態を知り、健康づくりに取り組むことができるよう、

健康づくりに関する意識の向上と正しい知識の普及を推進します。 

また、生涯にわたって健康づくり活動が自主的に行われるよう、活動の支援体制の

充実を図り、すべての市民が自分に合った取組を実践し、心身ともに充実した暮らし

を営むことができる環境づくりを進めます。 

 

 

 

悪性新生物（がん)・心疾患・脳血管疾患等、生活習慣に起因する疾患が死因の多く

を占めています。このため、生活習慣病の予防と改善を中心とした健康増進、発症予

防等、個人の健康づくりの支援に努めています。 

市民意識調査では､「健康である」と感じている市民は８割を超えていますが、市民

一人ひとりが自己の健康状態を把握し、疾病の早期発見、早期治療に結びつけていく

ことが必要です。 

また、できるだけ長く心身ともに健康で暮らすことができるよう、若年期からの正

しい生活習慣の習得と社会的ストレスの軽減に取り組んでいくことが必要です。 

 

 

図表-16 主な死因別死亡数の推移    図表-17 健康的な生活を送れていると感じている市民の割合 
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施策の大綱 
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1-1-1 健康意識の啓発と健康づくり活動の促進 

 取 組 方 針  

健康に関する正しい知識の普及と健康に対する意識啓発を図ることで、市民一人ひ

とりが自分の健康に関心を持ち、健康づくり活動に取り組めるよう支援を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

健康教育・健康教室

の充実 

市民が健康に対する正しい知識を習得できるよ

う、ライフステージに応じた健康教育・健康教室

の充実に努めます。特に健康教育の講座を市民に

周知し、様々な団体に出向いて実施することによ

り、知識の普及と健康づくりの取組を支援します。 

健康管理課 

健康づくり啓発事業

の充実 

健康意識の醸成を図るため、医療機関や関係団体

等と連携しながら、健康づくりに関する啓発事業

の充実に努めます。 

健康管理課 

心の健康づくりの推

進 

心の病気に関する情報や自殺予防に関する情報提

供に努めるとともに、相談窓口の周知や専門機関

につなげる体制を整備します。 

福祉課 

健康管理課 

地区組織の育成 

地域の健康づくり活動を担う団体やボランティア

等に対し、研修機会の充実を図るとともに、団体

やボランティア等、相互のネットワークの強化を

図り、健康づくり意識の啓発に努めます。 

健康管理課 

高齢者支援課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

健康教育・教室参加人数 
5,193 人／年 
※平成 30 年度末 

5,200 人／年 

団体やボランティア等への研修会開催回数 
14 回／年 

※平成 30 年度末 
18 回／年 

健康的な生活を送れていると感じている市民の割合 
81.1％ 

※平成 30 年 7 月 

 

 
 

 

1-1-2 相談支援体制の充実 

 取 組 方 針  

専門的な相談支援に応じることができる体制の強化を図り、市民が継続的に健康づ

くりに取り組めるように支援します。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

職員の専門知識の向

上 

健康相談、訪問指導、各種健康診査等において質

の高い相談支援を行うため、職能別の研修等によ

る職員の専門知識の向上に努めます。 

健康管理課 

個別支援体制の充実 
専門的人材を確保し、個別支援・相談に応じるこ

とのできる体制の強化に努めます。 

健康管理課 

総務課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

健康相談利用人数（成人・母子） 
成人  848 人／年 
母子1,686人／年 

※平成 30 年度末 

成人1,000人／年 
母子1,800人／年 

 
 

 

1-1-3 予防医療の推進 

 取 組 方 針  

健康診査・各種検診や保健指導の充実を図り、生活習慣病や感染症等の疾病の早期

発見・早期治療の促進と疾病の予防に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

受診しやすい健康診

査・検診の実施 

疾病の早期発見・早期治療を推進するため、より

効果的で、市民のニーズに応じた受診しやすい各

種健康診査・検診の実施に努めます。 

健康管理課 

市民課 

受診勧奨の推進 

特定健診、がん検診の受診率向上のため、節目健

診及び未受診者への個別通知、受診勧奨チラシの

配布等を実施します。 

健康管理課 

市民課 

きめ細かな事後指導

の推進 

通知等により利用者増加を図りながら、自己管理

の必要性に対する認識の向上を図り、個別性を重

視したきめ細かな事後指導を推進します。 

健康管理課 

効果の高い保健指導

の実施 

国保データベースシステムによる、医療費・疾病

構造等の分析を行い、状態に応じた効果の高い保

健指導を実施します。 

健康管理課 

市民課 

生活習慣の改善に向

けた取組の推進 

生活習慣病の予防を図るため、食習慣、運動習慣

等の改善に向けた取組が実践できるような教室を

開催するとともに、対象者の参加促進を図ります。 

健康管理課 

 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

感染症予防の推進 

感染症を予防するため、予防接種の促進を図ると

ともに、各種感染症に関する情報提供の充実に努

めます。 

健康管理課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

メタボリックシンドローム※出現率 
19.3％ 

※平成 30 年度末 
14.0％ 

がん検診受診率 
12.6～46.8％ 
※平成 30 年度末 

50.0％ 

特定健康診査※受診率 
39.8％ 

※平成 30 年度末 
60.0％ 

麻疹・風疹（ＭＲ）のワクチン※接種率 
96.3％ 

※平成 30 年度末 
95.0％以上 

の維持 

 
 

 

1-1-4 「食育」の推進 

 取 組 方 針  

食の大切さを理解し、正しい食習慣の実践へ向けた継続的な啓発や情報提供、各種

体験教室等を実施します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

家庭における食育の

推進 

食の大切さや学校給食の役割、家庭での食事の重

要性等についての啓発に努め、家庭における食育

の推進を図ります。 

学校教育課 

健康管理課 

産業振興課 

正しい生活リズムや

バランスのとれた

「食」の推進 

市民一人ひとりが健全な食生活を実践するため、

食生活指針に基づいた食事バランスガイド等によ

り、食生活の乱れを防ぎ、正しく食べることがで

きるよう支援します。 

健康管理課 

産業振興課 

健康管理のための

「食」の推進 

「食」と「健康」が密接な関係にあることを周知

するとともに、生活習慣病等を予防するため、「食」

から始める健康が実践できるよう取り組みます。 

健康管理課 

産業振興課 

食品の安全性や栄養

に関する情報の提供 

様々な媒体を通じて、食品の安全性や栄養に関す

る情報提供を行います。また、即時性の高い情報

についても対応できるよう環境を整備します。 

健康管理課 

産業振興課 

学校教育課 

 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

食育推進のための人

材の活用と育成 

様々な機会において、食育の推進が計画的かつ効

果的に図られるようにするため、保健推進員や食

育ボランティア等、食育にかかわる人材の育成を

支援します。 

健康管理課 

産業振興課 

体験を通じた食育の

推進 

食に関する体験教室等を推進するとともに、家庭

教育学級による親子料理教室を通じて、食育に対

する意識の醸成に努めます。 

産業振興課 

生涯学習課 

健康管理課 

飲食店等の事業者と

の連携による食育の

促進 

商工会や飲食店組合等と連携し、飲食店やスーパ

ー等の事業者による地産地消※や食と健康知識の

普及等の取組を促進します。 

産業振興課 

健康管理課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

食べ残しや廃棄を減らす努力をしている市民の割合 
42.3％ 

※平成 28 年 7 月 
50.0％ 

自分の食事が栄養バランスに偏りがあると不安に思っ
ている市民の割合 

30.5％ 
※平成 28 年 7 月 
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施策１－２ 高齢者支援の充実 
 

 

 高齢者が地域でいきいきと元気に暮らしていくことができるよう、地域包括ケアシ

ステム※の構築や介護保険サービスの充実に努めるとともに、高齢者の自立支援、要介

護状態の軽減・悪化防止を図り、高齢者が安心して暮らせる環境づくりを推進します。 

また、高齢者が自らの体力や志向に応じて自主的に活動できる場や、これまで培っ

てきた技術、経験を活かすことのできる場の充実を図ります。 

 

 

 

要介護・要支援認定者数が年々増加していく中、高齢者の自立した暮らしを維持す

るためには、要介護状態への移行や重度化を防ぐための介護予防の取組が重要です。 

また、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加していく中で、高齢者が住み

慣れた地域で暮らし続けていけるよう、医療と介護の連携や関係機関との連携強化を

図るとともに、生活支援体制の整備等を行い、地域包括ケアシステム※の構築を推進す

る必要があります。 

一方で、「元気に歳を重ねていく」ための支援を充実させていくことが重要であり、

高齢者が持つ豊富な知識や培われてきた技能を発揮することのできるまちづくりを進

めていくことが必要です。 

 

 

 

図表-18 要介護・要支援認定者数の推移 
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1-2-1 地域包括ケアシステムの充実 

 取 組 方 針  

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支

援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム※）の構築を推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

総合相談の周知・啓

発 

地域包括支援センター及び在宅介護支援センター

において実施している高齢者や介護家族に対する

総合的な相談の周知・啓発に努めます。 

高齢者支援課 

関係機関との連携強

化 

地域包括ケアシステム※の構築へ向け、医療、介護、

介護予防等の支援が包括的に提供できるよう、関

係機関との連携強化を図ります。 

高齢者支援課 

一人暮らし高齢者の

見守りネットワーク

の充実 

急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応がと

れるよう、地域交流による見守り活動と緊急通報

装置の利用を推進するとともに、定期的に高齢者

と関わりを持つ民間事業者と連携して、高齢者の

見守りネットワークの充実を図ります。 

高齢者支援課 

家族介護者に対する

支援の充実 

高齢者を介護している家族に対し、正しい介護技

術の普及と身体的、精神的負担の軽減を図ります。 
高齢者支援課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

地域包括支援センターにおける相談件数 
1,559 件／年 
※平成 30 年度末 

1,700 件／年 

緊急通報装置貸与件数 
105 件 

※平成 30 年度末 
132 件 

 
 

 

1-2-2 認知症対策の推進 

 取 組 方 針  

認知症になっても地域で安心して暮らしていけるように、正しい知識の普及啓発を

図る等、認知症の人を地域全体で支えることができる体制を整えていきます。 

 

 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

認知症地域支援体制

の構築 

認知症の人に対応したサービスの充実や認知症地

域支援推進員※等の専門性の高い人材の確保と併

せ、認知症に対する正しい知識や対処方法の習得

支援等、認知症の人とその家族が安心して暮らせ

る地域づくりを推進します。 

高齢者支援課 

関係機関等の連携の

推進 

認知症の人の状態に応じた適切なサービスが提供

されるよう認知症疾患医療センター等の認知症専

門医療機関、地域包括支援センター、介護サービ

ス従業者、認知症サポーター等の地域において認

知症の人を支援する関係者の連携を図ります。 

高齢者支援課 

認知症初期集中支援

チームによる支援 

認知症初期集中支援チームによる認知症の人やそ

の家族に対する認知症初期段階の包括的かつ集中

的な支援を行っていきます。また、認知症初期集

中支援チーム検討委員会において、チームの活動

状況及び認知症施策の検討を行っていきます。 

高齢者支援課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

認知症サポーター登録者数 
3,834 人 

※平成 30 年度末 
5,300 人 

認知症地域支援推進員※配置人数 
5 人 

※平成 30 年度末 
7 人 

 

 
 

 

1-2-3 介護保険サービスの充実 

 取 組 方 針  

利用者のきめ細かなニーズに対応できるよう、サービス提供体制の確保及び質の向

上を図り、安心してサービスが利用できる体制と仕組みづくりを推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

介護支援専門員への

サポートの充実 

介護支援専門員の資質を高めるための取組の充実

を図るとともに、相談・指導及び困難事例に対す

る助言等を行います。また、事例検討会や介護保

険事業者連絡会における研修会を開催し、情報交

換や技術・知識の習得の場を設定する等の支援を

行い、地域の実情に合ったケアマネジメント※がで

きる環境の構築を図ります。 

高齢者支援課 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

サービス提供基盤の

充実 

需要の高まりに応じた介護保険サービス基盤の強

化に努めるとともに、サービスの質を高めるため

の支援の充実を図ります。 

高齢者支援課 

介護人材の確保 
介護支援専門員や介護福祉士等の介護に関する専

門的人材の養成及び資質の向上に努めます。 
高齢者支援課 

介護保険サービスの

利用促進 

社会福祉法人に対し利用者負担軽減制度事業の実

施を促進し、低所得者で生計が困難な人の介護保

険サービスの利用を促進します。 

高齢者支援課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

介護職員初任者研修受講費用助成金交付者数 
1 人 

※平成 30 年度末 
41 人 

 
 

 

1-2-4 介護予防の推進 

 取 組 方 針  

地域の実情に応じて、市民等を含めた多様な主体と連携しながら、介護予防の取組

を推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

介護予防・生活支援

サービス事業の充実 

既存のサービスに加えて、ＮＰＯ※法人、民間企業、

ボランティア等、地域の多様な主体による高齢者

の生きがい対策や介護予防を支援し、高齢者の互

助・自立を促します。 

高齢者支援課 

一般介護予防事業の

充実 

介護予防のため「いきいき百歳体操」の普及を図

る等、市民主体の通いの場を充実させ、人と人と

のつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に

拡大していくような地域づくりを推進します。 

高齢者支援課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

多様な主体による介護予防・生活支援サービスの実施 
未実施 

※平成 30 年度末 
実施 

いきいき百歳体操の参加者数 
340 人 

※平成 30 年度末 
1,000 人 

施策の展開 
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1-2-5 高齢者の虐待防止と権利擁護 

 取 組 方 針  

高齢者虐待の理解促進と関係機関との連携強化により、虐待の防止及び早期発見と

適切な対応に努めます。また、成年後見制度※に関する相談・情報提供の充実を図り、

利用促進を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

高齢者虐待防止のた

めの意識啓発とネッ

トワークづくり 

高齢者虐待に対する正しい知識の普及や理解を深

める取組を推進するとともに関係機関とのネット

ワークを構築し、虐待の防止及び早期発見・対応

につなげます。 

高齢者支援課 

成年後見制度※の周

知と利用促進 

権利擁護に関する相談窓口の充実に努めるととも

に、成年後見制度※の周知及び利用促進を図ります。 

高齢者支援課 

福祉課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

高齢者虐待防止ネットワークの構築 
未構築 

※平成 30 年度末 
構築 

成年後見制度※相談件数 
27 件／年 

※平成 30 年度末 
35 件／年 

 
 

 

1-2-6 活躍の場と生きがいの創出 

 取 組 方 針  

これまで培われた経験や知識を活かしながら、生きがいを持って生活ができるよう、

多くの人との交流機会や就業機会の確保等、社会参加への支援を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

シルバー人材センタ

ーの運営支援 

登録者数の増加や新たな需要開拓等、シルバー人材

センターの運営支援を行い、長年培ってきた経験や

知識、技術を活かす就業機会の確保に努めます。 

産業振興課 

シニアクラブ活動の

支援 

シニアクラブへの活動の場の提供や活動費の助

成、活動の幅を広げるための情報提供を行うとと

もに、新規加入の支援を図ります。 

高齢者支援課 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

興味や意欲に応じた

学習の場の充実 

高齢者が興味や意欲に応じて学習することができ

る機会の充実を図るとともに、市が開催する講座

等への参加促進を図ります。 

生涯学習課 

高齢者の知識や能力

を発揮する場の充実 

これまでの経験や生涯学習等で得た知識や技術を

地域活動に還元する取組の充実に努めます。 

高齢者支援課 

生涯学習課 

高齢者の集いの場づ

くりの支援 

地域と連携・協力しながら「いきいき百歳体操」

等を通して、高齢者が気軽に集うことができる集

いの場づくりを支援するとともに、地域での自主

的な交流活動を支援します。 

高齢者支援課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

シルバー人材センター受注件数  
2,558 件／年 
※平成 30 年度末 

2,600 件／年 

寿大学講座（公民館・生涯学習センター）参加者数  
1,559 人／年 
※平成 30 年度末 

1,700 人／年 
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施策１－３ 障害者支援の充実 
 

 

障害のある人が家庭や地域で自立した生活を送るために、専門的人材の確保・育成

を図りながら、障害者（児）への福祉サービス提供基盤の充実と就労の拡大を図りま

す。 

また、障害に対する正しい知識と理解を促す普及啓発や、様々な人との交流機会づ

くり等により障害のある人の社会参加を促進します。 

 

 

 

障害者自身や家族の高齢化が進み、発達障害等への対応の充実等、障害福祉へのニ

ーズはますます多様化しているため、障害者施策のさらなる充実を図ることが求めら

れています。 

自立した日常生活や社会生活が営めるよう支援を行うとともに、「障害者総合支援

法」や「障害者差別解消法」の理念に基づき、障害の有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図っていく必要

があります。 

 

 

 

図表-19 障害者手帳所持者数等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,653 1,757 

1,320 1,288 1,271 

254 
264 

269 275 286 

167 
168 

179 193 213 

304 303 
316 314 

272 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成25年度

（2013年）

平成26年度

（2014年）

平成27年度

（2015年）

平成28年度

（2016年）

平成29年度

（2017年）

人

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

身体障害者手帳

資料：市福祉課注：平成27年度から身体障害者手帳の算出方法が変更。

難病患者
人

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 



58 

 

 

1-3-1 生活支援サービスの充実 

 取 組 方 針  

サービス実施事業者や相談支援事業者の充実を図り、一人ひとりの状況やニーズに

応じた多面的なサービスを受けることができる体制を強化することで、生活の質の向

上を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

サービス提供事業者

の確保と質の向上 

障害の特性に応じたきめ細かなサービス提供を図

るため、サービス提供事業者との連携を強化し、

限られた社会資源の中で必要なサービスの確保及

び質の向上に努めます。 

福祉課 

地域生活支援事業の

周知 

移動支援事業や日中一時支援事業等、地域生活を

支える地域生活支援事業のさらなる周知と利用促

進を図ります。 

福祉課 

地域活動支援センタ

ーの充実 

いきいきと過ごすことのできる活動の場として、

地域活動支援センターの受入体制の強化に努めま

す。 

福祉課 

生活の場の確保 

入所施設及びグループホームの充実を図り、安心

して暮らすことのできる生活の場の確保を図りま

す。 

福祉課 

相談支援体制の充実

と周知 

相談窓口や相談支援事業者の充実と周知を図ると

ともに、各種団体で構成している障害者自立支援

協議会の活動の充実を図ります。 

福祉課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

地域活動支援センター事業所数・利用者数 
3 か所・45 人／年 
※平成 30 年度末 

3 か所・49 人／年 

施設から地域へ生活の場を移行する人数 
1 人 

※平成 30 年度末 
6 人 

 
 

 

1-3-2 広報・啓発の充実 

 取 組 方 針  

すべての市民がお互いに尊重し、障害に対する理解を深めていくことができるよう、

家庭や地域、学校、職場等のあらゆる場や機会を通じた啓発活動を推進します。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

福祉意識の高揚と正

しい知識の普及 

広報紙やパンフレット、ホームページ等のほか、

積極的にイベント等に参加し、福祉意識の高揚や

障害に対する正しい知識の普及を図ります。 

福祉課 

交流機会の充実 

「障害者週間」をはじめ、様々な機会において障

害のある人もない人も一緒に参加できるイベント

の開催を支援し、障害者自立支援協議会の活動の

ＰＲに努めます。 

福祉課 

福祉教育の推進 
学校教育において、ボランティア体験をはじめ障

害に対する理解を深める取組を推進します。 

福祉課 

学校教育課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

啓発記事掲載回数 
2 回／年 

※平成 30 年度末 
3 回／年 

 
 

 

1-3-3 保健・医療との連携 

 取 組 方 針  

関係機関と連携し、疾病等の早期発見に努めるとともに、ライフステージや心身の

状況に応じた医療やリハビリテーションの的確な提供に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

疾病等の早期発見の

促進 

関係機関と連携をしながら、疾病の早期発見に向

けた取組を推進します。また、発達支援について

は、個別相談の充実と匝瑳市マザーズホーム等と

の連携を促進します。 

健康管理課 

福祉課 

各種医療制度等の周

知 

誰もが適切な医療が受けられるよう、医療に対す

る各種助成制度の充実及び周知の徹底を図りま

す。 

健康管理課 

市民病院 

福祉課 

リハビリテーション

の充実 

障害者の健康の維持・回復に向け、ライフステー

ジや心身の状況に応じたリハビリテーションの充

実を図ります。 

福祉課 

 

施策の展開 
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 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

自立訓練（機能訓練）利用者数 
2 人 

※平成 30 年度末 
5 人 

 
 

 

1-3-4 療育・教育体制の充実 

 取 組 方 針  

障害のある人に対して家庭や地域が理解と認識を深めるとともに、福祉、医療、保

健、教育の各分野が連携し、一人ひとりの個性や可能性を伸ばす療育・教育の推進を

図ります。また、障害の発見から相談・指導・支援に至るまでの一貫した療育・教育

を行うための相談支援体制の充実に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

療育施設の充実 

障害児の健全な成長を促進するための施設・体制

の充実に努め、保護者等に対する助言・指導等、

家庭への支援の充実を図ります。 

福祉課 

障害児保育の充実 

障害児を受け入れる保育所を支援し、健常児との

集団保育を通じて、障害児の健全な成長と健常児

の障害に対する理解促進を図ります。 

福祉課 

特別支援教育※の充

実 

通常の学級において、すべての児童生徒に対して、

一人ひとりの教育的ニーズに合った適切な教育的

支援（インクルーシブ教育※）を図るとともに、障

害のある児童生徒に対する合理的配慮の適切な提

供を行います。 

学校教育課 

相談支援の推進 

出生からの成育等を記録したライフサポートファ

イル※を活用し、障害の早期発見・早期療育から学

校教育、進路指導に至るまでの一貫した相談支援

を推進するとともに、関係機関との情報交換を進

めます。 

福祉課 

学校教育課 

家庭への相談支援の

充実 

関係機関と連携しながら、保護者等の関係者に対

して助言・指導を行う等、家庭への支援の充実を

図ります。 

福祉課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

匝瑳市マザーズホーム利用者（契約人数） 
45 人／年 

※平成 30 年度末 
60 人／年 

施策の展開 
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指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

障害児保育実施か所数（助成か所数） 
12 か所（0か所） 
※平成 30 年度末 

12 か所（8か所） 

ライフサポートファイル※配布件数 
133 件 

※平成 30 年度末 
200 件 

 
 

 

1-3-5 就労支援・社会参加の促進 

 取 組 方 針  

それぞれの障害の状況や能力、意欲に応じ、雇用・就労に向けた支援と経済的な支

援の充実を図るとともに、幅広い地域社会活動への参加を促す環境整備を推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

雇用機会の拡大と定

着支援 

関係機関との連携・協力のもと、各種制度の活用

を促進しながら、雇用機会の拡大を図るとともに、

就労後の定着に向けた指導を行います。 

福祉課 

福祉的就労の場の充

実 

一般雇用が困難な障害者の就労の場を確保するた

め障害福祉サービスによる就労支援の充実を図る

とともに、就労支援事業所や地域活動支援センタ

ーの充実を図ります。また、一般就労へ向けた支

援の提供や工賃の向上等、さらなる利用者ニーズ

を充足できる体制づくりを目指します。 

福祉課 

障害者が気軽に参加

できる活動の支援 

各種文化活動等、障害のある人もない人も共に活

動できる地域活動の構築を図ります。 

福祉課 

生涯学習課 

障害者スポーツの推

進 

障害者スポーツ大会やレクリエーション活動等へ

の参加を支援します。 

福祉課 

生涯学習課 

移動支援及び意思疎

通支援の充実 

障害者の社会参加を促進するため、移動支援及び

意思疎通支援の充実を図り、事業の周知を徹底し

ます。 

福祉課 

割引制度・各種手当

等の周知 

公共交通機関や各種施設等が行う割引制度や各種

手当の周知を徹底します。 
福祉課 

生活環境の整備 
公共施設や公共交通機関をはじめ、様々な場にお

いてバリアフリー※化を推進します。 
関係各課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

移動支援事業利用者数 
30 人／年 

※平成 30 年度末 
35 人／年 

施策の展開 
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指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

意思疎通支援事業利用者数 
5 人／年 

※平成 30 年度末 
9 人／年 

福祉的就労から一般就労に移行する人数 
5 人 

※平成 30 年度末 
10 人 
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施策１－４ 子育て支援の充実 
 

 

 子育て世代の経済的負担軽減を図り、すべての親が安心して子どもを産み育て、子

どもが健やかに成長できるまちづくりを推進します。地域全体に子育てに関する相互

支援の輪を広げ、共に助け合い、子育て家庭が気軽に集まり相談できる拠点の充実を

図ります。 

また、妊娠・出産・子育てに関する相談体制の充実を図る等、地域の関係機関によ

る切れ目のない支援を提供するとともに、ひとり親家庭への支援等の実施を図ります。

さらに、子育て世代が仕事と家庭の両立を図れるよう環境づくりを推進します。 

 

 

 

共働き家庭の増加、女性就労者の就労形態の変化に伴い、多様な保育ニーズが高ま

っています。また、出産・子育てに係る経済支援の充実や、放課後児童クラブ等の充

実を図る等の子どもの居場所の確保を求める声が挙がっています。 

市民意識調査の結果をみると、平成 27 年（2015 年）の調査結果と比べて子育てし

やすい環境であると感じる人の割合はやや増加し、妊産婦や未就学児がいる世帯では、

全体に比べてその割合が高くなっています。若者に定住してもらうためにも、引き続

き子育て不安の解消や孤立を感じることなく、安心して子育てできる環境を整備する

ことが重要です。 

 

 

 

図表-20 子育てしていく上で暮らしやすい地域だと思う市民の割合 
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今回（妊産婦・未就学児がいる世帯）

今回（小・中学生がいる世帯）

あると思う ある程度思う あまり思わない まったく思わない 無回答

資料：平成27年（2015年）、平成30年（2018年）市民意識調査
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1-4-1 子育て家庭への支援の充実 

 取 組 方 針  

子育て家庭を支援するサービスの充実と情報提供及び相談支援体制の強化を図ると

ともに、子育てに対する不安の解消と経済的負担の軽減に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

子育て支援サービス

の充実 

子育ての相談や親子でのふれあいによる支援環境

の充実のために、つどいの広場や子育て世代包括

支援センター等の内容の充実を図ります。 

福祉課 

健康管理課 

保育所等における子

育て支援の充実 

保育所や幼稚園の預かり保育等において、子ども

の健やかな成長の支援に努めます。また、子育て

家庭の就労等を支援するため、延長保育や土曜日

保育、急な用事にも対応できる一時保育の充実を

図ります。 

福祉課 

学校教育課 

子育てサークルの活

動支援 

子育てサークル等の自主的な活動に対し、情報提

供や助言、活動の場の提供等の支援を行い、子育

ての悩みや負担の軽減に努めます。 

福祉課 

子育てに関する情報

提供 

子育てに関する情報を保護者にわかりやすい内容

で提供するとともに、本市の子育て施策や子育て

環境の良さについて、市内外へのＰＲを推進しま

す。 

福祉課 

健康管理課 

ひとり親家庭への支

援の充実 

ひとり親家庭の生活の安定や経済的自立に向け、

各種制度の周知や情報提供、優先的利用等の配慮

のほか、母子・父子自立相談員等による相談支援

の充実を図ります。 

福祉課 

経済的負担の軽減 

保育料等の減免や各種手当の支給、子ども医療費

等の助成とともに、学校給食費の無償化等につい

ての検討を進める等、制度の充実による経済的負

担の軽減に努めます。 

福祉課 

健康管理課 

学校教育課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

つどいの広場利用者数 
6,599 人／年 
※平成 30 年度末 

9,000 人／年 

一時保育実施か所数 
8 か所 

※平成 30 年度末 
8 か所 

子育てサークル数  
1 サークル 

※平成 30 年度末 
2 サークル 

 

施策の展開 
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指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

子育てをしていく上で、暮らしやすい地域だと思う市
民の割合 

63.2％ 
※平成 30 年 7 月 

70.0％ 

 
 

 

1-4-2 地域全体で子育てを支える環境づくり 

 取 組 方 針  

地域資源を活用しながら、市民相互の支え合い等、地域住民や行政が協力し合い、

子育て家庭を支える仕組みづくりを推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

地域全体で子育てを

支援する仕組みづく

り 

子育てを支援したい人と支援を必要としている人

をつなぐ仕組みの構築等、地域の有する資源を最

大限に活用したファミリーサポートセンター※事

業の実施について検討します。 

福祉課 

地域における体験・

交流活動の活性化 

地域との連携・協力のもと、子ども達が地域で様々

な体験・交流活動を行うことができるための環境

づくりを支援します。 

生涯学習課 

公共施設等の有効活

用 

地区コミュニティセンターや集会所、学校、公民

館といった公共施設等を子どもや親子の交流・学

習拠点として有効活用を図ります。とりわけ高齢

者や幼児の集いの場としての活用を図ります。 

環境生活課 

学校教育課 

生涯学習課 

児童委員・主任児童

委員の活動支援 

子育てに関する相談や見守り、児童相談所への窓

口等を担う児童委員及び主任児童委員の活動を周

知するとともに、活動の活性化に向けた支援の充

実を図ります。 

福祉課 

地域における子育て

意識の醸成 

広報やホームページ等を活用し、地域ぐるみでの

子育て支援に対する意識の醸成を図ります。また、

地域住民の協力を得ながら、見守り活動の組織づ

くりを進めます。 

福祉課 

 
 

 

1-4-3 ワーク・ライフ・バランスの推進 

 取 組 方 針  

仕事と生活の調和のとれた生活が送れるよう環境づくりに努めるとともに、事業所

に対しても働きかけを行います。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

保育所等における子

育て支援の充実【再

掲】 

保育所や幼稚園の預かり保育等において、子ども

の健やかな成長の支援に努めます。また、子育て

家庭の就労等を支援するため、延長保育や土曜日

保育、急な用事にも対応できる一時保育の充実を

図ります。 

福祉課 

学校教育課 

病児・病後児保育の

実施体制の整備 

急な発熱等の病気にかかった子どもを預かる病

児・病後児保育の実施について検討します。 
福祉課 

放課後の子どもの居

場所の確保 

放課後の子どもの居場所確保のため、地域の人材

と連携し、学校施設等を利用した放課後児童クラ

ブ・放課後子ども教室の充実を図ります。 

学校教育課 

働き方改革の促進 

仕事と生活の調和のとれた生活が送れるようワー

ク・ライフ・バランス※の考え方を広く啓発し、市

内事業所へ浸透させることにより、事業所の働き

方の改革につながるよう働きかけを行います。 

産業振興課 

父親の育児参加の促

進 

父親の育児参加を促進するため、両親学級の充実

及び参加促進を図ります。 
健康管理課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

病児・病後児保育実施か所数 
0 か所 

※平成 30 年度末 
1 か所 

放課後児童クラブ実施か所数 
12 か所 

※平成 30 年度末 
12 か所 

積極的に育児をしている父親の割合 
57.4％ 

※平成 30 年度末 
60.0％ 

 

 
 

 

1-4-4 母子の健康づくり支援の充実と児童虐待の防止 

 取 組 方 針  

妊娠・出産における母子の健康づくりに向けた支援の充実を図ります。また、児童

虐待の早期発見と適切な対応がとれる体制づくりを進めるとともに、育児不安や負担

感の軽減等のきめ細かな支援を行います。 

男女間のあらゆる暴力の根絶と人権侵害の防止に向けた取組を推進します。 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

安全な妊娠・出産の

ための支援の充実 

地域の医療機関と連携を図りながら、妊娠中の健

康管理に対する意識啓発や正しい知識の普及、不

安解消に向けた相談・助言を行います。 

健康管理課 

不安や悩みの解消に

向けた取組 

子育てに関する不安や悩みを解消するため、健康

診査や各種相談事業等、様々な機会を通じて専門

家による相談・指導を行います。 

健康管理課 

孤立感の解消に向け

た取組 

ストレスや孤立感を抱かないよう妊娠中から継続

して産後においても必要な育児情報を提供し、個

別支援を実施します。また、一時預かりやつどい

の広場での交流等、保護者がリフレッシュできる

取組の充実を図ります。 

福祉課 

健康管理課 

子どもの保健対策の

充実 

乳幼児健康診査の実施、予防接種の勧奨、家庭訪

問や相談体制の充実、未熟児医療の支援等、子ど

もの健康づくりの充実を図ります。 

健康管理課 

児童虐待の早期発見

と適切な保護 

児童虐待の早期発見及び適切な保護を図るため、

関係機関による要保護児童対策地域協議会の強化

を図り、幅広い情報交換及び迅速な対応に努めま

す。 

福祉課 

健康管理課 

学校教育課 

配偶者等からの暴力

の根絶と被害者の保

護 

人権侵害や暴力を未然に防止するための情報提供

を充実させるとともに、関係機関等と連携しなが

ら相談窓口及び保護体制の充実を図ります。 

福祉課 

秘書課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

乳幼児健診未受診者の実態把握率 
100.0％ 

※平成 30 年度末 
100.0％ 
の維持 

要保護児童対策地域協議会開催回数 
4 回／年 

※平成 30 年度末 
4 回／年 

乳幼児健診受診率 
97.5％ 

※平成 30 年度末 
100.0％ 
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施策１－５ 医療体制の充実 
 

 

 地域の中核病院である国保匝瑳市民病院について、医師や看護師等の医療従事者の

確保・育成、施設や設備の充実と質の向上を図ります。 

また、広域的な医療連携を図るとともに、身近な医療体制として在宅医療の充実、

病院と地域の開業医の連携促進及び救急医療体制を充実させ、市民がいつでも安心し

て医療が受けられる医療体制の強化を図ります。 

 

 

本市では、国保匝瑳市民病院が地域の中核病院機能を担っています。千葉大学や旭

中央病院との連携強化等により、医師の確保に取り組んでいますが、充足には至って

いない状況にあります。また、病院経営の健全化とともに、施設の老朽化による建替

え整備についても課題となっています。 

現在の医療体制について「不安を感じている」市民が約８割に達し、「市民病院の外

来機能強化」や「救急・休日・夜間の医療体制の充実」が求められています。市民病

院の医療従事者の確保及び機能拡充に努めるとともに、診療所や周辺中核病院との機

能分担と医療連携を強化していく必要があります。 

 

図表-21 現在の医療体制をどう感じているか 

 

 

 

 

 

 

図表-22 地域の医療環境への取組で重要なこと 

 

 

 

 

多少不安を感じる

53.8%

無回答

2.7%

資料：平成30年（2018年）市民意識調査

とても不安を感じる
28.6%

あまり不安を感じない
12.9%

まったく不安を感じない
2.0%

57.5

49.8

41.6

29.1

28.1

25.8

18.6

12.2

3.2

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70

市民病院の外来機能強化を図る（診療科目の充実など）

救急・休日・夜間医療の充実を図る

医療従事者を確保する（医師・看護師など）

老朽化している市民病院を建て替える

医療費の負担を軽減する

市民病院の入院機能強化を図る（他病院や診療所、在宅か…

地域の中核病院や診療所等の連携強化と役割分担を図る

在宅医療の充実を図る（往診・訪問看護など）

その他

無回答 資料：平成30年（2018年）市民意識調査

％

市民病院の入院機能強化を図る（他病院や診療所、在宅

からの受入れ強化など）

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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1-5-1 匝瑳市民病院の機能強化と情報発信 

 取 組 方 針  

医師及び看護師等の医療従事者の確保や医療施設・設備の充実に努め、信頼度の高

い医療及び十分なケアの提供を図るとともに、情報の発信に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

医療従事者の確保 

関係機関との連携・協力による医師、看護師等の

積極的な確保と定着に努めるとともに、医師を目

指す者が容易に医学部に進学できるよう、医療従

事者奨学金制度の充実を図ります。 

市民病院 

経営基盤の強化 

地域の中核病院としての機能を確保しつつ、病院

の経営改善に向けた取組を着実に実施し、経営基

盤の強化に努めます。 

市民病院 

施設・設備の計画的

な整備 

経年劣化等による施設改修及び医療機器の更新を

計画的に実施し、医療の質と安全の確保を図りま

す。また、施設の建替えについては、病院経営の

健全化を図り、新病院の整備に取り組みます。 

市民病院 

病院情報の発信 
市民病院の医療提供体制や経営状況等を広報紙や

ホームページ等に掲載し、情報発信に努めます。 
市民病院 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

市民病院医師数 
8 人 

※平成 30 年度末 
10 人 

市民病院病床利用率（99 床） 
58.7％ 

※平成 30 年度 
67.7％ 

 
 

 

1-5-2 身近な医療体制の充実 

 取 組 方 針  

身近な医療機関の確保及びかかりつけ医の普及を図るとともに、在宅診療を推進し、

包括的な地域医療サービスが受けられる体制の充実に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

小児医療体制の連携

強化 

医師会との連携強化を図り、安心して受診できる

小児医療体制に努めます。 
健康管理課 

施策の展開 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

かかりつけ医の普及 
「かかりつけ医」の普及に努め、市民が安心して

医療や相談ができる医療体制の構築に努めます。 

健康管理課 

市民病院 

高齢者支援課 

在宅医療体制の充実 

匝瑳市民病院において、訪問による診療や看護、

リハビリテーション等の強化を図るとともに、医

師会や市内の病院、在宅療養支援診療所等との連

携により、在宅医療体制の充実を図ります。 

健康管理課 

市民病院 

高齢者支援課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

在宅療養支援診療所数 
10 か所 

※平成 30 年度末 
11 か所 

 
 

 

1-5-3 広域医療圏における連携強化 

 取 組 方 針  

旭中央病院を核とした二次医療圏における医療機関との連携及び機能分担を進め、

状態に応じた適切な医療を提供できる体制づくりに努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

病診・病病連携の推

進 

近隣病院、診療所が持つ機能を最大限に発揮し、

一貫性のある医療を提供するため、連携強化を図

ります。 

市民病院 

旭中央病院を拠点と

した広域医療の充実 

県の地域医療構想及び新公立病院改革プランに基

づき、旭中央病院を拠点病院とした香取海匝医療

圏における機能分担・医療連携を推進します。 

市民病院 

救急医療体制の連携

強化 

医師会や近隣病院との連携強化を図り、休日及び

夜間に安心して受診できる地域医療体制の充実に

努めます。 

健康管理課 

市民病院 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

市民病院の患者紹介率（受入れ） 
18.8％ 

※平成 30 年度末 
20.0％ 

施策の展開 
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施策１－６ 地域福祉の推進 
 

 

 民生委員・児童委員、地域包括支援センターと社会福祉協議会をはじめとした関係

機関等と連携し、地域福祉を推進するためのネットワークの強化を図るとともに、地

域福祉を支えるボランティア等の人材の確保・育成を推進します。 

また、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々な人々が交流できる機

会及び福祉教育の充実を図り、地域全体で支え合う意識の醸成と相互理解の促進に取

り組みます。 

 

 

地域社会における連帯感や相互扶助意識の希薄化を背景に、地域で支え合う機能が

低下しています。 

市民意識調査の結果をみると、お互いに支え合っている地域だと思う人の割合が、

平成 22 年（2010 年）調査から増加しているものの、依然としてそう思わない人の割

合が上回ります。また、ボランティアの担い手も横ばいで推移しています。地域全体

で支え合う仕組みづくりを構築するため、社会福祉協議会等と連携し、支援の担い手

となる人材の育成が課題となっています。 

図表-23 お互いに支え合う雰囲気があると思う市民の割合 

 

 

 

 

 

 

 

図表-24 ボランティア団体数・会員数の推移 

 

 

 

 

4.0

3.4

3.8

31.1

34.8

35.6

50.9

49.5

51.3

10.2

10.1

7.7

3.8 

2.2 

1.5

0 20 40 60 80 100

平成22年（2010年）

平成27年（2015年）

平成30年（2018年）

とても思う ある程度思う あまり思わない まったく思わない 無回答

資料：平成22年（2010年）、平成27年（2015年）、平成30年（2018年）市民意識調査

％

418 421 434

445 457

21 21 21 21 21

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

600

平成25年度

（2013年度）

平成26年度

（2014年度）

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

人

資料：市福祉課

団体

※会員数：団体に属している人＋団体に属していない人

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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1-6-1 福祉意識の醸成 

 取 組 方 針  

市民相互の助け合いのもと、教育や啓発活動、体験活動等の様々な機会を通じて、

一人ひとりの特性や違いを認め合う相互理解の促進と福祉の心の醸成を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

広報による意識啓発

の充実 

広報紙やホームページ等において啓発記事を掲載

するとともに、地域福祉のリーダーを育成し、地

域全体で支える福祉意識の醸成を図ります。 

福祉課 

ボランティア活動へ

の参加促進 

様々な機会を活用してボランティア・市民活動に

関する情報提供及び参加の呼びかけや講習会等を

行うとともに、施設や団体等での受入体制の整備

を促進します。 

福祉課 

環境生活課 

学校における福祉教

育の推進 

各校が地域諸団体との連携を深め、学校教育にお

ける福祉教育やボランティア体験の機会の充実を

図ります。 

福祉課 

学校教育課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

啓発記事掲載回数 
19 回／年 

※平成 30 年度末 
19 回／年 

 
 

 

1-6-2 地域の福祉課題の把握と共有 

 取 組 方 針  

関係機関との連携を強化し、多様な福祉ニーズや地域課題を共有していくことで、

支援が必要な人を地域全体で支え合う仕組みづくりを推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

相談体制の充実 

関係団体や地域包括支援センター、社会福祉協議

会と連携を深め、暮らしの中での不安や悩みを気

軽に相談できる身近で利用しやすい窓口の充実を

図ります。 

福祉課 

地域課題の把握 

民生委員児童委員等の地域の福祉を担う人材や団

体、関係機関等とも連携しながら、積極的に地域

に出向き、福祉課題の把握に努めます。 

福祉課 

施策の展開 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

地域課題の発見支援 

懇談会やワークショップの開催等、自らの地域に

おける福祉課題やニーズを発見するためのきっか

けづくりを支援します。 

福祉課 

地域課題の共有 

地域全体あるいは個々の生活課題等について、個

人情報の取扱いに留意しながら、関係機関・団体

で共有するための場づくりを推進します。 

福祉課 

 
 

 

1-6-3 避難行動要支援者の避難支援体制の構築 

 取 組 方 針  

災害時の避難において援護が必要な人の情報を把握・整理するとともに、災害発生

時の迅速かつ的確な避難支援・援護体制の構築を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

地域における支援体

制の整備 

自主防災組織等の関係団体と協力し、災害時の情

報伝達及び救助や、避難行動要支援者を支援する

ための体制を強化します。 

福祉課 

総務課 

高齢者支援課 

避難誘導体制の構築 

避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認

を行うため、市民や自主防災組織等の協力を得な

がら、平常時から避難行動要支援者に関する情報

の把握及び関係者との共有に努めます。 

福祉課 

総務課 

高齢者支援課 

防災知識の普及、防

災訓練の充実 

避難行動要支援者やその家族、及び社会福祉施設

に対し、パンフレットの配布等、広報を充実し災

害に対する基礎知識等の理解を高めるとともに、

地域の防災訓練等やコミュニティへの積極的参加

を呼びかけるよう努めます。 

福祉課 

総務課 

高齢者支援課 

福祉避難所の確保 

民間の特別養護老人ホーム等の施設と十分な協議

調整を行い、福祉避難所のさらなる確保に努めま

す。 

福祉課 

総務課 

高齢者支援課 

 
 

 

1-6-4 地域福祉活動の活性化 

 取 組 方 針  

地域福祉活動を担う団体等が相互に連携しながら、地域の福祉課題の解決に向けた

取組を推進します。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

地域福祉団体の活動

支援 

地域福祉の担い手となる組織に対し、活動費の助

成及び活動の場の創出等の支援の充実に努め、活

動の活性化を図ります。 

福祉課 

地域福祉を担う人材

の育成・確保 

福祉に関する専門的な知識や資質向上を図るため

の研修の開催や活動支援の充実を図るとともに、

担い手を養成する講座等を開催し、新たな人材の

発掘・確保に努めます。 

福祉課 

コーディネート機能

の充実 

福祉課題の解決に向け、各種制度によるサービス

のほか、支援団体等の活動につなげたり、団体同

士の連携を促したりする「コーディネート機能」

の充実を図るとともに、在宅の障害児等の相談支

援に取り組みます。 

福祉課 

参加しやすい活動機

会の充実 

誰もが気軽に福祉活動に参加・継続できるよう、

ボランティア・市民活動に関する情報提供等の充

実や地域における交流の場づくりを推進します。 

福祉課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

ボランティア団体数・会員数 
21 団体・466 人 
※平成 30 年度末 

25 団体・480 人 

 
 

 

1-6-5 低所得者等に対する支援の充実 

 取 組 方 針  

低所得者等の生活困窮者の状況を把握しながら適切な援護を行うとともに、就労指

導や各種相談の充実等、経済的自立に向けた支援の充実を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

生活保護の適切な運

用 

関係機関との連携のもと、生活困窮者の的確な状

況把握に努めながら、状況に応じた適正な生活保

護制度の運用を図ります。 

福祉課 

経済的自立に向けた

相談支援の充実 

各種貸付制度の紹介や就労支援員による就労支援

等、経済的自立に向けた相談支援の充実を図りま

す。 

福祉課 

 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

相談支援体制の強化 

離職や疾病、多重債務等による生活困窮者に対応

するため、自立への相談支援体制の強化を図りま

す。 

福祉課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

就労支援による自立件数 
5 件／年 

※平成 30 年度末 
6 件／年 
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基本目標２ 活気に満ち、はつらつとしたまちをつくる 

     （産業・経済分野） 
 

施策２－１ 農林水産業の活性化 

 

 

 農林水産業の生産性の向上及び安定した経営基盤の確立に向け、生産基盤の整備や

経営規模の拡大、担い手となる経営体の育成及び新規就業者の確保に対する支援等を

進めます。 

首都圏に向けた供給地としての積極的なＰＲや地産地消※の推進、販路の拡大に努め

ます。特に、「日本有数の植木のまち」を内外にアピールするとともに、植木産業の発

展を推進します。 

また、環境にやさしい農林水産業の推進や都市住民との交流、農村環境の保全に市

民全体で取り組み、農林水産業の社会的役割の拡充と理解の促進を図ります。 

 

 

従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加等、農業環境は厳しさを増してい

ます。地域を担う中核的な農業者の育成はもとより、新規就農者や定年帰農者等多様

な担い手の育成、先進的な農業経営体の育成、生産から加工、流通、販売までを一体

的に行う６次産業の取組等、より一層強い農業経営に向けた支援の充実を図ることが

必要です。 

また、食の安全志向が進む中で、新鮮で安全な農産物の供給を図るため、地産地消※

の推進や環境にやさしい農業の推進を図る必要があります。 

一方で、地域の連帯感の醸成や国土保全機能、農村景観の形成による癒しの空間の

提供、グリーン・ツーリズム※をはじめとした農業体験等、自然教育の場の提供等とい

った公益的機能への評価が高まってきており、その役割を果たしていくための施策の

推進も求められています。 

図表-25 農業の状況 

 

 

 

 

 

図表-26 漁業の状況 

 

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 

戸 2,599 － 2,346 － 1,797 －

うち専業農家 戸 475 18.3% 405 17.3% 370 20.6% 

ａ 393,186 － 389,300 － 348,300 －

田 ａ 277,699 70.6% 283,700 72.9% 267,200 76.7% 

畑 ａ 66,873 17.0% 61,200 15.7% 76,000 21.8% 

果樹園 ａ 48,614 12.4% 44,400 11.4% 5,100 1.5% 

１世帯当たり面積 ａ 151.3 － 165.9 － 193.8 －

（各年2月1日現在） 資料：農林業センサス

平成27年（2015年）

農家数

経営耕地面積

平成17年（2005年） 平成22年(2010年）

42 － 39 － 41 － 36 －

個人 42 100.0% 37 94.9% 38 92.7% 33 91.7% 

団体 0 0.0% 2 5.1% 3 7.3% 3 8.3% 

資料：漁業センサス

平成15年（2003年） 平成20年(208年） 平成25年（2013年）平成10年（1998年）

経営体数
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2-1-1 生産基盤の整備と経営体制の強化 

 取 組 方 針  

農業生産基盤の整備及び農漁業の経営体制の強化、６次産業化※の展開に向けた支援

を行い、持続可能で安定的な経営の確立を促進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

農業従事者の確保 

関係機関・団体と連携し、新規就農者、就農予定

者に対する研修や情報提供の支援等により、農業

従事者の確保を図ります。 

産業振興課 

生産基盤の整備 

効率的で生産性の高い農業経営の実現に向け、ほ

場の大区画化や汎用化、用排水施設の整備を推進

し、経営規模拡大や生産コストの削減等、担い手

ニーズに対応した農業生産基盤の強化に努めま

す。 

産業振興課 

経営の近代化・効率

化の促進 

担い手への集積・集約化を加速化させるため、農

地中間管理事業等の活用を促進し、農用地等の効

率的かつ総合的な利用を推進するとともに、農業

経営の法人化や情報通信技術の活用等、経営の近

代化・効率化の促進を図ります。 

産業振興課 

複合経営への取組支

援の推進 

複合経営により安定的で収益性の高い農業経営を

目指す農家等に対し、県や農協と連携を図り、経

営指導や情報提供等の支援の充実を図ります。 

産業振興課 

６次産業化※に向け

た支援 

生産から加工・流通（販売）まで一体的に行う「６

次産業化※」に対し、情報提供等の支援を行うとと

もに、異業種間連携、農業者間連携により付加価値

の向上と生産性・収益性の向上を図ります。 

産業振興課 

新規需要米及び加工

用米の取組推進 

水田を利用した転作作物である新規需要米及び加

工用米への取り組みを推進し、需要に応じた主食

用米の生産を図ることで、水稲生産者の経営の安

定化と持続可能な営農を目指します。 

産業振興課 

漁業資源の増殖の推

進 

関係機関と協力し、広域的・長期的な漁業資源の

増殖を推進し、安定的な漁獲量の確保を図ります。 
産業振興課 

ＧＡＰ※（農業生産工

程管理）の推進 

食品安全、環境保全、労働安全や人権配慮の観点

から、持続可能な農業の普及と実践を図るため、

ＧＡＰ※（農業生産工程管理）を推進します。 

産業振興課 

 

 

 

 

施策の展開 
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 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

農業次世代人材投資資金の新規交付者数 
1 人／年 

※平成 30 年度末 
2 人／年 

認定農業者数 
273 件 

※平成 30 年度末 
280 件 

認定新規就農者数  
3 人／年 

※平成 30 年度末 
4 人／年 

海匝農業経営体育成セミナーの新規受講者数 
4 人／年 

※過去 5年間の平均 
5 人／年 

複合経営に取り組む農家（事業体）数 
154 件 

※平成 30 年度末 
200 件 

６次産業化※に取り組む農家（事業体）数 
17 件 

※平成 30 年度末 
20 件 

農地利用集積面積 
431ha 

※平成 30 年度末 
804ha 

飼料用米生産面積  
274ha 

※平成 30 年度末 
300ha 

 
 

 

2-1-2 販路の拡大と消費者ニーズへの対応 

 取 組 方 針  

新鮮な農産物の供給地として新たな販路を開拓していくとともに、食への関心の高

まりに対応した付加価値の高い農産物を推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

トップセールスによ

る地元産品のＰＲと

販路の拡大 

各地で開催されるイベントを通じて、トップセー

ルスによる地元産品のＰＲと販路の拡大を図りま

す。 

産業振興課 

知名度向上による新

たな販路の開拓 

関係機関と連携し、消費ニーズを的確に把握しな

がら販売イベントへの出展や広報活動の支援等に

取り組むことで知名度向上を図り、首都圏や海外

に向けた新たな販路の開拓及び出荷量の拡大を促

進し、匝瑳市農産物のブランド構築を図ります。 

産業振興課 

地産地消※の推進 

ふれあいパーク八日市場等での地元産品のＰＲと

販路の拡大を進めます。また、地元農産物への愛

着心の醸成を図るとともに、学校給食で提供する

等、地産地消※を推進します。 

産業振興課 

学校教育課 

 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

ブランド化の推進 

ブランド米「匝瑳の舞」等、付加価値の高い農産

物の生産と販路の開拓を図るため、産地としての

人的・物的な整備等、ブランド化に向けた研究活

動に対する支援の充実を図ります。 

産業振興課 

安心・安全で環境に

やさしい農業の推進 

食に対する安全意識の高まりに対応するため、低

農薬・有機肥料栽培や「ちばエコ認証」の取得等、

安心・安全で環境にやさしい農業を推進します。 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

匝瑳市産農産物等の見本市等への出展回数 
6 回／年 

※平成 30 年度末 
7 回／年 

ふれあいパーク八日市場来館人数  
749,819 人／年 
※平成 30 年度 

757,500 人／年 

 
 

 

2-1-3 農業を通じた都市住民との交流促進 

 取 組 方 針  

体験農業や各種イベント等を通じて、市民や都市住民と生産者との交流を促進し、

農業や農産物、農業文化等に対する理解促進を図り、農業の活性化につなげます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

体験・交流イベント

の充実と受入体制の

整備 

関係機関と連携しながら、多様な体験・交流イベ

ントの充実と都市住民の受入体制の整備を図りま

す。 

産業振興課 

体験・交流イベント

の認知度向上 

旅行業者等との連携やインターネットの活用等に

より、都市住民に対する農業体験・交流イベント

の認知度の向上を図ります。 

産業振興課 

幅広い世代の就農・

帰農の促進 

都市住民を対象とした情報提供や農業指導等の支

援や、体験・交流イベントをきっかけとして、若

者からシニアまで幅広い世代の就農・帰農を促進

します。 

産業振興課 

市民農園の利用促進 

地元農業者や教育、福祉等の各分野と連携し、市

民農園を拠点とした「遊び・学び・育て・癒し」

の創出や交流づくり等を図り、利用を促進します。 

産業振興課 

施策の展開 
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 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

農業体験・交流イベント参加者数  
416 人／年 

※平成 30 年度末 
700 人／年 

 
 

 

2-1-4 「日本有数の植木のまち」の推進 

 取 組 方 針  

「日本有数の植木のまち」として、国内外に対する販路拡大や効率的な生産に向け

た支援を行うとともに、技術者の育成、付加価値の創出を図り、植木産業の発展を推

進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

「植木のまち」のＰ

Ｒの推進 

日本有数の「植木のまち」として、様々な機会や

媒体を通じたＰＲや植木を活用した地域の活性化

等、「植木のまち匝瑳」のイメージの普及に努めま

す。 

産業振興課 

輸出拡大に向けた支

援の充実 

販路の拡大及び輸出量拡大を図るため、生産者や

県等の関係機関と連携し、国際見本市への出展等、

海外へのＰＲを推進するとともに、輸出に適した

樹種の選定や技術開発に対する支援を行います。 

産業振興課 

労力軽減と付加価値

の高い商品づくりの

推進 

技術開発や研究について、情報収集に努め、新技

術導入等による労力軽減と付加価値の高い商品づ

くりを推進します。 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

植木の輸出相手国・地域数 
13 か国・地域 
※平成 30 年度末 

18 か国・地域 

千葉県植木銘木 100 選登録数 
60 本 

※平成 30 年度末 
70 本 

 
 

 

2-1-5 自然環境に配慮した農林水産業の推進 

 取 組 方 針  

地域住民や都市住民等の参画により、農地や森林・水を守るための環境保全に向け

た共同活動と先進的な営農活動を図ります。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

環境保全に向けた活

動の促進 

農業者・地域住民を含めた農用地及び農業施設等

の保全のための共同活動を支援する多面的機能支

払事業を推進します。 

産業振興課 

資源循環型農業の推

進 

家畜排せつ物の適正管理・堆肥の有効利用を行う

耕畜連携や、園芸用廃プラスチックの適正処理等

による資源循環型農業を推進するため、県や農業

者との多面的な連携を図ります。 

産業振興課 

健全な森林資源の維

持増進 

周知活動やＰＲ活動を通して森林の適正な管理を

促進するとともに、健全な森林資源の維持増進と、

活動団体への支援の強化を図ります。 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

園芸用廃プラスチック回収量 
33.6t／年 

※平成 30 年度末 
40.0t／年 
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施策２－２ 商工業の活性化 
 

 

商工会や金融機関、各支援機関と連携を強化しながら、地元企業・商店の経営力強

化や設備投資、異業種間連携による新商品開発等、新たな事業展開に対する支援を図

ります。また、集客力のある特徴的な商店街の形成と活性化を進めます。 

成田空港に近接する優位性と銚子連絡道路の整備進展による利便性の向上等を活か

し、地域活性化に貢献する企業の誘致、雇用の場の創出を図ります。 

 

 

まちのにぎわいの創出には商業の振興が重要な役割を担っていますが、人口の減少

や消費動向の変化等により消費が低迷し、商店の経営に大きな打撃を与えています。

商店数、従業者数は減少が続く等、空き店舗の増加や後継者不足等、厳しい状況が続

いています。 

みどり平工業団地のすべての区画に企業が入居しており、比較的、好調な企業が多

く見受けられます。 

成田空港に近接する優位性と銚子連絡道路の整備進展による利便性の向上等を活か

し、地域活性化に貢献する企業進出の推進と地元企業の経営基盤の強化を支援してい

くことが必要です。 

図表-27 商業の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-28 工業の状況 
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千万円
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千万円

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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2-2-1 特色ある商店街の形成 

 取 組 方 針  

地域の自然や歴史文化を活かしながら、市内外から多様な人々が集い楽しむことの

できる特色ある商店街の形成を推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

地域交流拠点として

の商店街づくりの推

進 

地域活動と連動した交流がなされるコミュニティ

拠点や、くつろぎの空間創出等の商店街づくりを

推進します。 

産業振興課 

特色あるイベント等

の活性化支援 

有形文化財や旧街道の面影を残す建物等、商店街

の特色や歴史を活かした取組や、「まちなか散策マ

ップ」等の情報発信活動への支援を行うとともに、

新たな企画による誘客に努めます。 

産業振興課 

商工業団体の活動支

援 

商工会と連携し、中小企業等に対する経営指導や、

商工業活性化事業を推進します。 
産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

市内の商店で日常生活の買い物をする市民の割合 
6.7％ 

※平成 30 年 7 月 
20.0％ 

商店街における特色あるイベント開催回数  
5 回／年 

※平成 30 年度末 
6 回／年 

 
 

 

2-2-2 企業立地の促進 

 取 組 方 針  

立地優位性の活用や誘致企業に対する支援策の充実を図ることにより、利便性の高

い商業施設や地域活性化に貢献する企業の立地を積極的に促進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

各種優遇、支援措置

のＰＲ 

市内での新設・増設企業に対する固定資産税の減

免や雇用奨励補助金を活用するとともに、幅広い

ＰＲ等によるきめ細かな支援を行い、新たな立地

の促進や既存企業の設備投資及び雇用促進を図り

ます。 

産業振興課 

施策の展開 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

利便性の高い新たな

立地場所の検討 

銚子連絡道路インターチェンジ予定地周辺等の産

業系土地利用の可能性について調査検討を図りま

す。 

産業振興課 

都市整備課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

奨励措置適用事業所件数  
13 件 

※平成 30 年度末 
20 件 

 
 

 

2-2-3 経営基盤の強化及び起業等に向けた支援の充実 

 取 組 方 針  

既存商店・企業に対する経営支援の充実を図り、経営者の創意工夫による経営強化

及び新分野への進出を促進するとともに、起業に向けた支援の充実を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

資金融資の充実 

中小企業の経営基盤の強化と健全な経営発展を図

るため、金融機関と連携し、低利で利用できる融

資及び利子補給制度の充実を図ります。 

産業振興課 

経営相談員による相

談指導 

商工会等と連携しながら、経営相談員による経営

相談指導や講習会、研修等を支援し、地元商店・

企業の創意工夫ある経営や人材育成、起業を促進

します。 

産業振興課 

事業展開や生産性向

上を目指す事業者へ

の支援の充実 

経営革新、異業種間連携、経営力向上、地域資源

活用等を実施する事業者を商工会等と連携し支援

します。また、設備投資等による生産性の向上、

ＩＴ導入による業務効率化、ＥＣ販売※や海外展開

による販路拡大等を支援します。 

産業振興課 

起業支援の充実 

創業支援補助金等の優遇措置の検討、起業におけ

るノウハウ支援や地元高校生への起業教育の充実

を図るとともに、起業希望者に対する空き店舗等

の活用を支援します。 

産業振興課 

事業承継支援の充実 

高齢化する中小企業経営者への対策として、商工

会や県事業引継支援センター等との連携により、

親族外も含めた事業承継を支援し、休廃業の減少

や後継者による新たな事業展開を図ります。 

産業振興課 

施策の展開 
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 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

利子補給件数 
215 件／年 

※平成 30 年度末 
250 件／年 

経営相談指導件数 
2,569 件／年 
※平成 30 年度末 

2,800 件／年 

創業支援対象者数 
18 件／年 

※平成 30 年度末 
41 件／年 

創業者数 
7 件／年 

※平成 30 年度末 
13 件／年 

空き店舗等活用支援数 
6 件／年 

※平成 30 年度末 
14 件／年 
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施策２－３ 観光の活性化 
 

 

地域の魅力ある観光資源を活用し、年間を通じた日帰り型観光を推進するとともに、

宿泊施設及び他産業との連携を強化し、海とみどりを活用した滞在型観光を促進します。 

また、八重垣神社祇園祭等多くの祭りや伝統行事、歴史的建造物、ふれあいパーク

八日市場、そうさ観光物産センター匝
めぐ

りの里等の地域の貴重な資源を最大限に利活用 

し、都市住民との交流の活性化を図ります。 

 

 

 

観光に対する志向が従来の団体による名所・旧跡を巡る観光から、家族や小グルー

プによる自然・歴史・文化等を活用した体験・滞在型に変化しています。そうした動

向を受け、個性ある地域づくりによる観光振興が各地で行われています。 

本市には美しい里山や九十九里海岸等の豊かな自然、八重垣神社祇園祭をはじめ多

くの伝統行事、歴史的建造物や仏画等、貴重な文化的観光資源があります。産業間や

近隣自治体、各種団体等の連携を促進し、他地域と差別化を図りながら本市の自然や

歴史文化資源の魅力を様々なかたちで広めていくことが重要です。 

 

 

図表-29 匝瑳市について、他の市町村に自慢したいこと 
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％

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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2-3-1 観光資源の整備と掘り起こし 

 取 組 方 針  

豊かな自然や文化財、既存施設の活用等を図るとともに、地域の新たな魅力を見出

し、観光資源化していくことで、年間を通して集客力のある地域づくりを進めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

九十九里海岸を活用

した観光資源の整備 

九十九里海岸全体を活用した観光資源の整備を推

進し、海の魅力の創造に努め、市内外からの観光

客のさらなる集客を図ります。 

産業振興課 

九十九里海岸の侵食

対策への働きかけ 

本市の貴重な観光資源である九十九里海岸の侵食

対策について、国・県等の関係機関への働きかけ

を行います。 

建設課 

歴史的文化財の観光

資源化の推進 

飯高檀林跡をはじめ、歴史的建造物や遺産等の文

化財及び周辺環境の整備を推進し、観光資源とし

ての魅力を発信するとともに、集客力の向上を図

ります。 

産業振興課 

生涯学習課 

まちの歴史や新たな

魅力発見に向けた取

組の推進 

市民とともにまちの歴史や新たな魅力発見のため

のイベント・キャンペーンを開催し、観光資源や

特産品の開発、地域文化の継承等につなげる取組

を推進します。 

産業振興課 

生涯学習課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

歴史的建造物等を活用したイベント開催件数 
2 回／年 

※平成 30 年度末 
3 回／年 

年間観光客入込客数 
999,039 人 
※平成 30 年 

1,020,000 人 

 

 
 

 

2-3-2 体験・交流プログラムの充実 

 取 組 方 針  

産業間の連携を図りながら、地域産業や伝統工芸、郷土芸能等の体験や様々な交流

イベントへの参加を気軽に楽しめるプログラムの充実を図ります。 

 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

グリーン・ツーリズ

ム※の推進 

都市と農村の交流を促進すべく、関係団体とのネ

ットワーク化を図り、「ふれあいパーク八日市場」

を核とした各種イベントの充実に努め、グリー

ン・ツーリズム※の拠点施設としての機能強化を図

ります。 

産業振興課 

ブルー・ツーリズム※

の推進 

海岸沿いの飲食店等と連携・協力しながら、海の

魅力を活かしたブルー・ツーリズム※の推進を図り

ます。 

産業振興課 

伝統文化を活用した

観光振興の推進 

市民が参加できる各種祭りや伝統行事について観

光客への効果的な情報提供に努めるとともに市内

外の宿泊施設との連携を図り、各種イベントを活

用した観光振興の展開を図ります。 

産業振興課 

協働による観光振興

の推進 

市民や地域団体、事業者はもとより本市を訪れる

観光客の意見を取り入れ、共に参画する観光振興

を推進します。 

産業振興課 

“散歩のまちづく

り”の推進 

具体的なコース提案や調整等を通じて、地域の自

然や文化財等とふれあう“散歩のまち匝瑳”を地

域ぐるみで推進します。 

産業振興課 

生涯学習課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

祭りや風習・伝統文化等を他の市町村に自慢したい市
民の割合  

57.4％ 
※平成 30 年 7 月 

75.0％ 

 

 
 

 

2-3-3 効果的な観光情報の発信 

 取 組 方 針  

観光資源や各種イベント、おすすめルートや交通情報等、本市の魅力を楽しむため

の各種情報を様々な媒体を通してわかりやすく発信します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

散歩のまちのＰＲ 

ハイキングの実施や観光ガイドブックによるおす

すめルート等をＰＲし、散歩のまちのイメージ定

着を図ります。 

産業振興課 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

観光客の視点に立っ

た情報発信 

観光ガイドブック等の各種媒体を用いた効果的な

観光情報の発信と併せ、観光客が容易に市内の観

光情報を入手できるよう、そうさ観光物産センタ 

ー匝
めぐ

りの里の機能強化を図ります。 

産業振興課 

観光ガイドの育成・

活用 

観光ガイドの育成を図り、本市の魅力をわかりや

すく紹介するとともに、人と人との交流を創出す

ることで、リピート客の確保に努めます。 

産業振興課 

ロケーション撮影の

誘致・支援 

九十九里海岸や商店街、公園等、さらなる撮影場

所の提供を行い、映像でＰＲできる機会を充実さ

せることで、市のイメージアップを図ります。 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

おすすめルート設定数  
9 ルート 

※平成 30 年度末 
10 ルート 

駅からハイキング参加者数 
362 人／年 

※平成 30 年度末 
500 人／年 

匝
めぐ

りの里観光案内所利用者数 
2,012 人／年 
※平成 30 年度末 

2,200 人／年 

匝瑳市をロケ地とする映画・番組数  
6 本／年 

※平成 30 年度末 
10 本／年 
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施策２－４ 雇用・就労・消費者対策の充実 
 

 

ハローワーク等の関係機関と連携し、地域の魅力ある企業を市民やＵＩＪターン※

を考えている人に幅広く周知し、地域への就労を促進します。 

また、働く意欲のある高齢者、女性、さらには外国人材の就労機会の拡大に努めま

す。 

消費に対する正しい知識を身につけて、詐欺やトラブルに巻き込まれないように消

費生活相談等の支援を充実させます。 

 

 

 

人口減少と少子高齢化が進む中、本市の生産年齢人口は今後さらに減少することが

見込まれ、地域経済への影響が懸念されることから、雇用対策として、地域の魅力あ

る企業を市民やＵＩＪターン※を考えている人に幅広く周知し、雇用のミスマッチを防

ぎ、地域への就労を促進することが求められています。また、雇用の創出や定着、女

性や高齢者等の就労支援にも取り組む必要があります。 

インターネット等の普及に伴い、消費者を取り巻く環境は、複雑化・多様化してい

ることから、安全な消費生活を送ることができるよう、消費に関する情報提供や知識

の普及、相談の充実等が必要です。 

 

 

図表-30 市の雇用対策として重要なこと 
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優良企業等の進出により地元での雇用拡大を図る

求職者と求人事業者の紹介・あっせんを支援する

さまざまな分野での起業を支援し、雇用創出を図る

雇用に積極的な企業に対する経済的支援を行う

事業者に対する職場環境の改善に向けた啓発、指導を行う

公共事業等の拡大と地元事業者への発注を推進する

その他

無回答
資料：平成30年（2018年）市民意識調査

％

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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2-4-1 雇用・就労支援の充実 

 取 組 方 針  

雇用及び就労に対する支援の充実を図るとともに、求職者と雇用者のマッチング環

境の整備等、魅力ある労働市場の創出を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

雇用に対する支援の

充実 

市の雇用奨励補助金等による支援により、企業の

雇用促進を促すほか、働き方改革の意識を広く啓

発し、ワーク・ライフ・バランス※への取組を促進

します。 

産業振興課 

就労に対する支援の

充実 

きめ細かな求人情報の提供に努めるとともに、就

労支援機関と連携した就労セミナーや、民間企業

と連携した仕事説明会を開催し、就労者のスキル

アップ及び様々な業種に対する知識の習得を図る

ことで、市内での就労を促進します。 

産業振興課 

雇用のミスマッチの

解消 

地元高校生やＵＩＪターン※を検討している若者

をはじめ、女性・高齢者等の幅広い求職者層を対

象に、市内の企業と交流できる場を提供し、魅力

を発信することで雇用のミスマッチの解消を図り

ます。 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

雇用奨励補助金に係る新規常用雇用者数 
3 人 

※平成 30 年度末 
30 人 

 
 

 

2-4-2 安心・安全な消費生活支援 

 取 組 方 針  

誰もが安心して消費生活を送ることができるよう、消費に関する情報提供及び相談

体制の充実を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

消費生活に関する情

報提供の充実 

関係機関と連携し、安心・安全な消費生活を送る

ことができるよう、消費者被害防止のための啓発

活動や相談事例等の情報提供に努めます。 

産業振興課 

施策の展開 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

消費生活相談員によ

る相談の充実 

消費生活に関する相談窓口の周知を図るととも

に、消費生活相談員の確保及び専門性の向上を図

り、相談事業の充実に努めます。 

産業振興課 

高齢者等の買い物支

援 

関係機関及び流通事業者と連携しながら、日常生

活における買い物が困難な高齢者等に対する宅配

や移動販売等の買い物支援を促進します。 

高齢者支援課 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

消費生活相談受付件数 
217 件／年 

※平成 30 年度末 
250 件／年 
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基本目標３ 自然と共生し、快適で安全なまちをつくる 

     （生活環境・都市建設分野） 
 
施策３－１ 自然環境の保護と循環型社会の形成 
 

 

自然環境の大切さや問題意識を市全体で共有しながら、ごみの減量化、再資源化に

向けた取組の推進と美化活動の促進、環境への負荷を抑制する処理体制の強化を図り

ます。 

また、廃棄物の不法投棄に対する監視体制の強化、公害の防止に向けた取組等を推

進します。 
 

 

豊かな自然環境を次世代に継承していくため、多種多様な生きものをはぐくむ里山

等の保全を図る必要があります。 

市民や事業者による太陽光発電システムの設置により再生可能エネルギーの活用が

進められていますが、その一方で、景観への影響等の諸問題が懸念されています 

令和３年（2021 年）４月から３市（匝瑳市・銚子市・旭市）による広域ごみ処理施

設（焼却施設を銚子市野尻町地区、最終処分場を同市森戸町地区）の稼働が予定され、

ダイオキシン類の発生の抑制、効率的な再資源化の促進が見込まれます。 

今後も一人ひとりの意識向上と具体的な行動を促しながら、自然環境の保護及び環

境負荷の軽減に向け、市民・事業者・行政が一体となって計画的に取り組んでいくこ

とが必要です。 

図表-31 環境に配慮した行動を行っているか 

 

 

 

 

 

 

図表-32 ごみ処理の状況 
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資料：平成22年（2010年）、平成27年（2015年）、平成30年（2018年）市民意識調査
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％

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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3-1-1 循環型社会に向けた取組の推進 

 取 組 方 針  

資源循環型社会※に向け、市民や事業者に対し具体的な行動を促すとともに、環境負

荷の少ない技術等の導入や設備整備を計画的に推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

ごみの発生抑制と資

源化の推進 

分別収集の促進や生ごみの減量化、３Ｒ※運動の展

開等、ごみの減少化・再資源化に向けた取組の促

進を図ります。 

環境生活課 

廃棄物の広域処理の

推進 

一般廃棄物の処理能力向上及び処理コストの低減

を図るため、広域ごみ処理施設を整備し、令和３

年（2021 年）４月の稼働開始を目指します。また、

中継施設整備工事（既存施設解体工事含む）を進

めます。 

環境生活課 

省エネルギー対策の

推進 

公共施設や家庭・事業所等においてエネルギー効

率の高い機器の導入を促進するとともに、クール

ビズやウォームビズ等、なるべくエネルギーを使

わない取組の促進を図ります。 

環境生活課 

再生可能エネルギー

利用の促進 

太陽光発電等、再生可能な自然エネルギーについ

て、公共施設での導入や家庭・事業者における利

用促進を図ります。 

環境生活課 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
 目標 

（令和５年度） 

ごみリサイクル率  
19.1％ 

※平成 30 年度 
20.0％ 

 

 
 

 

3-1-2 環境汚染及び不法投棄の防止 

 取 組 方 針  

環境に関する法令の遵守の普及啓発や徹底を図りながら、環境に負荷を与える物質

の発生抑制及び適正処理の促進と不法投棄の防止を図ります。 

 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

排気ガス抑制に向け

た取組の推進 

公共交通機関や自転車、低公害車の利用、アイド

リングストップ※の普及等、広報やホームページ等

を活用して、排気ガス抑制に向けた取組を推進し

ます。 

環境生活課 

水質環境の保全 

合併処理浄化槽の設置促進、排水の適正処理や植

物による自然浄化機能の回復を図る等、水質環境

の保全に向けた取組を促進します。 

環境生活課 

有害化学物質対策の

推進 

野焼き防止の徹底や適正な廃棄物処理の推進等に

より、ダイオキシン類等の有害化学物質の発生抑

制を図ります。 

環境生活課 

不法投棄の防止 

環境美化に対する意識啓発や廃棄物等の不法投棄

に対する監視体制の強化に取り組み、不法投棄の

防止を図ります。また、匝瑳市土地の埋立て等及

び土砂等の規制に関する条例等に基づき適正に事

業が行われるよう指導を徹底します。 

環境生活課 

公害の防止と法令遵

守の徹底 

事業所や市民への意識啓発等により騒音・振動等

の抑制を図るとともに、関係機関と連携し、改善

指導の徹底を行います。 

環境生活課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

合併処理浄化槽人口 
17,350 人 

※平成 30 年度 
17,463 人 

大気中ダイオキシン濃度 
（参考：環境基準は、0.6 pg-TEQ/㎥以下） 

0.023 pg-TEQ/㎥ 
（椿海公園） 

0.025 pg-TEQ/㎥ 
（野栄総合支所） 
※平成 30 年度末 

現状維持 

公共用水域（河川）BOD 濃度目標達成地点数 
5 地点 

※平成 30 年度末 
調査地点の半数
以上（8地点） 

公共用水域（湖沼）COD 濃度目標達成地点数 
0 地点 

※平成 30 年度末 
調査地点の半数
以上（3地点） 

不法投棄量  
7,330kg／年 
※平成 30 年度 

7,000kg／年 
以下 

 
 

 

3-1-3 自然環境保護・環境美化活動の促進 

 取 組 方 針  

本市の貴重な自然を保護するための対策を推進するとともに、自然を大切にし、き

れいな環境を保全するための意識啓発及び自主的な活動の促進を図ります。 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

野生動植物の保護 

貴重な野生動植物、海岸砂丘植物に関する調査研

究の推進や保護に向けた意識啓発を図るととも

に、環境に大きな影響を及ぼす恐れのある事業は、

野生動植物への影響に関する調査を行い、適切な

保全対策を促進します。 

環境生活課 

環境美化活動の活性

化 

広報等により環境美化活動への参加を促進すると

ともに、環境美化活動団体に対する支援を充実さ

せ、活動の活性化を図ります。 

環境生活課 

自然を大切にする意

識の醸成 

国や県、市民団体と連携して、野山や海岸での自

然観察会等を通じて自然に関する知識の普及と自

然を大切にする意識の醸成を図ります。 

環境生活課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

環境美化活動への参加人数 
9,015 人／年 
※平成 30 年度末 

10,200 人／年 

 
 

 

3-1-4 環境教育・学習の推進 

 取 組 方 針  

学校教育や生涯学習において、環境に関する教育・学習機会の充実を図り、環境保

全や循環型社会に対する意識の醸成と具体的な実践方法の普及を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

学校教育等における

環境学習の充実 

本市の自然環境を活かしながら、学校教育等にお

いて、児童生徒の環境学習の充実を図ります。 

環境生活課 

学校教育課 

循環型社会に対する

意識の醸成 

生涯学習や各種イベント等において、循環型社会

の形成に関する学習機会の充実を図り、市民の意

識の醸成と具体的な実践を促進します。 

環境生活課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

普段の生活で、環境に配慮した行動を行っている市民
の割合 

77.5％ 
※平成 30 年 7 月 

 

施策の展開 
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施策３－２ 市街地の活性化と交通網の整備 
 

 

関係機関、団体、企業等と連携しながら、国道１２６号沿線に商業・業務施設の集

積促進と、都市計画マスタープランに基づく市街地の活性化を推進します。 

また、銚子連絡道路を核とした広域交通網及び市内幹線道路等の整備を計画的に推

進するとともに、これらのネットワーク化を図ります。 

公共交通機関の利便性の向上を図り、人々が行き交い、にぎわいのある都市の形成

を推進します。 

 

 

 

市民意識調査によると、商業施設や公共交通機関等の都市機能の充実を求める割合

が増加しており、他市町に流出している人の流れを本市の市街地に滞留させることが

できるよう、市街地の活性化が求められています。 

銚子連絡道路の整備進展による利便性の向上等を活かし、交流人口の増加に向けた

商業・業務施設等の集積を進め、既存商店街との連携を図り、本市にふさわしい機能

を備えた特色ある市街地づくりを推進していく必要があります。 

また、にぎわいのあるまちを形成するためには、幹線道路の整備や公共交通の利便

性の向上を図り、市内外から人や物が集まる環境づくりを推進していくことが必要で

す。 

 

図表-33 あなたにとって住みやすい環境とは 
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商業施設や公共交通機関など都市機能が充実している環境

交通安全施設や防犯・防災体制がしっかりしている安全な環境

道路や上下水道などの都市基盤が十分に整備されている環境

緑の保全や里山の保護など、自然環境と調和した環境

公園やレクリエーション施設など、憩いの場が整備されている環境

その他

平成22年（2010年）

平成27年（2015年）

平成30年（2018年）

資料：平成22年（2010年）、平成27年（2015年）、平成30年（2018年）市民意識調査

％
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3-2-1 地域特性に応じた拠点の育成・整備 

 取 組 方 針  

地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図り、特色ある拠点の育成・整備を推

進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

都市交流拠点の形成 

都市計画マスタープランに基づくまちづくりを推

進し、地域特性に応じた魅力ある交流拠点の形成

を図ります。 

都市整備課 

魅力ある商業空間の

形成 

国道１２６号沿線において、さらなる商業・業務

施設等の集積に努め、既存商店街との連携を図り

ながら、魅力ある商業空間の形成を促進するため、

企業向けに本市の魅力を発信していきます。 

産業振興課 

良好な工業適地の把

握 

銚子連絡道路や主要地方道八日市場野栄線の整備

による交通条件を活かし、良好な工業適地の把握

と情報の提供に努めます。 

産業振興課 

都市整備課 

観光拠点の育成・整

備 

観光の拠点となる飯高檀林跡周辺及び九十九里海

岸沿線等の観光資源の整備を図るとともに、新た

な海岸線の魅力を創出します。 

産業振興課 

「生涯活躍のまち※

づくり」の推進 

地域再生推進法人を支援し、匝瑳市版生涯活躍の

まち形成事業を推進します。 
企画課 

 
 

 

3-2-2 幹線道路の整備 

 取 組 方 針  

都市間交流の基盤として、県と連携しながら、首都圏や周辺地域と本市とを結ぶ幹

線道路の計画的な整備を促進し、自動車交通の円滑化と利便性の向上を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

銚子連絡道路の整備

促進 

国道１２６号の渋滞緩和や首都圏とのアクセス向

上のため、銚子連絡道路の整備を促進します。 

建設課 

都市整備課 

企画課 

主要地方道等の整備

促進 

周辺都市と本市を連絡する幹線道路の整備を促進

し、都市間の交流や連携の強化を図ります。 
建設課 

 

施策の展開 

施策の展開 



99 

 

取組 取組の概要 主管課 

市内幹線道路の整備 

都市計画道路や幹線市道の整備を推進するととも

に、拠点間や地域間のネットワーク化を図ります。

また、長期間未整備な状況にある一部都市計画道

路については、必要に応じて路線の見直しを行い

ます。 

都市整備課 

建設課 

 

 
 

 

3-2-3 公共交通機関の利便性の向上 

 取 組 方 針  

広域公共交通の充実を図り、本市への行き来の利便性を高めるとともに、公共交通

機関の利用促進を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

広域公共交通の充実 

ＪＲ総武本線や高速バス路線の増便、運行ダイヤ

の改善等について、引き続き民間事業者等に要請

するとともに、利用促進を図ります。 

環境生活課 
企画課 

公共交通の利用促進 

市民のニーズを踏まえながら、市内循環バス等の

公共交通機関の利便性を高め、利用促進を図りま

す。 

環境生活課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

市内循環バス利用者数 
53,440 人／年 
※平成 30 年度末 

 

ＪＲ八日市場駅乗車人数 
1,834 人／日 
※平成 30 年度 

 

地域交通利用料助成事業利用者数 
713 人／年 

※平成 30 年度末 
900 人／年 

施策の展開 
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施策３－３ 住環境の整備 

 

 

公園や生活道路等の都市基盤の整備を推進するとともに、歴史的建造物及び豊かな

自然環境を保全し、利便性と安らぎを兼ね備えた快適な住環境づくりを進めます。 

また、誰もが安心・安全に暮らしていくことのできる公共空間及び居住空間の整備

を図るとともに、空き家対策を推進します。 

 

 

 

本市には公園やレクリエーション施設等が整備され、広く市民に利用されています。

また、道路や水道、情報通信等、快適な都市生活に欠かせない基盤の整備が進められ

ており、今後も市民の理解を得ながら、関係機関との連携・協力のもと計画的な整備

の推進が必要です。 

老朽化した空家等の増加は、防災・衛生・景観等の生活環境に影響を与えることか

ら、匝瑳市空家等対策の推進に関する条例等に基づき、空家等の適切な管理促進等を

図る必要があります。 

図表-34 道路の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-35 水道の状況 
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資料：千葉県海匝土木事務所、市建設課
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％
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3-3-1 快適で安全な都市環境の整備 

 取 組 方 針  

快適で安全な生活に欠かせない都市基盤を計画的に整備するとともに、市民の理解

を得ながら協働による都市環境づくりを推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

良質な水の安定供給 

八匝水道企業団からの低廉で良質な水の安定供給

を図るとともに、施設の整備や更新、経営健全化

を促進し、上水道普及率の向上を推進します。 

環境生活課 

適切な汚水・雨水処

理の推進 

合併処理浄化槽の設置を促進し、公共用水域の水

質改善と生活環境の改善を図るとともに、都市下

水路の維持管理や排水路整備を推進し、浸水被害

の防止に努めます。 

環境生活課 

建設課 

都市整備課 

公園の維持管理と長

寿命化 

市民の憩いの場とともに、防災やレクリエーショ

ン等の多様な機能を有する空間として、公園の適

正な維持管理と長寿命化を図ります。 

都市整備課 

安全・快適な生活道

路の整備 

生活道路の安全で快適な利用に向け、市全体の危

険箇所の把握に努め、危険性の高い箇所から、計

画的な舗装、改良の推進と適切な維持・補修に努

めます。 

建設課 

協働による施設整

備・管理の推進 

市民との協働により、まちづくりのルールを定め、

計画的な整備・管理を推進します。 
都市整備課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

上水道普及率  
88.5％ 

※平成 30 年度 
91.0％ 

市道改良率・舗装率 
57.0％・74.5％ 
※平成 30 年度末 

57.5％・75.0％ 

快適に生活できる住環境であると思う市民の割合 
68.9％ 

※平成 30 年 7 月 
 

 
 

 

3-3-2 自然・文化と調和した住環境づくりの推進 

 取 組 方 針  

豊かな自然や歴史的建造物等を保全しながら、景観に対する市民意識の醸成を図り、

市全体で調和のとれた公共空間の整備と美しい景観の形成に努めます。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

特性を活かしたまち

並みづくりの推進 

市街地や集落地、幹線道路や旧国道沿い等、それ

ぞれの特性を活かした調和のとれたまち並みづく

りを推進します。 

都市整備課 

歴史・文化景観の保

全 

飯高寺周辺や旧国道沿い等の歴史的建造物の保全

に努めるとともに、周辺における調和のとれたま

ち並みの形成に努めます。 

都市整備課 

生涯学習課 

自然景観の維持・保

全と緑化の推進 

本市の原風景である田園・里山の維持・継承や海

浜景観の創出・保全に努めるとともに、マキの生

垣や屋敷林、街路樹等、地域の緑化を推進します。 

環境生活課 

産業振興課 

都市整備課 

景観形成のルールづ

くりと市民意識の醸

成 

緑の基本計画や景観法に基づく景観計画等を検討

するとともに、自然景観や歴史的景観の形成・保

全に向け、市民意識の醸成を図ります。 

都市整備課 

 
 

 

3-3-3 安心して暮らせる住環境づくりの推進 

 取 組 方 針  

誰もが安心・安全に暮らしていくことのできる公共空間及び居住空間の整備を図る

とともに、空き家対策を推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

バリアフリー※化の

推進 

公共空間のバリアフリー※化を計画的に推進する

とともに、障害者や高齢者が居住する住宅のバリ

アフリー※化に向け支援します。 

関係各課 

住宅の耐震化に向け

た支援の充実 

地震等の災害対策の実施に対する補助制度を継続

し、住宅の耐震化の必要性・重要性について市民

へのさらなる啓発活動を実施します。 

都市整備課 

住宅リフォームの推

進 

住宅リフォーム工事に対する補助制度により、市

民が快適に暮らせる住宅環境づくりを推進しま

す。 

都市整備課 

空き家対策の推進 

匝瑳市空家等対策の推進に関する条例等に基づ

き、空き家対策を推進し、市民が安心・安全に暮

らすことができる生活環境の保全に努めます。 

都市整備課 
企画課 
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 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

木造住宅耐震診断費補助件数 
1 件／年 

※平成 30 年度末 
3 件／年 

 
 

 

3-3-4 子育てしやすい住環境の整備 

 取 組 方 針  

子育て世代が暮らしやすい住環境を整備し、若者の定住及び市外からの移住促進を

図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

子育て世代の住宅取

得の支援 

転入者マイホーム取得奨励金制度や住宅ローン金

利の引き下げを受けることができる「フラット35」

子育て支援型・地域活性化型、空き家バンク等の

活用を促し、子育て世代の住宅取得を支援します。 

企画課 

都市整備課 

子どもの遊び場の確

保 

子ども達が安心して遊ぶことのできる公園等の適

正管理及び確保に努めます。 

都市整備課 

福祉課 
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施策３－４ 安心・安全な地域づくりの推進 
 

 

地震、津波、豪雨等の自然災害等から市民の生命、身体及び財産を守るため、防災

体制の強化を図ります。必要な情報を的確に提供する情報伝達体制の充実及び急傾斜

地等の防災対策を推進します。 

また、犯罪のない安心・安全なまちづくりを進めるため、様々な機会を通じ防犯・

交通安全意識の向上を図り、市民、行政、警察等が連携して防犯・交通安全対策を進

めていきます。 

 

 

本市は自然災害や犯罪の発生率が低く、災害等に対して安全だと思う人の割合は６

割を超えています。しかしながら、令和元年台風第１５号・第１９号等による甚大な

被害が市内全域で発生しており、また、東日本大震災以降、津波の脅威に対する意識

が高まっている中で、災害発生時の安全対策がこれまで以上に求められています。 

そのため、万が一の災害発生に備え、危険箇所の災害防止対策を進め、災害発生時

に被害を最小限に食い止めるための準備を地域全体で推進していく必要があります。 

さらに、安心・安全な地域づくりのために、引き続き市民、団体、関係機関が連携

して地域の交通安全・防犯対策に取り組むことが重要です。 

図表-36 住んでいる地区が災害等に対して安全だと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

図表-37 交通事故、犯罪、火災の発生状況 
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3-4-1 防災対策の充実 

 取 組 方 針  

災害の発生予防及び被害軽減に向け、平常時における予防活動と災害発生時におけ

る応急対策及び迅速な復旧活動を可能にする体制の強化を図ります。また、津波を想

定した防災対策の推進を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

危機管理体制の強化 

災害発生時に迅速かつ的確な判断及び行動がとれ

るよう、庁内の危機管理体制の強化とマニュアル

等の整備とともに、より実効的な防災訓練を計画

し、継続的な実施を図ります。 

総務課 

急傾斜地崩壊対策の

充実 

土砂災害から市民の生命を守るため、危険箇所の

点検及び状況に応じた急傾斜地の崩壊防止対策を

推進します。 

建設課 

防災意識の高揚 

多くの市民の参加が得られるよう、防災訓練の内

容等を検討するとともに、防災訓練等を通じて、

市民の防災意識の高揚を図ります。 

総務課 

自主防災組織の活動

支援と連携強化 

自主防災活動を支える人材（防災士等）の育成や、

自主防災組織と地域の様々な団体との連携を強化

することにより地域防災力の強化を図ります。 

総務課 

避難所の機能強化 
生活必需品の備蓄、衛生環境の整備等、避難所の

機能強化を図ります。 
総務課 

防災行政無線の整備 

災害発生時の情報を迅速かつ的確に伝えるため、

戸別受信機の設置促進や保守について、広報紙や

ホームページ等を活用し推進します。 

総務課 

津波災害対策の推進 

津波防災意識の醸成や地域の防災力の向上を図る

とともに、関係機関と連携し、総合的な津波対策

を推進します。 

総務課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

防災行政無線戸別受信機設置数 
10,976 台 

※平成 30 年度末 
12,000 台 

災害等に対して安全だと思う市民の割合 
67.4％ 

※平成 30 年 7 月 
70.0％ 

施策の展開 
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3-4-2 消防・救急体制の強化 

 取 組 方 針  

火災発生防止のための啓発活動に努めるとともに、関係機関・団体等と連携しなが

ら、消防施設・設備及び救急救命対策の充実を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

消防設備等の充実 
各種消防施設の整備と消防装備の配備を計画的に

行います。 
総務課 

消防団及び消防組合

の活動支援 

消防団協力事業所表示制度の推進、必要な費用の

負担等、消防団及び消防組合の活動支援の充実に

努めます。 

総務課 

防火意識の普及・啓

発 

消防組合との連携により、「住宅用火災警報器」の

設置義務の周知をはじめ、市民の防火意識の普

及・啓発に努めるとともに、イベント時での広報

等、火災予防の普及・啓発に向けた取組を促進し

ます。 

総務課 

救急救命対策の充実 

消防組合との連携により、応急手当の普及を図る

とともに、ＡＥＤ※の設置を促進し、救命率の向上

を図ります。 

総務課 

消防団員の確保対策 
消防団員募集の広報・啓発の充実や、機能別消防

団員制度を導入し、消防団員の確保を図ります。 
総務課 

匝瑳消防署の建替え

整備の促進 

匝瑳市横芝光町消防組合基本構想に基づき、施設

の建替整備を促進します。 
総務課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

消防団員数 
652 人 

※平成 30 年度末 
685 人 

ＡＥＤ※設置台数 
102 台 

※平成 30 年度末 
115 台 

 
 

 

3-4-3 防犯体制の強化 

 取 組 方 針  

関係機関等と連携しながら、防犯活動の活性化及び防犯設備の整備・維持管理を促

進します。また、まちぐるみで地域を見守る体制づくりを推進し、意識の醸成を図り

ます。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

防犯に関する情報提

供と意識の醸成 

防犯対策の周知や犯罪に関する情報提供の充実、

地域・学校での防犯教室の実施を推進し、防犯意

識の醸成を図ります。 

環境生活課 

学校教育課 

まちぐるみ防犯活動

の促進 

警察署及び防犯協会との連携強化を図るととも

に、防犯活動を行う自主組織の育成支援に努め、

まちぐるみでの防犯活動を促進します。 

環境生活課 

防犯設備の整備 

夜間における犯罪、事故の発生を防ぐため、防犯

灯等の防犯設備の整備及び維持管理を推進しま

す。 

環境生活課 

防犯まちづくり推進

条例に基づく施策の

推進 

犯罪防止のため、自治体や関係機関、市民、事業

者等の役割や責務を定めた「防犯まちづくり推進

条例」に基づき、安全なまちづくりを推進します。 

環境生活課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

防犯活動を行う自主組織数 
14 団体 

※平成 30 年度末 
 

犯罪発生件数（認知数） 
168 件／年 

※平成 30 年度末 
 

 

 
 

 

3-4-4 交通安全対策の充実 

 取 組 方 針  

関係機関等と連携しながら、市民一人ひとりの交通安全意識の普及・啓発に努めま

す。また、誰もが安心して通行することのできる安全な道路環境づくりを推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

子どもや高齢者を対

象とした交通安全教

室の開催 

子どもや高齢者にわかりやすく、実際に役に立つ

知識を吸収してもらうため、交通安全教室の内容

等を工夫するとともに、教材等の充実を図り、交

通安全意識の普及・啓発に努めます。 

環境生活課 

安全な道路環境の整

備 

歩道整備及び道路拡幅を推進するとともに、交通

安全施設の点検・整備等、通行しやすい道路環境

の整備を推進します。 

環境生活課 

建設課 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

交通バリアフリー※

化の推進 

公共交通機関の車両や施設、道路施設等のバリア

フリー※化を推進し、高齢者や障害者等が安全に移

動できる環境を整備します。 

関係各課 

通学路の安全確保 

通学路にあたる道路の整備・拡幅を推進するとと

もに、地域住民による交通安全活動や街頭交通指

導等の活動を促進し、登下校時の児童生徒の安全

確保に努めます。 

環境生活課 

建設課 

学校教育課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

交通事故発生件数 
107 件／年 

※平成 30 年度末 
 

子ども・高齢者を対象とした交通安全教室参加人数 
2,919 人／年 
※平成 30 年度末 

3,000 人／年 
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基本目標４ 個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる 

     （教育・交流・移住・定住分野） 
 

施策４－１ 学校教育の充実 
 

 

子ども達の学ぶ意欲を育て、「生きる力」としての「確かな学力」「豊かな心」「健や

かな体」を育成するとともに、「郷土を誇りに思う心」をはぐくみます。 

また、情報化・グローバル化に対応した教育、特色ある学校づくりと一人ひとりの

状況に応じたきめ細かな指導及び支援を図ります。 

家庭や地域との連携を強化するとともに、子ども達が安全で安心して学ぶことがで

きる環境づくりを推進します。 

 

 

 

子ども達一人ひとりが、変化の激しいこれからの社会を生きる力を身に付け、進ん

で社会に貢献できるようになるためには、学校・家庭・地域が一体となって、豊かな

人間性と健やかな体の育成に取り組むとともに、きめ細かな指導と教育の質の向上等

により、基礎学力の定着と、自ら課題を見つけ進んで解決していくことができるよう

にする必要があります。 

また、一日のうち多くの時間を過ごす学校施設と通学路においては、子ども達の安

全を確保するための環境づくりを推進していく必要があります。 

 

 

図表-38 小学校・中学校の状況 
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施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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4-1-1 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の充実 

 取 組 方 針  

「生きる力」をはぐくむため、社会情勢に応じた教育の推進及び教職員の資質の向上

を図るとともに、充実した学習環境の中で、地域特性を活かした特色ある教育を進め

ます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

確かな学力の育成 

学力調査等により児童生徒の学力を把握し、状況

に応じた学習内容の工夫・検討を図るとともに、

各校の効果的な取組を市内の全校で共有できる仕

組みを構築し、また、家庭学習の定着を支援しま

す。 

学校教育課 

豊かで健やかな心身

の育成 

体育大会や学校保健・体育活動、様々な体験や道

徳教育、読書活動等を通じて、児童生徒の健康の

保持・増進と豊かな心の育成を図ります。 

学校教育課 

情報化に対応した教

育の充実 

情報機器を整備し、情報処理能力の向上を図ると

ともに、情報モラル※教育を推進することで、情報

化に対応した教育の充実を図ります。 

学校教育課 

グローバル化に対応

した教育の充実 

各中学校に外国人のＡＬＴ（外国語指導助手）を

配置し、英語科の授業で活用するとともに、小学

校の外国語教育においてＪＴＥ（日本人の英語指

導助手）を配置し、英語教育の推進を図ります。 

学校教育課 

学校における食育の

推進 

学校給食センターの見学や栄養士・調理員による

給食時間の講話、食に関する学習等を推進し、食

育に対する意識の醸成に努めます。 

学校教育課 

特色ある教育の推進 

各教科や総合的な学習の時間等を通して、郷土の

歴史や産業、伝統文化、環境保全等を学習し、特

色ある教育の推進を図ります。 

学校教育課 

キャリア教育※の推

進 

児童生徒一人ひとりのキャリア発達に必要な意

欲・態度や能力を育てるため、発達段階に即した

教育を各教科及び職場見学、職場体験等を通して

推進します。 

学校教育課 

少子化に対応した活

力ある学校づくり 

児童数の少ない学校において、行事等を複数の学

校で実施する等、少子化に対応した活力ある学校

づくりに努めます。 

学校教育課 

学校施設・設備の整

備 

安心・安全な学校生活環境を確保するため、学校

施設・設備の計画的な整備を推進します。 
学校教育課 

 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

教職員の資質向上 

現代的な課題を踏まえるとともに、地域に関連し

た内容を取り入れる等、研修内容の充実を図り、

教職員の資質向上に努めます。 

学校教育課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

自分には良いところがあると思う児童生徒の割合 
79.0％ 

※平成 30 年末 
85.0％ 

家で、学校の授業の予習・復習をしている児童生徒の

割合 

56.6％ 
※平成 30 年末 60.0％ 

運動やスポーツをすることが好きな児童生徒の割合 
88.0％ 

※平成 30 年末 
90.0％ 

 

 
 

 

4-1-2 きめ細かな指導体制と相談支援の充実 

 取 組 方 針  

一人ひとりの個性や能力、状況等に応じた指導ができる体制の充実を図るとともに、

悩みや不安等を気軽に相談できる体制づくりを推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

補助教員の配置 
きめ細かな指導を行うため、支援が必要であると

認められる学校、学級に補助教員を配置します。 
学校教育課 

サタデースクールの

充実 

公共施設を利用したサタデースクールの充実を図

るとともに、参加促進に努め、基礎的・基本的学

力の定着を図ります。 

学校教育課 

ライフサポートファ

イル※の活用 

特別な支援や配慮が必要な児童生徒の一貫した相

談指導を行うためのライフサポートファイル※を

児童生徒の保護者等に紹介し、活用の促進を図り

ます。 

福祉課 

学校教育課 

専門家による相談支

援の充実 

いじめや不登校等に悩む児童生徒や保護者に対

し、スクールカウンセラーや相談員等の専門家に

よる相談・指導等の支援の充実を図ります。 

学校教育課 

就学援助の実施 
経済的に就学困難な児童生徒の保護者に対し、学

校生活で必要な費用等の援助を行います。 
学校教育課 

 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

特別支援教育※の充

実【再掲】 

通常の学級において、すべての児童生徒に対して、

一人ひとりの教育的ニーズに合った適切な教育的

支援（インクルーシブ教育※）を図るとともに、障

害のある児童生徒に対する合理的配慮の適切な提

供を行います。 

学校教育課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

補助教員配置人数 
27 人 

※平成 30 年度末 
27 人 

スクールカウンセラー配置数（毎週配置） 
5 人 

※平成 30 年度末 
5 人 

 

 
 

 

4-1-3 家庭・地域との連携強化 

 取 組 方 針  

地域に開かれた学校を推進し、地域の人材や意見を積極的に学校教育の場に活用す

るとともに、ＰＴＡ活動の活性化を図り、家庭との連携体制の強化に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

地域人材の活用 
優れた知識や技術を有する地域の人材を、積極的

に学校教育に活用し、教育の充実を図ります。 
学校教育課 

学校資源の地域活動

への活用 

地域活動等に対し、学校体育施設の開放を推進し

ます。 

学校教育課 

生涯学習課 

学校開放の推進 

地域と学校の結びつきを強めるため、学校行事に

地域住民が参加できるよう工夫し、地域活動団体

と連携した学校行事の展開を推進します。 

学校教育課 

学校支援ボランティ

アの充実 

多くの市民の目で、子ども達を守り育てていくた

めに、学校支援ボランティアの充実を図ります。 
学校教育課 

ＰＴＡ活動の活性化 

ＰＴＡ会員の交流や活動事例の紹介等のほか、補

助金や活動場所の提供等を通して、ＰＴＡの自主

的な活動の活性化を図ります。 

生涯学習課 

 

 

 

施策の展開 
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 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

特別非常勤講師配置校数 
13 校 

※平成 30 年度末 
13 校 

学校支援ボランティア数 
264 人 

※平成 30 年度末 
360 人 

学校と家庭・地域との連携がなされていると思う市民
の割合 

67.4％ 
※平成 30 年 7 月 

70.0％ 

 

 
 

 

4-1-4 学校内外の安全の確保 

 取 組 方 針  

地域や家庭、関係機関等と連携しながら、子どもの安全を確保するための体制強化

を図るとともに、学校施設の長寿命化を進めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

学校内での犯罪・事

故防止対策の推進 

学校内の犯罪や事故の防止を図るため、より実践

的な防犯・事故防止マニュアルの策定・活用を推

進します。また、応急手当の裾野を広げるため、

教育現場におけるＡＥＤ※を活用した救命救急講

習の実施を図ります。 

学校教育課 

災害時の安全確保 

保護者や地域住民と連携しながら、地域の環境に

合った防災訓練・避難訓練を実施するとともに、

防災に関する知識の普及や災害時のための準備等

を行い、災害時の児童生徒の安全確保及び連絡体

制整備を図ります。 

総務課 

学校教育課 

登下校時の安全確保 

関係機関と連携しながら、見守り活動や不審者情

報の提供等を推進し、また、メール配信を通して、

登下校時の児童生徒の安全確保に努めるととも

に、連絡体制の整備を図ります。 

学校教育課 

「こども110番の家」

の強化 

各地区に設置されている「こども１１０番の家」

の周知を行うとともに、より深い連携構築を図り

ます。 

学校教育課 

学校施設の長寿命化 
学校施設の機能性及び安全性を確保するため、学

校施設の長寿命化を計画的に進めます。 
学校教育課 

 

施策の展開 
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 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

子ども達にとって安心して学ぶことができる場となっ
ていると思う市民の割合 

80.0％ 
※平成 30 年 7 月 

85.0％ 

小中学校トイレ大規模改修事業実施校 
4 校 

※平成 30 年度末 
13 校 
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施策４－２ 生涯学習・生涯スポーツの推進と青少年の健全育成 
 

 

市民のニーズを踏まえた多様な生涯学習・生涯スポーツ活動の機会を提供するとと

もに、その成果を適切に活かすことのできる環境の充実を図ります。 

また、青少年の健全育成に携わる活動組織の自主的な活動を支援するとともに、家

庭、学校、地域等と連携して青少年の健全育成を図ります。 

 

 

 

市民意識調査によると、現在、生涯学習としての習い事や趣味の活動に参加してい

る人の割合は約２割となっていますが、今後、参加したいと思っている人は５割を超

えており、ニーズは高く、多くの市民に生涯学習の機会を提供するよう努めていく必

要があります。 

生涯学習や生涯スポーツを通じた交流は、一人ひとりの生きがいづくりだけではな

く、地域コミュニティの育成や青少年の健全育成にもつながることから、生涯学習・

生涯スポーツ意欲を実践に移すことができるよう、学習の提供や学習活動における指

導者、ボランティアの育成、活動できる場の確保等、楽しく学べる環境づくりが必要

です。 

 

 

 

図表-39 余暇活動への参加状況及び参加意向 
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市や地域のスポーツ・文化活動

地域の伝統や文化を継承する活動

他市町村や外国人との交流活動

生涯学習としての習い事や趣味

資料：平成30年（2018年）市民意識調査

％

〈今後参加したいですか〉

24.9

19.6

4.5

20.2

68.6

72.6

86.1

72.7

7.9

9.4

0 20 40 60 80 100

市や地域のスポーツ・文化活動

地域の伝統や文化を継承する活動

他市町村や外国人との交流活動

生涯学習としての習い事や趣味

はい いいえ 無回答

％

〈現在参加していますか〉

6.5

7.0

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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4-2-1 生涯学習の推進 

 取 組 方 針  

多様化するニーズに応じた生涯学習の機会の充実を図るとともに、活動の成果を発

表する場の充実に努め、市民の自主的な活動の促進を支援します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

各種講座・教室の充

実 

市民の学習ニーズを把握しながら各種講座・教室

や出前講座の充実に努めるとともに、幅広い市民

が参加しやすい講座・教室の開催に努めます。 

生涯学習課 

活動成果を発表する

場の充実 

生涯学習への意欲の醸成を図るため、活動の成果

を発表する場の充実に努めます。 
生涯学習課 

自主的な活動の促進 

市民の自主的な活動を促進するため、サークル活

動に対し支援するとともに、様々な情報提供や活

動の場の充実、活動紹介等を行います。 

生涯学習課 

図書館の充実 
市民のニーズに応じた図書館の蔵書の充実及び機

能強化を図り、読書の普及促進に努めます。 
生涯学習課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

公民館講座開催回数・参加者数 
  280 回／年 
3,428 人／年 
※平成 30 年度末 

  290 回／年 
3,600 人／年 

生涯学習センター講座開催回数・参加者数 
   70 回／年 
1,102 人／年 
※平成 30 年度末 

   75 回／年 
1,200 人／年 

図書館利用者数・貸出冊数 
 53,317 人／年
270,258 冊／年 
※平成 30 年度末 

 58,000 人／年
300,000 冊／年 

 
 

 

4-2-2 生涯スポーツの振興 

 取 組 方 針  

施設の整備及び有効活用を図ることで、生涯スポーツ及びレクリエーションの活動

拠点を確保し、気軽に楽しむことのできる環境づくりに努めるとともに、スポーツに

関わる人材の発掘・育成を図ります。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

スポーツ・レクリエ

ーション施設の整備

と活用 

スポーツ・レクリエーション施設の安全かつ快適

な利用に向けた維持管理に努めるとともに、パー

クゴルフ場をはじめとしたスポーツ施設の有効活

用に努めます。 

生涯学習課 

スポーツ大会・教室

と生涯スポーツの充

実 

各種スポーツ大会や体験活動等の各種イベントや

スポーツ教室の充実と参加促進を図るとともに、

「市民一人 1 スポーツ」を目指し、いつでも誰で

も気軽に参加できる生涯スポーツの促進を図りま

す。 

生涯学習課 

スポーツ推進計画の

策定 

スポーツ・レクリエーション活動を推進するため、

スポーツ推進計画を策定します。 
生涯学習課 

自主的な活動の促進 

【再掲】 

市民の自主的な活動を促進するため、サークル活

動に対し支援するとともに、様々な情報提供や活

動の場の充実、活動紹介等を行います。 

生涯学習課 

総合型地域スポーツ

クラブ※の運営支援 

新たな総合型地域スポーツクラブ※の設立を視野

に入れながら、関係団体等と連携して、既存クラ

ブの運営支援及び活性化を図ります。 

生涯学習課 

指導者の発掘・育成 
関係団体と連携しながら、研修会や講習会を実施

し、指導者の発掘・育成を推進します。 
生涯学習課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

スポーツ教室への参加者数 
4,660 人／年 
※平成 30 年度末 

5,000 人／年 

パークゴルフ場利用者数 － 24,000 人／年 

 
 

 

4-2-3 青少年の健全育成 

 取 組 方 針  

青少年の健全育成に携わる活動組織の自主的な活動を支援するとともに、多様な主

体が連携し、あらゆる場面や機会を通じて青少年を見守る体制づくりに努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

青少年団体活動の活

性化 

青少年活動を行う団体等に対する活動支援の充実

と団体相互の連携を促進します。 
生涯学習課 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

スポーツ・体験活動

の推進と参加促進 

「カローリング」等のニュースポーツや「ボッチ

ャ」等の障害者スポーツの体験を推進します。ま

た、自然観察会、親子料理教室等を引き続き行う

とともに、通学合宿事業の充実を図り、活動への

参加を呼びかけ、子ども達の健全育成を図ります。 

生涯学習課 

情報モラル※教育の

推進 

インターネットやＳＮＳ※等の利用における情報

モラル※教育を小学生から計画的に行います。 
学校教育課 

家庭の教育力の向上 

家庭の教育力の向上を図るため、幼稚園や小中学

校において家庭教育学級を開設し、参加を促進し

ます。 

生涯学習課 

見守り指導体制の強

化 

ＰＴＡや青少年相談員、地区社会福祉協議会等と

連携しながら、地域全体で青少年を見守り、指導

していく体制を強化します。 

生涯学習課 

学校教育課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

青少年体験活動参加者数 
810 人／年 

※平成 30 年度末 
1,000 人／年 

家庭教育学級一人あたりの参加数 
2.43 回／年 

※平成 30 年度末 
3 回／年 
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施策４－３ 地域文化の振興 
 

 

心の豊かさや暮らしに潤いをもたらす芸術文化にふれあう機会を提供するとともに、

各種団体による自主的な芸術文化活動を支援します。 

また、地域の歴史と風土に根ざした文化資源を地域文化の振興に活用しつつ後世に

伝えていくため、各種団体と連携しながら有形・無形の貴重な歴史文化遺産の保護・

活用に努めます。 

 

 

 

近年では、自然環境や文化財への価値が見直され、地域資源や貴重な観光資源とし

て、また地域の誇りとして再認識されてきています。本市には歴史的建造物や地域に

根ざした祭り等、数多くの有形・無形の文化財が存在し、市民の誇りとなっており、

市民意識調査では、地域の伝統や文化に対する愛着を感じる人の割合が６割となって

います。 

本市の貴重な文化財や地域に根付いた身近な伝統文化を大切にし、後世に伝えてい

くための意識の醸成及び保存活動の促進を図るとともに、地域に愛着を感じることが

できるよう、その価値を広くＰＲしていく必要があります。 

 

 

図表-40 地域の伝統や文化に愛着を感じているか 
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全く感じていない 無回答

資料：平成22年（2010年）、平成27年（2015年）、平成30年（2018年）市民意識調査

％

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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4-3-1 芸術文化にふれあう機会の充実 

 取 組 方 針  

市民の自主的な活動に対する支援の充実を図るとともに、優れた芸術文化にふれる

機会の充実及び参加促進を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

芸術文化活動団体の

活動支援 

芸術文化活動団体の活動の活性化に向け、団体相

互の連携促進及び活動支援を図ります。 
生涯学習課 

活動成果の発表の場

の充実 

市民の芸術文化活動の成果を発表する場を充実さ

せ、活動意欲の醸成と相互の交流を促進します。 
生涯学習課 

芸術文化を鑑賞する

機会の充実 

芸術文化イベントを開催し、市民が優れた芸術文

化を鑑賞することのできる機会の充実に努めま

す。 

生涯学習課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

文化団体数  
54 団体 

※平成 30 年度末 
60 団体 

文化祭来場者数 
2,366 人／年 
※平成 30 年度末 

2,400 人／年 

 
 

 

4-3-2 歴史的建造物・文化財の保全とＰＲ 

 取 組 方 針  

有形・無形の文化財に対する意識の醸成を図り、地域の財産としてその保全とＰＲ

に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

歴史文化財を活用し

たイベントの充実 

地域の歴史や文化財に対する意識の醸成を図るた

め、歴史的建造物等を活用した文化イベントの開

催や歴史・文化にふれることのできる機会を提供

します。 

生涯学習課 

文化財の保全・ＰＲ 

指定文化財の保存・修理及び本市にある文化財指

定外の貴重な歴史文化遺産の保全に努めるととも

に、文化財資源の情報を市内外に発信します。 

生涯学習課 

施策の展開 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

文化財ガイドボラン

ティアの育成・活用 

地域の文化財を紹介するガイドボランティアを育

成し、積極的に活用していくことで、本市の文化

財の価値に対する認識を広めます。 

生涯学習課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

文化財指定（登録）数 
80 件 

※平成 30 年度末 
 

文化財ガイドボランティア登録者数  
4 人 

※平成 30 年度末 
6 人 

 
 

 

4-3-3 伝統文化の継承促進 

 取 組 方 針  

古くから伝えられる地域に根付いた文化の継承を促進するため、後継者の育成に努

めるとともに、その価値を広く市内外に周知していきます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

活動の活性化と後継

者の育成 

伝統文化の継承・保存活動に対する支援を行い、

活動の活性化を図るとともに、高齢化している担

い手の後継者の育成を図ります。 

生涯学習課 

伝統文化に対する意

識の高揚 

多くの市民が伝統文化にふれることのできる場を

充実させ、伝統文化に対する意識の高揚を図りま

す。 

生涯学習課 

伝統文化のＰＲの推

進 

観光分野と連携しながら、木積の「ふじ祭り」や

「箕づくり」等、本市の伝統文化のＰＲを推進し、

その価値を市内外に広めます。 

生涯学習課 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

伝統文化保存団体数 
13 団体 

※平成 30 年度末 
 

地域の伝統や文化に愛着を感じている市民の割合 
60.0％ 

※平成 30 年 7 月 
70.0％ 

施策の展開 
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施策４－４ 男女共同参画の促進 
 

 

家庭、学校、地域等のあらゆる場において、男女がその個性と能力を十分に発揮す

ることができる地域社会の実現に向けた取組を推進します。 

また、男女が共に、仕事と家庭生活や地域活動を両立できるワーク・ライフ・バラ

ンス※の推進を図ります。 

 

 

 

男女共同参画に対する理解やその重要性に対する認識は高まってきているものの、

地域社会における慣習・慣行には、依然として性別による固定的な役割分担意識が残

っています。 

男性も女性もお互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、あらゆる分野でその個

性と能力を十分に発揮することができる社会の実現に取り組んでいく必要があります。 

そのためには、男女共同参画意識の醸成に加えて、市民や地域活動団体、事業者等

の主体的な行動を促す環境づくりと具体的支援を推進していく必要があります。 

 

 

 

図表-41 普段の生活や社会全体の中での男女平等に関する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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どちらかといえば女性のほうが優遇 わからない

無回答

資料：平成30年（2018年）市民意識調査
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4-4-1 男女共同参画意識の醸成と推進体制の充実 

 取 組 方 針  

男女共同参画に関する学習機会の充実や意識啓発を推進し、地域における男女共同

参画を推進するための体制の充実を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

男女共同参画意識の

把握と向上 

男女共同参画に関する市民意識の把握に努めると

ともに、講演会等を開催し、男女共同参画意識の

向上に努めます。 

企画課 

固定的性別役割分担

等の是正に関する意

識啓発 

慣習・慣行等にある固定的な性別役割分担意識や

男女差別の是正に関する意識啓発・学習機会の充

実を図ります。 

企画課 

男女共同参画推進体

制の充実 

関係機関と連携しながら、地域における男女共同

参画施策の推進を図ります。 
企画課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

社会全体において男女が平等になっていると思う市民
の割合 

17.4％ 
※平成 30 年 7 月 

25.0％ 

 
 

 

4-4-2 誰もが能力を発揮できる地域社会づくりの推進 

 取 組 方 針  

関係機関との連携を強化し、家庭や地域、職場等において、性別にかかわらず、個

人が持つ能力を十分に発揮することができる地域社会づくりを促進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

方針決定過程への女

性参画の拡大 

積極的改善措置※（ポジティブ・アクション）を推

進し、あらゆる場面の意思決定の場において男女

の均等な参画を促進します。 

企画課 

家庭や地域、職場に

おける男女共同参画

の促進 

家庭や地域活動、職場等において、男女が共に能

力を発揮し、責任を果たしていくことができる環

境整備を促進します。 

企画課 

産業振興課 

 

施策の展開 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

就労の再チャレンジ

支援の推進 

県等の関係機関と連携し、育児や介護等により一

旦離職した人が、希望に沿った再就職・起業等が

実現できる再チャレンジ支援を推進します。 

産業振興課 

企画課 

働き方改革の促進

【再掲】 

仕事と生活の調和のとれた生活が送れるようワー

ク・ライフ・バランス※の考え方を広く啓発し、市

内事業所へ浸透させることにより、事業所の働き

方の改革につながるよう働きかけを行います。 

産業振興課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

審議会・委員会の女性委員比率 
22.6％ 

※平成 30 年 4 月 
30.0％ 
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施策４－５ 移住・定住及び多様な交流の促進 
 

 

豊かな自然と住み良い生活環境が広がる本市の良さを知ってもらい、魅力を感じて

もらえるよう、シティプロモーション活動を推進するとともに、移住・定住につなが

る支援や、きめ細かな情報の発信、相談体制の充実、多様な交流の促進を図ります。 

 

 

 

人口減少を抑制し、地域の活力を維持・活性化していくためには、移住・定住の促

進とともに、地域の魅力向上を図り、多様な交流を促進し、新しい人の流れを創り出

していくことが重要です。 

ＵＩＪターン※希望者に対するきめ細かな情報の提供や相談できる機会の確保、また、

多様化する都市住民の趣向等に対応した多様な交流促進が求められます。 

 

図表-42 定住意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-43 人口減少に歯止めをかけるために取り組むべき施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.7

41.0

29.7

33.6

7.7

8.0

17.8

13.7

2.9

1.2

0 20 40 60 80 100

平成27年（2015年）

平成30年（2018年）

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい

どちらかといえば住み続けたくない 住み続けたくない

どちらともいえない 無回答

％

資料：平成27年（2015年）、平成30年（2018年）市民意識調査

3.1

2.5

71.7

40.0

37.1

32.8

29.6

24.7

7.0

2.2

2.5

4.0

0 20 40 60 80

若者の働く場の確保と雇用の創出

子育て家庭に対する支援の充実

利便性が高く、安全で快適な生活環境の整備

結婚や出産に対する支援の充実

若者のＵターン・Ｉターン促進に向けた取組の充実

移住・定住に対する各種支援の充実や積極的な…

まちに対する愛着や誇りの醸成

その他

特にない、わからない

無回答

資料：平成30年（2018年）市民意識調査

％

移住・定住に対する各種支援の充実や積極的な

働きかけ

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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4-5-1 移住・定住に対する支援の充実 

 取 組 方 針  

移住の促進を図るとともに、移住者の受け入れに向けた環境づくりや定住に関する

情報の発信を行います。若者の定住が可能となるよう結婚への支援、就労の場づくり

を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

転入者に対する助成

制度の充実 

新築又は中古住宅を取得した転入者に奨励金を交

付する等、移住希望者に対する助成制度の充実を

図ります。 

企画課 

空き家バンクの充実 
空き家バンクへの積極的な登録を促進し、移住及

び定住希望者への情報発信を図ります。 

企画課 

都市整備課 

移住者を受け入れる

環境づくり 

住宅等の暮らしに関する総合的な相談体制の強化

等、移住者をスムーズに受入れるための環境づく

りを推進します。 

企画課 

シティプロモーショ

ン活動の推進 

新たな定住先として選択されるよう、魅力あるま

ちづくりに取り組むとともに、住宅、生活、雇用

等の情報の幅広い世代に向けた効果的な情報発信

を行います。 

企画課 

産業振興課 

婚活に対する支援制

度の充実 

男女の出会いの場の提供や婚活サポーターの確保

を図り、出会い創出事業の充実を図ります。 
企画課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

転入者マイホーム取得奨励金を活用した転入者数 
508 人 

※平成 30 年度末 
1,018 人 

空き家バンク成約物件数 
13 件 

※平成 30 年度末 
28 件 

出会いの場参加者数 
68 人／年 

※平成 30 年度末 
80 人／年 

婚活サポーター数 
4 人 

※平成 30 年度末 
10 人 

 

 

施策の展開 
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4-5-2 多様な交流の促進 

 取 組 方 針  

国際交流団体の活動の活性化を図るとともに、各種団体が行う交流活動を支援しま

す。また、外国人や都市住民が滞在しやすい環境づくりに努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

国際交流団体の活動

支援 

語学教室や在住外国人との交流活動を推進する国

際交流団体の活動に対する支援を行うとともに、

新しい交流イベントを実施する等、国際交流のさ

らなる充実を図ります。 

企画課 

自治体間交流の促進 

気候風土や地域性の異なる国内外の自治体等との

交流を推進し、様々なイベントや体験活動等を通

じた市民同士の交流促進を図ります。 

企画課 

産業振興課 

外国人や都市住民の

受入体制の整備 

外国語での情報発信や外国人や都市住民を対象と

した交流イベントの実施等、外国人や都市住民が

立ち寄りやすい環境づくりを推進します。 

企画課 

産業振興課 

地域を支える関係人

口※づくり 

地域や地域の人々と多様な形で関わり、地域づく

りの担い手となることが期待できる関係人口※を

増やす取組を検討・推進します。 

企画課 

関係各課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

他市町村や外国の人達と交流活動をしている市民の割
合 

4.5％ 
※平成 30 年 7 月 

5.0％ 

国際交流協会事業参加者数 
712 人／年 

※平成 30 年度末 
750 人／年 

 

 

 

 

 

施策の展開 



128 

基本目標５ 市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる 

     （市民協働・行財政分野） 
 

施策５－１ コミュニティの育成と市民との協働によるまちづくりの推進 
 

 

地域社会の連帯感のさらなる醸成と地域づくり活動の活性化を図るため、コミュニ

ティの育成や施設の整備、地域活動団体の活動支援の充実を図ります。 

また、市民、地域活動団体及び企業等の多様な主体が協働への理解を深め、積極的

にまちづくりに携わることができる環境づくりを進めます。 

 

 

 

本市は、もともと地域の連帯感が強い土地柄ですが、時代とともに地域における結

びつきや近隣関係の希薄化も進んでいることから、コミュニティセンター等の拠点施

設の有効活用を促進しながら自主的な活動を支援するとともに活動を牽引するリーダ

ーを育成し、コミュニティ活動の活性化を図っていくことが必要です。 

また、地域が抱える課題や市民ニーズは多様化し、行政だけで対応するのは難しく

なってきています。このような状況の中、市民、地域活動団体、行政をはじめとする

多様な主体が積極的にまちづくりに携わることで、様々な活力がまちづくりに活かさ

れ、行政だけでは対応が困難な課題を解決に導いていくものと考えます。多様な主体

がこれまで以上に連携を深め、お互いの立場を理解、尊重し、得意分野で力を出し合

い、地域の特性を活かした協働によるまちづくりを着実に推進していくことが重要で

す。 

 

 

図表-44 コミュニティの育成と交流活動の促進 
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19.1
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4.2
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無回答

％
〈満足度〉

11.9

37.8

13.0

4.7

24.7

7.9
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重要

どちらかといえば重要

どちらかといえば重要ではない

重要ではない

わからない

無回答

資料：平成30年（2018年）市民意識調査

％
〈重要度〉

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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5-1-1 地域づくり活動の活性化支援 

 取 組 方 針  

自主的な地域活動が活発に行われるための環境づくりを推進するとともに、市民が

気軽に参加できるための情報提供及び機会の創出を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

地域活動団体に対す

る支援 

地域づくり活動の活性化を図るため、地域振興協

議会等、地域活動団体に対する助成を行うととも

に、活動を牽引するリーダーの養成を支援します。 

環境生活課 

団体同士の連携促進 

地域活動団体に関する情報提供や団体同士の交流

機会の創出を図り、連携した地域づくり活動の活

性化を図ります。 

環境生活課 

地域活動への参加促

進 

市民が地域活動に気軽に参加できるよう、世代間

交流や地域間交流の機会を充実させ、地域活動や

イベント等に関する情報提供を充実させます。 

環境生活課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

地域づくり活動へ参加している市民の割合 
37.1％ 

※平成 30 年 7 月 
38.5％ 

 
 

 

5-1-2 コミュニティの育成及び施設の整備・活用 

 取 組 方 針  

コミュニティの育成支援の充実を図るとともに、老朽化が進むコミュニティ施設の

改修・整備を促進し、施設の有効活用を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

コミュニティの育成

支援の充実 

地域課題の解決やコミュニティの活性化につなが

るよう市民協働の視点から支援制度の充実を図り

ます。 

環境生活課 

市民ふれあいセンタ

ーの充実 

コミュニティの拠点機能を持つ市民ふれあいセン

ターの施設・設備の充実や計画的な改修を進めま

す。 

福祉課 

施策の展開 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

地区コミュニティセ

ンターの活用 

市内９地区に整備されている地区コミュニティセ

ンターの有効活用及び適正な管理を推進します。 
環境生活課 

集会施設の改修支援 
自治会が設置する各地区の集会施設について、老

朽化に伴う改修を支援します。 
環境生活課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

地区コミュニティセンター利用者数 
19,730 人／年 
※平成 30 年度末 

19,000 人／年 
以上の維持 

 
 

 

5-1-3 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

 取 組 方 針  

市民提案型事業等の活用やまちづくりを担う人材及び組織の育成を図りながら、多

様な協働のかたちによるまちづくりを推進します。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

市民協働の推進 

地域の活性化や課題の解決へ向けた市民提案型事

業の活用のほか、協働に関する事業の紹介や人材

育成を促進するための支援等により協働のまちづ

くりを推進します。 

環境生活課 

関係各課 

高校生等の若者が参

画する市民協働事業

の推進 

高校生をはじめとする若者が参画する事業の促進

と支援を図ります。また、市の事業等を高校生に

紹介する出前講座等の実施により、まちづくりへ

の意見の提案等ができる環境づくりを推進しま

す。 

環境生活課 

企画課 

生涯学習課 

地域活動組織・リー

ダーの育成 

地域活動を担うＮＰＯ※法人や各種団体、活動を牽

引するリーダーの育成を図ります。 
環境生活課 

地域の人材が活躍で

きるボランティア制

度の充実 

ボランティア連絡協議会や市民活動サポートセン

ター等と連携して、市民活動団体を把握・データ

ベース化するとともに、情報提供や相談機能を充

実させ、市民活動を支援します。 

環境生活課 

計画段階からの市民

参画の推進 

公募等による市民参加やパブリックコメント※の

実施等により計画段階からの市民参画を推進しま

す。 

総務課 

 

施策の展開 
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取組 取組の概要 主管課 

市職員の地域活動へ

の参加促進 

市職員が地域住民の一人として積極的に地域活動

に参加し、地域ニーズの把握と協働に向けた連携

体制の強化を図ります。 

総務課 

環境生活課 

協働による平和事業

の推進 

平和都市宣言の趣旨を広く市民に普及していくた

め、市民との協働による平和事業を推進します。 
総務課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

協働によるまちづくりが推進されていると思う市民の
割合 

24.2％ 
※平成 30 年 7 月 

28.5％ 

市民提案型事業採択団体数 
4 団体／年 

※過去 2年間の平均 
5 団体／年 

地域振興活動へ参加している市民の割合 
6.5％ 

※平成 30 年 7 月 
7.0％ 

パブリックコメント※実施回数・提出意見数 
5 回／年 
5 件／年 

※平成 30 年度末 

 5 回／年 
15 件／年 
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施策５－２ 市民にわかりやすいまちづくりの推進 
 

 

効果的な手段により行政の有する情報を積極的に公開・発信するとともに、市民の

意見を聴く機会の充実を図り、市政の方向性や地域課題を市全体で共有して、市民に

わかりやすいまちづくりを推進します。 

 

 

 

広報そうさを見ている人は９割以上いるのに対し、市ホームページを見ている人は

３割程度にとどまっています。即時性や情報提供能力の高い市ホームページの閲覧率

を高め、情報共有の有効なツールとして活用していくことが必要です。 

市民と行政が共にまちづくりを進めていくためにも、市政情報をわかりやすく市民

に周知するとともに、幅広い年齢層及び分野の市民から、多くの意見を聴くことが必

要です。 

 

 

 

図表-45 市の広報紙（広報そうさ）について      図表-46 市のホームページについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも見ている

70.4%

ときどき見ている

20.7%

あまり見ていない

5.4%

無回答

0.2%

資料：平成30年（2018年）市民意識調査

まったく見ていない 3.3%
いつも見ている

5.0%

ときどき見ている

25.4%

あまり見ていない

24.4%

まったく見ていない

44.1%

無回答

1.0%

資料：平成30年（2018年）市民意識調査

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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5-2-1 市民に役立つ情報提供の推進 

 取 組 方 針  

まちづくりに関する情報をわかりやすく提供していくとともに、迅速かつ適正な情

報公開を進め、透明性の高い市政運営に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

わかりやすい行政情

報の提供 

市の現状や取組状況等の行政情報について、引き

続き広報紙や市ホームページ、出前講座等でわか

りやすく情報提供していきます。 

秘書課 

生涯学習課 

市民との意見交換の

場の充実 

まちづくり座談会等に参加する機会の周知を図

り、市民と行政が意見交換することができる場の

充実を図ります。 

秘書課 

政策決定過程の公開 
審議会における審議結果等、政策決定過程を市ホ

ームページに公表します。 
総務課 

情報公開制度の活用

促進 

迅速かつ適正な情報公開を推進するとともに、情

報公開制度の目的や趣旨、方法等を周知し、制度

の有効活用を促進します。 

総務課 

財政情報の共有と透

明性の確保 

市ホームページや広報紙等に市の財政状況をわか

りやすく掲載し、市民との情報共有及び財政運営

の透明性の確保を図ります。 

財政課 

情報提供方法の工夫 

市民が市政情報を積極的に取得することができる

よう、情報提供の工夫に努めます。また、民間事

業者が提供するサービスを積極的に活用する等、

様々な手法により情報提供を図ります。 

秘書課 

関係各課 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

市ホームページ閲覧数 
1,336,387 回／年 
※平成 30 年度末 

1,555,000 回／年 

会議結果を公開している審議会等の数 
51 組織 

※平成 30 年度末 
60 組織 

 
 

 

5-2-2 議会の活性化 

 取 組 方 針  

開かれた議会活動の推進と議員活動の活性化を図るため、議会内容を広く市民に伝

え、積極的な情報提供に努めるとともに、議員の活動基盤の充実を図ります。 

施策の展開 

施策の展開 
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 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

開かれた議会の推進 

議会の内容を広く市民に伝えるため、議会だより

やインターネット中継等の情報発信を充実させ、

開かれた議会を推進します。 

議会事務局 

調査・研究活動に対

する支援 

議員活動の充実を図るため、透明性を確保しなが

ら、市政に関する調査・研究活動に対する支援を

行います。 

議会事務局 

 

 数 値 目 標  

指 標 現状 
目標 

（令和５年度） 

会議傍聴人数 
114 人／年 

※平成 30 年度末 
120 人／年 

議会インターネット中継アクセス件数 
16,055 件／年 
※平成 30 年度末 

16,100 件／年 
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施策５－３ 持続可能な行財政運営の推進 
 

 

行政を取り巻く社会経済環境が変化する中で、新たな行政課題に対応し、将来にわ

たって持続可能な行財政運営を図るため、行財政改革に取り組み、真に必要な公共サ

ービスを効果的かつ効率的に行う行財政運営を推進します。 

また、情報通信技術（ＩＣＴ※）を活用した電子自治体※を推進し、様々な分野で市

民サービスの向上に取り組みます。 

 

 

 

本市ではこれまで、組織機構や事務事業の見直し等に努めており、一定の成果をあ

げているものの、人口減少により市税収入の伸びが見込めないことと併せて、地方交

付税についても令和２年度（2020 年度）に合併算定替※が終了することから、今後、

さらに厳しい財政状況が想定されます。持続可能な行財政運営のためにも、的確な財

政見通しと経営的な視点を持ち、今まで以上に歳入の確保、経費の削減、事業の重点

的・効率的な実施等を図る必要があります。 

また、市民意識調査の結果をみると、市の行財政改革の取組の中で、「事務手続きを

簡略化・スピード化する」が最も重要視されていることから、ＡＩ※（人工知能）及び

ＲＰＡ※（ロボティック・プロセス・オートメーション）といった技術の活用も視野に

入れながら、市民サービスのさらなる向上を図っていく必要があります。 

 

 

図表-47 市の行財政改革の取組で重要なこと 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

48.8

35.3

32.9

31.4

26.3

17.4

15.1

3.5

6.2

0 10 20 30 40 50 60

事務手続きを簡略化・スピード化する

事務事業を合理化する

職員給与・定員の適正な管理を行う

職員の能力を向上させる

市民との情報共有を推進する

施策・事業の評価・点検を行う

自主財源を確保する

その他

無回答

資料：平成30年（2018年）市民意識調査

％

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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5-3-1 歳入確保対策の推進 

 取 組 方 針  

税をはじめとする自主財源の確保や市有財産の有効活用等に向けた取組を推進し、

財政基盤の強化のため歳入確保に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

地域産業の振興によ

る税収増 

企業誘致条例等のＰＲに努め、企業誘致や市内事

業者の業績向上等を支援し、税収の増加を図りま

す。 

産業振興課 

税務課 

自主財源の確保 

税や使用料等の収納率の向上や受益者負担の適正

化、ふるさと納税の推進、有料広告収入等により、

財源の確保に努めます。 

財政課 

税務課 

企画課 

関係各課 

 

 
 

 

5-3-2 事務事業の合理化・効率化と経費節減 

 取 組 方 針  

第４次行政改革大綱等に基づき、行財政運営の一層の合理化・効率化を推進すると

ともに、経費の節減を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

第４次行政改革大綱

の推進 

新たな行政課題に対応し、将来にわたって持続可

能な行政運営への転換を図るため、第４次行政改

革大綱を推進します。 

総務課 

第２次財政健全化計

画に基づく財政運営

の健全化 

第４次行政改革大綱との調整を図りながら、第２

次財政健全化計画の推進による財政運営の健全化

を図ります。 

財政課 

公共施設等総合管理

計画の推進 

本市の公共施設等の管理に関して、総合的・戦略

的に取り組み、公共施設等総合管理計画を推進し

ます。 

財政課 

事務事業見直しの推

進 

行政の役割や公平性の確保、効率的な実施等につ

いて、多角的な視点により評価しながら、事務事

業の見直しや整理・合理化を推進します。 

企画課 

総務課 

 

施策の展開 

施策の展開 
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5-3-3 効率的かつ柔軟な運営体制の強化 

 取 組 方 針  

市民ニーズや特定の行政課題に柔軟に対応できる運営体制を強化するとともに、民

間的視点を活かし、効率的かつ質の高いサービスの提供に努めます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

組織機構の見直しと

適正配置 

市民ニーズや国の制度改革に柔軟に対応でき、か

つ、効率的な行政運営に向け、組織機構の見直し

及び職員の適正配置を図ります。 

総務課 

組織横断的な体制づ

くり 

特定の行政課題に柔軟に対応できるよう、組織横

断的な体制づくりを推進します。 

総務課 

関係各課 

民間活力の活用 
効率的な行政運営を図るため、指定管理者制度等

の民間的視点による行政手法の導入に努めます。 

総務課 

財政課 

企画課 

 

 
 

 

5-3-4 職員の資質向上の推進 

 取 組 方 針  

職員研修の充実を図るとともに、能力を最大限発揮することのできる職場環境を整

備することにより、質の高い業務の遂行を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

職員研修の充実と自

己啓発の促進 

職員の政策形成能力及び業務遂行能力の向上を図

るため、職員研修を充実させるとともに、自己啓

発に向けた自主的な取組を促進します。 

総務課 

意欲と能力を引き出

す仕組みの構築 

職員の意欲と能力を引き出す仕組みとして、職員

提案制度等を推進します。 
総務課 

複線型人事管理の推

進 

人事異動等を通じて幅広い職務分野を担う人材を

育成するとともに、特定の職務分野に精通した職

員を計画的に育成する複線型の人事管理を推進し

ます。 

総務課 

 

施策の展開 

施策の展開 
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5-3-5 電子自治体の推進 

 取 組 方 針  

情報セキュリティの確保に十分留意しながら、情報通信技術を活用した電子自治体※

の構築を推進することにより、業務の効率化及び市民サービスの向上を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

業務の標準化の推進 

業務の標準化を推進し、システム運営経費を抑制

するとともに、行政事務の効率化を図ります。ま

た、定型業務のＲＰＡ※（ロボティック・プロセス・

オートメーション）化の導入について検討します。 

企画課 

情報セキュリティ対

策の強化 

情報セキュリティポリシーに基づき、情報管理に

対する知識の習得と意識向上を図ります。 
企画課 

ＩＣＴ※部門の業務

継続計画の策定 

災害発生時等の非常時優先業務の円滑な遂行を確

保することを目的として、ＩＣＴ※部門の業務継続

計画を策定します。 

企画課 

オープンデータ※の

推進 

公共データのオープン化を推進し、行政の透明

性・信頼性の向上、行政の高度化・効率化、市民

や民間企業との連携を図ります。 

企画課 

 

施策の展開 
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施策５－４ 広域行政の推進 
 

 

日常生活圏の拡大や経済活動の広域化に伴う様々な行政需要や課題に対し、近隣自

治体及び国・県と連携・協力しながら、その解決に向けて取り組みます。 

 

 

 

人口減少と少子高齢化が進む中、市民の日常生活圏が行政区域を越えて拡大し、ま

た、行政需要の多様化・高度化により市単独での解決が困難な課題が増える等、広域

連携による対応や課題解決の必要性が高まっています。 

今後も、広域的な行政課題に適切に対応するため、近隣自治体との連携を図り、効

率的な事務事業の実施に努めるとともに、国や県、共通課題を持つ他自治体等との連

携を強化しながら、共同による調査研究及び事業実施に取り組み、多様化・高度化し

た市民ニーズに的確に対応していく必要があります。 

 

 

 

図表-48 本市が加入している一部事務組合等 

名  称 構成団体 内  容 

匝瑳市横芝光町消防組合 匝瑳市、横芝光町 消防 

匝瑳市ほか二町環境衛生組合 匝瑳市、多古町、横芝光町 火葬場、ごみ処理 

八匝水道企業団 匝瑳市、横芝光町 上水道 

東総衛生組合 匝瑳市、旭市、多古町、横芝光町 し尿収集処理 

九十九里地域水道企業団 匝瑳市、茂原市、東金市、山武市、

横芝光町、大網白里市、九十九里

町、一宮町、睦沢町、長生村、白

子町、長柄町、長南町 

水道用水供給 

東総地区広域市町村圏事務組合 匝瑳市、銚子市、旭市 職員共同採用試験、職員共

同研修、ごみ処理 

千葉県市町村総合事務組合 県下全市町村・一部事務組合・広

域連合 

公平委員会、常勤職員の退

職手当、交通災害共済、非

常勤職員の公務災害、職員

共同研修、自治研修センタ

ーの運営ほか 

千葉県後期高齢者医療広域連合 県下全市町村 後期高齢者医療保険 

 

施策の大綱 

施策推進の背景と課題 
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5-4-1 近隣自治体との連携強化 

 取 組 方 針  

市単独での解決が困難な課題解決を図るため、広域的行政課題への取組を共同で行

うとともに、連携・協力による適切かつ効果的な事業の推進を図ります。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

広域的行政課題の共

有と連携推進 

広域的行政課題に対する情報共有を図りながら、

連携のとれた取組の実施を推進します。 
関係各課 

構成自治体及び事務

局との連携強化 

一部事務組合及び広域連合の円滑な運営を図るた

め、構成自治体及び組織事務局との連携を強化し

ます。 

関係各課 

 
 

 

5-4-2 国・県との連携強化 

 取 組 方 針  

国・県との情報共有を強化しながら、高度な行政需要への対応に取り組みます。 

 取 組 内 容  

取組 取組の概要 主管課 

国・県との連携の推

進 

高度なインフラ整備や広域的な課題に対応するた

め、国・県との連携を推進します。 

企画課 

関係各課 

人事交流等の促進 
県との人事交流や職員の研修派遣により、職員の

政策形成能力や行政運営能力の向上を図ります。 
総務課 

 

 

 
 

 

施策の展開 

施策の展開 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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１ 計画策定について 

（１）計画の策定経過 

期 日 内     容 

平成３０年 

  ４月 ６日 

 

 

４月１１日 

５月３１日 

 

 

６月１９日 

 

６月２２日 

 

７月 ２日 

 

７月 ３日 

 

７月 ４日 

 

７月 ９日 

 

 

７月１１日 

 

 

７月１２日 

 

 

７月１７日 

 

 

７月２５日 

 

第１回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画策定方針（案）決定 

第２次匝瑳市総合計画策定スケジュール決定 

第２次匝瑳市総合計画策定方針決定 

後期基本計画施策評価実施 

（対象：各施策業務担当課） 

第１回匝瑳市総合計画策定委員会合同専門部会（全５部会）開催 

市民懇談会開催 

（対象：子育て世代 場所：匝瑳市つどいの広場 つくし） 

市民懇談会開催 

（対象：子育て世代 場所：匝瑳市つどいの広場 たんぽぽ） 

第２回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

市民・団体・職員意識調査実施決定 

第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会）開催 

「まちづくり提案」及び「まちづくりレポート」募集 

（対象：全職員 期間：８月２４日まで） 

提出件数：「まちづくり提案」４件、「まちづくりレポート」１件 

第２回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会、市民協働・ 

行財政専門部会）開催 

職員意識調査実施 

（対象：４５３名 期間：７月３１日まで） 

回答数：４５３票 回答数：１００．０％） 

団体意識調査実施 

（対象：各種６３団体 期間：８月１７日まで） 

回答数：５１票 回答率：８１．０％） 

市民意識調査実施 

（対象：１６歳以上の市民２千名 期間：８月１０日まで） 

回答数：５９８票 回答率：２９．９％ 
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期 日 内     容 

８月 ８日 

 

８月 ９日 

 

８月１０日 

 

８月１３日 

 

 

９月 ６日 

 

９月１０日 

 

９月１１日 

 

９月１２日 

 

９月２５日 

 

１０月１０日 

 

１０月１２日 

 

 

１０月１８日 

 

１１月 ６日 

 

 

１１月 ８日 

１１月１６日 

 

１１月２６日 

 

１１月２７日 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会）開催 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（生活環境・都市建設専門部会）開催 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会） 

開催 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（市民協働・行財政専門部会）開催 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会）開催 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催 

市民懇談会開催 

（対象：高校生 場所：市長公室） 

第５回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催 

第５回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会） 

開催 

第５回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

「まちづくり提案」及び「まちづくりレポート」募集 

（対象：全職員 期間：１２月５日まで） 

提出件数：「まちづくり提案」１件、「まちづくりレポート」１件 

第６回匝瑳市総合計画策定委員会合同専門部会（全５部会）開催 

市民懇談会開催 

（対象：各種団体 場所：市民ふれあいセンター第３会議室） 

市民懇談会開催 

（対象：各種団体 場所：市役所議会棟第２委員会室） 

市民懇談会開催 

（対象：各種団体 場所：市民ふれあいセンター第３会議室） 
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期 日 内     容 

１１月２９日 

 

 

 

 

平成３１年 

１月１７日 

 

 

１月１８日 

 

１月２５日 

 

２月 １日 

 

２月１２日 

 

２月１３日 

 

 

２月２０日 

 

２月２１日 

 

２月２７日 

 

３月 １日 

 

３月 ８日 

 

３月１４日 

 

 

 

３月１９日 

第３回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

市民・団体・職員意識調査結果報告 

市民懇談会実施状況報告 

市民懇談会開催 

（対象：各種団体 場所：市民ふれあいセンター第３会議室） 

 

第７回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会、市民協働・行財政専門部会） 

開催 

第７回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会）開催 

第７回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催 

後期基本計画施策評価時点修正実施 

（対象：各施策業務担当課） 

第４回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案） 

第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会、生活環境・都市建設専門部会）

開催 

第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会）開催 

第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

第８回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（市民協働・行財政専門部会）開催 

市議会全員協議会での第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案）に対 

する意見聴取 

第５回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案） 

第２次匝瑳市総合計画基本構想（素案）に対するパブリックコメン 

トの実施 

（期間：４月１２日まで） 

 提出件数：５件 

第９回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会、生活環境・都市建設専門部会）開催 
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期 日 内     容 

３月２０日 

 

 

３月２８日 

 

４月１９日 

 

４月２５日 

 

 

４月２６日 

 

令和元年 

５月 ９日 

 

５月１０日 

 

５月１５日 

 

５月２２日 

 

５月２７日 

 

 

５月２８日 

 

 

５月２９日 

 

６月２４日 

６月２５日 

 

６月２６日 

 

 

第９回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会） 

開催 

第９回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

第６回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画基本構想（案） 

第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会、生活環境・都市建設専門部会）

開催 

第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会）開催 

 

第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（市民協働・行財政専門部会）開催 

匝瑳市総合開発審議会開催 

 第２次匝瑳市総合計画基本構想（案） 

第７回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画基本構想（案） 

第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会、市民協働・行財政専門部会） 

開催 

第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（生活環境・都市建設専門部会、教育・交流・移住・定住専門部会）

開催 

第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会）開催 

市議会にて第２次匝瑳市総合計画基本構想を議決 

第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（産業・経済専門部会、教育・交流・移住・定住専門部会）開催 

第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（健康・福祉・医療・介護専門部会、生活環境・都市建設専門部会）

開催 
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期 日 内     容 

６月２７日 

 

７月１３日 

 

７月１９日 

 

８月２１日 

 

９月 ６日 

 

９月２７日 

 

１０月 ８日 

 

 

１１月１９日 

 

１２月１９日 

 

令和２年 

 １月 ９日 

 

 １月２２日 

 

３月１７日 

第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会専門部会 

（市民協働・行財政専門部会）開催 

団体懇談会開催 

（対象：各種団体６７団体 場所：市民ふれあいセンター） 

第８回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（たたき案） 

第９回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案） 

市議会全員協議会での第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案） 

に対する意見聴取 

第 10 回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案） 

第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（素案）に対するパブリックコ 

メントの実施 

（期間：１１月６日まで） 

第 11 回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案） 

市議会全員協議会での第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案）に 

対する意見聴取 

 

第 12 回匝瑳市総合計画策定委員会開催 

第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案） 

匝瑳市総合開発審議会開催 

 第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案） 

市議会にて第２次匝瑳市総合計画前期基本計画を議決 

 



148 

（２）諮問・答申 

ア 基本構想 

【諮問】 

   匝 企 第 ８ ７ 号  

令和元年５月１５日  

 匝瑳市総合開発審議会 

会長  鎌形 廣行 様 

  

匝瑳市長 太田 安規       

 

   第２次匝瑳市総合計画基本構想（案）について（諮問） 

 このことについて、匝瑳市総合開発審議会条例（平成１８年匝瑳市条例第２４号）第２

条の規定により諮問します。 

 

 

 

【答申】 

令和元年５月２１日  

 

 匝瑳市長 太田 安規  様 

 

匝瑳市総合開発審議会  

会長  鎌形 廣行   

 

   第２次匝瑳市総合計画基本構想（案）について（答申） 

 令和元年５月１５日付け匝企第８７号で諮問のありましたこのことについて、下記のと

おり答申します。 

記 

 本件については、策定過程において市民の参加を図り、併せて、時代の潮流や匝瑳市の

現状、主要課題を整理した上で、将来都市像や基本目標、施策の大綱等を定めたもので、

本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図る基本構想にふさわしいものと評価いた

します。 

 よって、「第２次匝瑳市総合計画基本構想（案）」については、基本構想の案として承

認します。 

 なお、今後の前期基本計画の策定に当たっては、本審議会の意見を十分検討されるよう

申し添えます。 
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イ 前期基本計画 

【諮問】 

   匝 企 第 ５ ５ ０ 号  

令和２年１月２２日  

 匝瑳市総合開発審議会 

会長  鎌形 廣行 様 

  

匝瑳市長 太田 安規       

 

   第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案）について（諮問） 

このことについて、匝瑳市総合開発審議会条例（平成１８年匝瑳市条例第２４号）第２

条の規定により諮問します。 

 

 

 

【答申】 

令和２年１月２７日  

 

 匝瑳市長 太田 安規  様 

 

匝瑳市総合開発審議会  

会長  鎌形 廣行   

 

   第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案）について（答申） 

 令和２年１月２２日付け匝企第５５０号で諮問のありましたこのことについて、下記の

とおり答申します。 

記 

 本件については、令和元年６月に策定された第２次匝瑳市総合計画基本構想を受け、施

策の大綱の具体化に必要な施策及び事業を総合的かつ体系的に明らかにしたもので、本市

における総合的かつ計画的な行政の運営を図る基本計画にふさわしいものと評価いたしま

す。 

 よって、「第２次匝瑳市総合計画前期基本計画（案）」については、基本計画の案とし

て承認します。 

なお、今後の実施計画の策定や各事業の実施に当たっては、本審議会の意見を十分検討

されるよう申し添えます。 
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（３）総合開発審議会委員名簿 

【◎…審議会会長、○…職務代理者】                  （順不同・敬称略） 

  氏   名 団  体  名 役職名 備  考 

１ 鎌形
かまがた

 廣
ひろ

行
ゆき

 ◎ （福）匝瑳市社会福祉協議会 会長  

２ 加瀬
か せ

 功一
こういち

  匝瑳市ボランティア連絡協議会 会長  

３ 福島
ふくしま

 俊之
としゆき

  （一社）旭匝瑳医師会 副会長  

４ 鎌形
かまがた

 春
はる

枝
え

  匝瑳市保健推進員会 会長  

５ 石和田
い し わ だ

 秀
ひで

雄
お

  匝瑳市シニアクラブ連合会 会長  

６ 鶴野
つ る の

 航三
こうぞう

  匝瑳市商工会 会長  

７ 岩井
い わ い

  清
きよし

  匝瑳市観光協会 会長  

８ 須合
す ご う

 重德
しげのり

  匝瑳市農業振興会 会長  

９ 萩原
はぎわら

 謙一
けんいち

  ちばみどり農業協同組合 監事  

10 鈴木
す ず き

  弘
ひろし

  （公社）匝瑳市シルバー人材センター 会長  

11 

大木
お お き

 三喜男
み き お

 ○ 匝瑳市区長会 会長 令和元年 5 月 19 日まで 

久
きゅう

古
こ

 一男
か ず お

  匝瑳市区長会 理事 令和元年 5月 29 日から 

12 佐藤
さ と う

 喜巳
よ し み

  匝瑳市防犯協会 会長  

13 

宇野
う の

 佐
さ

太夫
た お

  八日市場ロータリークラブ 会長 令和元年 6月 30日まで 

小川
お が わ

 不二夫
ふ じ お

  八日市場ロータリークラブ 会長 令和元年 8月 6日から 

14 

古作
こ さ く

 照夫
て る お

  八日市場ライオンズクラブ 会長 令和元年 6月 30 日まで 

加瀨
か せ

 貞
さだ

明
あき

 ○ 八日市場ライオンズクラブ 会長 令和元年 8月 6日から 

15 鈴木
す ず き

 健司
け ん じ

  （一社）八日市場青年会議所 理事長  

任期：２年（平成３１年４月２６日から令和３年４月２５日まで） 



151 

２ 用語の解説 

あ 行 

ＩＣＴ（あい・しー・てぃー） 

Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のことをいう。コンピュー

ターや携帯端末によるインターネット等の情報通信基盤を通じて、時間や場所に関係なく、情報

を伝達、共有できる環境や技術のこと。 

 

アイドリングストップ 

自動車、オートバイ等において、停車中にエンジンを停止することで燃料消費・排出ガスを抑

えること。 

 

ＲＰＡ（あーる・ぴー・えー：ロボティック・プロセス・オートメーション） 

Robotic Process Automation の略で、定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットにより

自動化するもの。 

 

ＥＣ（いー・こまーす）販売 

Electronic Commerce の略で、電子商取引のことをいう。インターネットを使ったモノやサービ

スの販売のこと。 

 

インクルーシブ教育 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達

させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、障害のある人と障害の

ない人が共に学ぶ仕組み。 

 

ＡＩ（えー・あい：人工知能） 

Artificial Intelligence の略で、人間が持っている、認識や推論等の能力をコンピューターで

も可能にするための技術のこと。 

 

ＡＥＤ（えー・いー・でぃー：自動体外式除細動器） 

Automated External Defibrillator の略で、心臓がけいれんし正常に働かなくなった際に電気

ショックを与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。平成 16 年（2004 年）7月から医療従

事者ではない一般市民でも使用できるようになり、空港、駅、公共施設等の人が多く集まるとこ

ろを中心に設置されている。 

 

ＳＮＳ（えす・えぬ・えす） 

Social Networking Service の略で、インターネット上で社会的なつながりを促進するサービス

のこと。 
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ＮＰＯ（えぬ・ぴー・おー） 

NonProfit Organization の略で、ボランティア活動等の社会貢献活動を行う、営利を目的とし

ない団体の総称。このうち「ＮＰＯ法人」とは、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき法

人格を取得した「特定非営利活動法人」のこと。 

 

オープンデータ 

機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開される公共データであり、

人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもののこと。 

 

か 行 

合併算定替 

合併したことにより普通交付税が直ちに減少することは、市町村合併の阻害要因となることか

らとられた普通交付税算定の特例措置。 

合併年度及びそれに続く 10 年間は、旧市町村が存続したものとみなして普通交付税を算定し、

以後 5年間は激変緩和措置として段階的に縮減する制度のこと。 

 

関係人口 

   移住した定住人口でも、観光客等の交流人口でもない、地域や地域の人々と継続的なつながりや

関わりを持つ人々のこと。 

  

キャリア教育 

子どもたちが、将来、社会人・職業人として自立していくことができるよう、職業観、勤労観

や職業に関する知識、技能を身につけるとともに、主体的に自己の進路を選択・決定できる能力

を養う教育のこと。 

 

ＧＡＰ（ぎゃっぷ：農業生産工程管理） 

Good Agricultural Practice の略で、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続

可能性を確保するための生産工程管理の取組のことで、国内・国際認証の制度が設けられている。 

 

グリーン・ツーリズム 

農山村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。滞在期間は、

日帰りの場合から長期的又は定期的・反復的な場合等、様々ある。 

 

ケアマネジメント 

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての

介護・保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。 

 



153 

さ 行 

資源循環型社会 

生産、流通、消費、廃棄等の社会経済活動の全段階を通じて、廃棄物の発生及び排出を可能な

限り抑制することにより、天然資源の消費が抑制され、環境に与える負荷が低減される社会のこ

と。 

 

生涯活躍のまち 

人口減少が進む中で、東京都をはじめとする都市部等を中心とする市の区域外から、多様な知

識や経験を持つ健康でアクティブな中高年齢者の移住を積極的に受け入れ、さらなる健康づくり

を進めるとともに、子どもや若者等の多世代との協働による生涯にわたって活躍できるまちづく

りを推進し、もって地域の活性化を図ることを目的とした構想。 

 

情報モラル 

情報化社会において適正な活動を行うための考え方や行動のこと。具体的には、インターネッ

ト等を利用する際のルールやマナー、危険回避、個人情報やプライバシー、人権侵害や著作権に

対する対応等。 

 

３Ｒ（すりー・あーる）運動 

３Ｒは、Reduce（リデュース）＝廃棄物の発生抑制、Reuse（リユース）＝再使用、Recycle（リ

サイクル）＝再資源化の３つの英語の頭文字を表している。このほか、Refuse（リフューズ）＝

ごみとなるものを買わない、を追加した４Ｒ運動等を展開している場合もある。 

 

成年後見制度 

認知症等により判断能力が不十分となった高齢者等が、福祉サービスの利用や財産の取引等の

契約を行うときに、家庭裁判所が選任した後見人が本人の権利や利益を保護し、支援する制度の

こと。 

 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 

様々な分野において、活動する機会の格差を是正するため、必要な範囲内で、少数側に対し、

その機会を積極的に提供していくこと。 

 

総合型地域スポーツクラブ 

誰もが身近な地域で気軽にスポーツを楽しめるよう、地域の人たちが主体的、自主的に運営す

るスポーツクラブのこと。 

 

た 行 

地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、住まい・

医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることを目指す仕組みのこと。 
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地産地消 

地域で生産された農林水産物を、その地域で消費すること。 

 

電子自治体 

コンピューターやネットワーク等の情報通信技術を活用して、市民や企業の事務負担の軽減や

利便性の向上、行政事務の簡素化・合理化等を図り、効率的・効果的な自治体を実現しようとす

るもの。 

 

特定健康診査 

生活習慣病であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、その該当者や予備

群該当者を見つけ出す健診のこと。生活習慣病予防と疾病の早期発見を目的とする。 

 

特別支援教育 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向け、一人ひとりの教育的ニーズを把握しながら、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するための適切な指導及び必要な支援を

行うもの。 

 

な 行 

認知症地域支援推進員 

認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に

応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や、認知症の人やその

家族を支援する相談業務等を行う人のこと。 

 

は 行 

ハザードマップ 

自然災害を予測し、その発生地点、被害の拡大範囲及び被害程度、さらには避難経路、避難場

所等の情報を地図上に示したもの。 

 

パブリックコメント 

行政機関が法規や計画等を定めるときに、一定の期間を定め、その間に広く市民に意見を求め

る手続きのこと。 

 

バリアフリー 

障害者や高齢者等が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的・精神的な障壁（バリア）

を取り除くための施策、又は具体的に障害を取り除いた状態をいう。 

 

ファミリーサポートセンター 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の応援をしたい人（援助会員）が、お互い会員と

なって一時的に子どもを預かる会員組織。 
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ブルー・ツーリズム 

漁村に滞在して漁業体験やその地域の自然や文化にふれ、地元の人々との交流を楽しむ余暇活

動のこと。 

 
ま 行 

麻疹・風疹（ＭＲ）のワクチン 

麻疹・風疹の混合ワクチンのこと。 

麻疹：麻疹ウイルスによって引き起こされる感染症で、一般的には「はしか」と呼ばれる。発

熱や咳、鼻水といった風邪のような症状と発疹が現れ、肺炎、脳炎といった重い合併症を発症す

ることもある。 

風疹：発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症。妊娠中に風疹に感染するこ

とで赤ちゃんに障害が出ることもある。 

 
メタボリックシンドローム 

内臓脂肪症候群のこと。内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）に加え、高血糖、高血

圧、脂質異常のうち２つ以上を重ね持った状態をいう。 

 
や 行 

ＵＩＪ（ゆー・あい・じぇい）ターン 

大都市圏の居住者が地方に移住することで、Ｕターンは出身地に戻る形態、Ｊターンは出身地

の近くの地方都市に移住する形態、Ｉターンは出身地から離れた地方へ移住する形態を指す。 

 
ら 行 

ライフサポートファイル 

ライフサポートファイルとは、何らかの障害がある等、特別な支援が必要な人について、一貫

した継続的な支援を行うため、その成育歴やケアの仕方を、乳幼児期から成人期に至るまで継続

して記録・整理できるファイル。 

 
６次産業化 

農林水産業・畜産業等の第１次産業とこれに関連する第２次産業（加工）、第３次産業（販売

等）に係る事業の融合等により地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組。 

 

ローリング方式 

計画において、変化する経済・社会情勢に弾力的に対応し、計画と現実が大きくずれることを

防ぐため、毎年度修正や補完等を行うこと。 

 

わ 行 

ワーク・ライフ・バランス 

やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、

家庭、地域、自己啓発等に係る個人の時間を持てる健康で豊かな生活を実現すること。 
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